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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１１月２６日

自  午後 １時２８分

至  午後 １時３２分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委 員 長 千住 良治 君

副 委 員 長 初手 安幸 君

委 員 田中 愛国 君

〃 外間 雅広 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 山本 由夫 君

〃 庭 敦子 君

    〃 本多 泰邦 君

    〃 大久保堅太 君

３、欠席委員の氏名

な   し

４、委員外出席議員の氏名

な   し

５、審査の経過次のとおり

― 午後 １時２８分 開会 ―

【千住委員長】ただいまから観光生活建設委員

会を開会いたします。

これより議事に入ります。

まず会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。会議録署名委

員は、田中委員、深堀委員のご両人にお願いい

たします。

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。

本日の委員会は、令和6年11月定例会におけ

る本委員会の審査内容等を決定するための委員

間討議であります。

それでは、審査方法等について、お諮りいた

します。

審査の方法については、委員会を協議会に切

り替えて行いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。

しばらく休憩いたします。

― 午後 １時３０分 休憩 ―

― 午後 １時３１分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、理事者へ正式に通知することといたし

ます。

ほかに、ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかにご意見等がないようです

ので、これをもちまして、本日の観光生活建設

委員会を終了いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 １時３２分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１２月９日

自  午前１０時 ０分

至  午後 ２時４１分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 千住 良治 君

初手 安幸 君副委員長(副会長)

委 員 田中 愛国 君

〃 外間 雅広 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 山本 由夫 君

〃 庭 敦子 君

〃 本多 泰邦 君

〃 大久保堅太 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

土 木 部 長 中尾 吉宏 君

土 木 部 技 監 植村 公彦 君

土 木 部 次 長 吉田 弘毅 君

土 木 部 参 事 監
（まちづくり推進担当）

椎名 大介 君

監 理 課 長 高稲 稔也 君

建 設 企 画 課 長 金子 哲也 君

建設企画課企画監 城戸  学 君

都市政策課長(参事監) 田坂 朋裕 君

道 路 建 設 課 長 北原 雄一 君

道 路 維 持 課 長 田﨑  智 君

港 湾 課 長 松本 伸彦 君

港 湾 課 企 画 監 田中  隆 君

河 川 課 長 小川 秀文 君

河 川 課 企 画 監 岩永  彰 君

砂 防 課 長 田中 良一 君

建 築 課 長 小島 俊郎 君

営 繕 課 長 進藤 政洋 君

住宅課長(参事監) 森   泉 君

住 宅 課 企 画 監 佐藤 荒樹 君

用 地 課 長 木下 善祐 君

盛 土 対 策 室 長 真鳥 喜博 君

６、審査事件の件名

〇観光生活建設分科会

第93号議案

令和6年度長崎県一般会計補正予算（第4号）

（関係分）

第94号議案

令和6年度長崎県港湾施設整備特別会計補正

予算（第1号）

第95号議案

令和6年度長崎県流域下水道事業会計補正予

算（第1号）

７、付託事件の件名

〇観光生活建設委員会

（1）議 案

第96号議案

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整理等に関する条例（関係分）

第100号議案

長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する
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条例

第101号議案

長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部

を改正する条例

第111号議案

契約の締結について

第112号議案

契約の締結の一部変更について

第113号議案

和解及び損害賠償の額の決定について

（2）請 願

  な し

（3）陳 情

・市政に関する要望について（長崎市）

・長崎県に対する要望書（諫早市）

・長崎県に対する要望書（島原天草長島連絡道

路（南島原市深江町～口之津港間）の早期事

業化についてほか）

・令和7年度離島・過疎地域の振興施策に対す

る要望書

・令和7年度簡易水道の整備促進に関する要望

書

・要望書（島原半島関係4期成会等）

・指定管理者及び開発道路の疑義解明を求める

陳情

・要望書（壱岐市）

・要望書（対馬市）

・陳情書（一般国道324号「（仮称）茂木バイ

パス」の早期事業着手及び主要地方道野母崎

宿線（長崎市千々～飯香浦）の整備促進）

・陳情書（「石木ダム建設事業は、ボーリング・

コアと柱状図を精査したら、無駄な公共事業

と理解出来たので、長崎県民、佐世保市民の

利益とならないから、早く中止することを陳

情します。」）

８、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 開議 ―

【千住委員長】 おはようございます。

ただいまから、観光生活建設委員会及び予算

決算委員会観光生活建設分科会を開会いたしま

す。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

96号議案「刑法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理等に関する条例」のうち

関係部分ほか5件であります。そのほか、陳情

11件の送付を受けております。

なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を観

光生活建設分科会において審査することになっ

ておりますので、本分科会として審査いたしま

す案件は、第93号議案「令和6年度長崎県一般

会計補正予算（第4号）」のうち関係部分ほか2
件であります。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり、分科会審査、委員会審

査の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元

にお配りしております審査順序のとおり行いた

いと存じますが、ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ご異議ないようですので、その

ように進めることにいたします。

議案外の質問につきましては、各部局の審査

における委員1回当たりの質問時間は、理事者

の答弁を含め20分を限度とし、一巡した後、審

査時間が残っている場合に限って再度の質問が

できることといたしますのでよろしくお願いい

たします。

これより、土木部関係の審査を行います。
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【千住分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

土木部長より、予算議案の説明を求めます。

【中尾土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。

「予算決算委員会観光生活建設分科会関係議

案説明資料」の2ページをご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分、そして、第94
号議案「令和6年度長崎県港湾施設整備特別会

計補正予算（第1号）」であります。

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正

予算（第4号）」のうち、土木部関係の歳入歳

出予算は、それぞれ2ページから3ページに記載

のとおりでございます。

3ページをご覧ください。

補正予算の内容としましては、長与町高田南

地区土地区画整理事業に要する経費として、都

市改造費 公共事業1億9,268万2,000円の増、山

田川河川改修工事（甘導堰設計業務委託）にお

いて、契約期間内の成果品の未納に伴い、受注

業者の負担により国庫補助金を返還するための

経費として、総合流域防災費 単独事業1,524万
2,000円の増、また、職員給与関係既定予算の過

不足の調整に要する経費として、8,679万6,000
円の増を計上いたしております。

このほか、繰越明許費及び債務負担行為につ

いては、3ページから6ページに記載のとおりで

あります。

また、第94号議案「令和6年度長崎県港湾施

設整備特別会計補正予算（第1号）」について

は、職員給与関係既定予算の過不足調整に要す

る経費であり、内容は6ページに記載のとおり

であります。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住分科会長】次に、監理課長より補足説明

を求めます。

【高稲監理課長】繰越明許費につきまして、補

足してご説明いたします。

予算決算委員会観光生活建設分科会補足説明

資料の3ページをご覧ください。

表の縦の区分が款・項・目の予算科目、横の

区分が繰越明許費の理由別内訳となっておりま

す。表の左端の欄は、上から土木費、災害復旧

費、一般会計の合計、土木部の合計となってお

ります。

今回、ご審議をお願いします繰越明許費は、

一般会計144件、55億9,288万6,000円で、その

内訳につきましては記載のとおりとなります。

これは、地元調整の遅れなどにより、やむを

得ず発注時期がずれ込むなど、年度内で工期を

確保できない工事等について、あらかじめ繰越

の承認をいただき、翌年度にまたがる適正な工

期を確保した上で発注につなげようとするもの

などでございます。

続きまして、4ページをご覧ください。

ゼロ県債の設定について、補足してご説明い

たします。ゼロ県債の制度としましては、来年

度に予算化する事業について、前倒しして発注

するため、債務負担行為を設定しようとするも

のであります。なお、今年度の支出はございま

せん。

ゼロ県債につきましては、従来から交付金事

業及び県単独事業に適用し、来年度当初の4月
から6月の端境期の事業量を確保するなど、発
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注の平準化を図ることとしております。

今年度の計上額は、上の表の一番右に合計と

して記載しております、交付金事業で28億
3,800万円、県単独事業で39億3,000万円の合計

67億6,800万円のゼロ県債を設定しようとする

もので、各課の設定額は記載のとおりでござい

ます。

以上で説明を終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【千住分科会長】次に、河川課長より補足説明

を求めます。

【小川河川課長】河川課において、補正予算と

して計上しております国費返還のための費用

1,524万1,985円について、補足して説明いたし

ます。

観光生活建設分科会補足説明資料5ページを

ご覧ください。

今回の補正予算は、島原振興局発注の山田川

河川改修工事（甘導堰設計業務委託）において、

令和6年3月27日まで成果品が納品されなかっ

たことから、既に受入済である本契約に関わる

国費を返還するものでございます。

なお、今回、返還となる国費は、本契約に対

して交付されました契約に関わる国費1,325万
3,900円と、国費率差額198万8,085円の合計

1,524万1,985円となっておりますが、返還額全

額を受注業者へ損害賠償請求しており、県の負

担は発生しておりません。

3、契約内容及び4、経緯に記載しております

とおり、本契約は、島原振興局が令和3年3月24
日から令和4年3月18日の工期で（株）建設技術

研究所長崎事務所と甘導堰設計業務について契

約したものですが、納期直前の令和4年3月に、

受注業者担当者から県担当者へ、履行期限内で

の成果品の納品が不可能であると連絡がありま

した。その際、県の担当者は、検査員である課

長に納品が不可能であることを報告しなかった

ため、検査員は成果品が未完成であることに気

づかないまま、成果品のダイジェスト版で完成

検査を行い、合格としました。

令和4年4月以降、県担当者は、受注業者担当

者へ連絡を取っていたものの、成果品の納品は

なく、令和6年1月に受注業者担当者と連絡が取

れなくなったことから、受注業者へ連絡すると

ともに、班長へ報告を行い、未納状態であるこ

とが島原振興局及び受注業者内で共有されまし

た。

令和6年3月28日に完成した成果品が受注業

者から県へ納品されましたが、740日間、成果

品の納品が遅れた事実を踏まえ、九州地方整備

局との協議の結果、国費返還に至りました。

なお、これらの経緯を踏まえ、受注業者に対

しては2か月間の指名停止とともに、国費返還

額について損害賠償請求を行い、令和6年10月
25日に県へ納付がなされております。

今回の事案が発生した原因としましては、

受・発注者間で業務の進捗状況を十分に共有で

きていなかったこと、検査員である担当課長へ

業務未完了であることを報告していなかったこ

と、完成検査をダイジェスト版で行っており、

義務付けられた成果品の確認が不十分であった

ことが挙げられます。

そのため、再発防止策として、進捗状況の共

有方法の改善及び完成検査の改善に努めてまい

ります。

具体的に申し上げますと、受注者が作成する

業務工程の進捗状況を、中間打ち合わせごとに

担当・班長の2名で確認を行い、適宜業務工程

の見直しを行ってまいります。

また、見直しをした業務工程を、打合せ記録
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簿へ記載し、担当課長まで決裁を取ることとい

たします。

完成検査につきましては、ダイジェスト版で

はなく、成果品全てを確認するよう徹底いたし

ます。

また、本業務委託は、令和7年度以降に工事

予定である堰改築工事の設計業務委託を先行し

て実施しているものであり、事業の進捗に影響

を及ぼすものではございません。

今後の予定としましては、本議会にて補正予

算が成立後、速やかに九州地方整備局へ完了実

績報告の額の再確定を行い、令和7年2月頃に国

費を国へ返還することとしております。

今後、このような事態が二度と発生しないよ

う、再発防止の徹底に努めてまいります。

以上で説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【千住分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【 庭委員】 おはようございます。

今、ご説明があった議案の中の山田川河川改

修工事についてお伺いしたいと思います。

今、詳細にご説明はあったというふうに理解

をしておりますけれども、この2年間、なぜ気

づかなかったのかというところもあるかと思い

ますが、そのあたりは県としてどのように考え

ているのか、お伺いします。

【小川河川課長】先ほど経緯についてもご説明

いたしましたけれども、令和4年4月以降、県の

担当者の方も再三にわたって受注業者の方へ成

果品の納品をしてくれということで、ずっと連

絡を取っております。

しかしながら、1年半ぐらいずっとお願いし

ていたんですけれども、連絡が急に取れなくな

ったということで、島原振興局内、受注業者内

で情報の共有がなされたということになってお

ります。やはり受・発注者双方の担当者が一人

で抱え込んでしまったことが一番大きな原因で

あり、情報の共有が不十分だったというふうに

考えております。

【 庭委員】一人で抱え込んでしまった結果が

こうなっているということで、先ほどあった再

発防止をされるのかというふうに理解します。

そういう中で、今回、受注業者が全額を負担

するということになって、県費負担はないとい

うことですけれども、受注業者ももちろん過失

があるかと思うんですが、県にもやっぱり過失

があろうかと思うんですね。その場合に、受注

業者だけが負担するというのはどうなのかなと

いうふうに思うんですけれども、そのあたりは

どのように県として考えているのか、お伺いし

ます。

【小川河川課長】国費返還につきましては、土

木部内で協議を行って、やはり国費返還の原因

は履行期間内に適正な成果品が納品されなかっ

たということが適正化法に違反するということ

なので、納入義務がある受注者に全額の損害賠

償請求を行ったところでございます。

これにつきましては、県の顧問弁護士にも相

談をいたしております。意見をいただいたこと

をお話ししますけれども、受注者には期限内に

納品する義務があるが、その義務を果たしてい

ないということ。今回、補助金適正化法違反で

国費返還が生じているんですけれども、受注者

はそれを予見できない状況にあったとは言えな

いということ。もう一つは、国費返還分は、県

の損害であり、満額の損害賠償請求を行うこと

は不当要求に当たらないというご意見をいただ

いたところから、全額受注業者の方に損害賠償
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請求をいたしておりますので、そこについては

妥当であったというふうに考えております。

【 庭委員】妥当だということで理解したいと

思います。

再発防止策も書いてありますけれども、今後、

このようなことがないようにしていただきたい

のと、その職員さんも一人で抱えないといけな

い状況があったのではないかと思うんですね。

そういう場合に、やはり風通しのいい職場にし

ていくことが必要かと思いますけれども、職場

環境として何か改善する考えがあればお伺いし

ます。

【小川河川課長】先ほど 庭委員の話がありま

したけれども、やはり風通しのよい職場、何で

も相談しやすい職場づくりというのが非常に大

事だと思っております。そういった状況を共有

する中でフォローアップなどが図られると考え

ておりますので、そういった職場づくりにも力

を入れてまいりたいと考えております。

【 庭委員】ぜひ、職場環境改善もしていただ

いて、皆さんが働きやすい職場環境で働けるよ

うにお願いしたいと思います。

以上で終わります。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【大久保委員】今のご質問に関連させていただ

きたいと思っております。

まず、先ほどの処分というか、返還要求をし

ているということでございます。さらに指名停

止期間を設けてありますけれども、この妥当性、

根拠を示していただきたいと思っています。

【金子建設企画課長】指名停止についてですけ

れども、今回の事案が重大な契約違反になるこ

とを踏まえまして、指名停止の要領とか過去の

事例に基づき、期間を2か月と設定していると

ころでございます。

また、他県においても同様の事例で指名停止

を2か月としていることから、今回の処分内容

は妥当であると考えております。

【大久保委員】過去の例から見てもということ

でございますけれども、この納入が740日間と

いう長期にわたった、ある意味現場、そして県

に迷惑をかけている、長期だったということ。

その処分が2か月で済むことが見合うのかとい

うのは、素人から見てというか、県民目線とし

ては思うところがあると思うんです。

ただ、このことは、両者、県側も先ほど一人

で抱え込んだという表現だったんですけれども、

見方によっては2年間そのままほったらかして

しまったという見方もあると思うんです。そう

いった過去の例が、そういった例の中で2か月

だったのかも含めて、2か月の妥当性をもう一

度確認したいと思います。

【金子建設企画課長】 実際、過去に700日も遅

れて指名停止をしたという事例は県にはござい

ません。

他県では、200日以上遅れて指名停止をした

という事例がございまして、そのケースの時に

は2か月という処分をしております。

過去の事例というのが、重大な契約違反とい

うものになりますけど、過去、重大な契約違反

で2か月の指名停止をした事例といたしまして、

履行を証明する資料を偽造して、あたかも履行

したように見せかけたという事例、これが重大

な契約違反ということで、過去に2か月という

指名停止の処分を行っております。

今回は、それに匹敵する内容だということで

2か月としているところでございます。

【大久保委員】 承知しました。

もう一つ、この未納される案件というのは、

過去においてどれぐらいあったのか。県におい
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て、押しなべて何件中何件ぐらい発生している

のか、その過去の例をお尋ねしたいと思います。

【金子建設企画課長】未納で指名停止という事

例は、過去にございません。

この事案が発生して、その他にそういう事案

はないですかという調査をさせていただいたん

ですけれども、その結果、ないということでご

ざいました。

【大久保委員】過去にはないということで、珍

しい案件ではあるということです。

この再発防止策に入らせていただきたいんで

すけれども、2名体制でやるとか、記録簿の決

裁を主任監督員から課長に変更する。または、

確認をダイジェスト版ではなくて、成果品の確

認を全てにおいて行うということでございます。

私が気になるのは、これから、民間もそうです

けれども、県内においても業務効率化だとか、

人員をなるべく少数精鋭でやっていかなければ

ならない。また、事務も含めていろんな業務も

増えていると思うんですね。そういう中で、一

つのことが起こると、議会というのは、どうし

てもそのチェックだとか体制を縦横に重視して

いかなければならないということでもあるので、

これだけの体制を組みますということでありま

すけれども、そもそも、根本のそこを、今回起

こったようなことを未然に防げていればこうい

ったこともしなくていいんですね。だから、こ

のことは今後の業務において、負荷がかかって

くるというのが一番の被害じゃないかなと思っ

ております。そのあたりは再発防止策として、

ただ手間をかけていくと、ダイジェスト版では

なく、完成品のリストを全部見るというのが、

どれだけの業務が増えるかわかりませんけれど

も、相当増えるのではないかと思っております。

そういったことを鑑みれば、ほかの方法でこ

のことの再発防止策をとれないのか。そういっ

たことも要検討いただきたいなと一議員として

は思うので、そこも含めて、今日、ここにはし

っかりと明記をしてありますけれども、そこも

含めてご検討いただきたいと個人的には思うと

ころでございます。いかがでしょうか。

【金子建設企画課長】まず、ダイジェスト版に

ついてですけれども、実際、県の共通仕様書と

いうのがありまして、そこにはダイジェスト版

での検査ではなく、成果品全てを検査しなさい

ということが規定されています。これは、作業

自体も変わらないということになります。

あと、担当課長の確認ですけれども、県の担

当課長においては、これまでも県が求める成果

品を提出してもらうために、業務の途中段階で

設計の方向性でありますとか、進捗状況の確認

を行っているというところで、新たに業務が発

生するわけではないと考えております。

しかしながら、今回、このような事案が起き

たことから、課長のそういう確認時に決裁を取

るということを追加して再発防止を図りたいと

考えております。

また、課長の確認について、受注者において

も業務の各段階で確認を受けることによって、

作業の手戻りが防止できて、そのような確認を

望む声も業界から多いということもありまして、

逆に効率化が図られると考えているところでご

ざいます。

【大久保委員】 わかりました。ということは、

このことをしても、県または業者において手間

が増えていくということはないということでよ

ろしいですね。

【金子建設企画課長】 はい。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【深堀委員】今の件に関連してお尋ねしますけ
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れども、そもそも、これが納品が遅れた理由と

いいますか、そこは何なのですか。経過の中で

令和4年3月に履行期限内で完成品の納品が不

可能な旨、連絡があったということなんですが、

どういう理由で納品ができなくなったんですか。

それは例えば工期が短かったとかいうことでは

ないんですか。何か技術的な問題があって納品

できなくなったんですか。まず、そのあたりの

原因ですね、そもそもこれが納品できなかった

理由は確認されているんでしょうか、そこを教

えてください。

【小川河川課長】納品ができなかった理由のお

尋ねですけれども、受注業者の方に確認をした

ところ、受注業者の担当者の方もほかに業務を

たくさん抱えていて、一人で業務を行っていた

ということが一つの原因だと思っております。

そういったことが会社内で情報が共有されてお

れば、会社内でのフォローアップができて完成

できたかもしれないんですけれども、担当者が

一人で抱え込んでしまったことと、進捗状況の

共有がなされていなかったというのが一番の原

因じゃないかと考えております。

【深堀委員】わかりました。再発防止対策をい

ろいろ書かれてあるんですが、令和4年の3月時

点で業者の方から納品が不可能という連絡が入

っているわけですよね。その時に県の担当が課

長に未報告だったというのがあるわけですが、

仮にこれを報告していたらどうなっていたんで

すか。それをちゃんと担当が、これこれ、こう

いうことで業者からきていますということを課

長に報告していたら、この案件はどういうふう

に動いていったんですか。

【小川河川課長】 受注業者の担当者から報告、

成果品が履行期限内に納品できないというふう

に報告があったのは、履行期限の終期、本当に

間近になってからの報告だったというふうに聞

いております。そういったことからどうしても

避けられない、履行期限内での納品は無理じゃ

なかったかと思うんですけれども、そういった

ことがもっと早い時期にわかっておれば、何ら

か回避する方法があったと思うんですけれども、

何しろ報告が遅かったということで、ちょっと

困難じゃなかったかと考えております。そうい

った状況が職場内でも共有されておれば、恐ら

く完成不合格というふうになっていたのかなと

考えております。

【深堀委員】わかりました。あくまで仮定の話

なので非常に答弁しにくいのかもしれませんが、

正当な理由であれば工期の延長手続も当然でき

たわけですよね。そうなっていれば、国への国

費返還というところには至らなかったわけです

かね。わかりました。

ものすごく初歩的なといいますか、情報の共

有、非常に思ったのは、県の担当も非常に悩ま

れたんだろうなと思うし、相手の業者の担当の

方のことを考えたのかなと思うんですけど、一

言、業者側の担当の責任者の方に一本電話を入

れて、こんな状況ですよと言えば、会社は総力

を挙げてそれに対応したと思うんですよね。担

当同士でやりとりするから、なぜ電話一本、こ

んな状況ですよって、支店長とか責任者の方に

連絡すれば、なんでそういうことに至らなかっ

たのかというのが非常に疑問なんですよね。確

かに再発防止対策をいろいろ書かれてあるので、

これで二度と同じようなことはないんだろうと

思いますけれども、十分そのあたりは臨機応変

な対応というのができたんじゃないかと、ちょ

っとその辺は残念に感じたところでした。

終わります。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。



令和６年１１月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会(観光生活建設分科会）（１２月９日）

- 10 -

【山本委員】私も同じ話で、ちょっと疑問点が

残っているので。

今、深堀委員から質疑がありましたけれども、

たらればの話で申し訳ないんですけれども、令

和6年1月に受注業者内で共有をされて、実際に

成果品が納入されたのが3月28日ということで

すから、2か月ぐらいで納品ができているわけ

ですね。ということであれば、先ほどおっしゃ

った令和4年3月の段階で、この場合にはちょっ

とぎりぎりだったというのはあるんですけれど

も、この時に、履行期限が何か月という規定が

あるのかわかりませんが、履行期限を延長でき

ていれば、この問題はクリアできていたという

ことですか。再確認ですが、そういう理解でよ

ろしいんでしょうか。

【小川河川課長】 令和4年の1月とか、早い時

期に受注業者の方から相談があっておれば、繰

越手続きだとか、そういったもので回避ができ

たものと考えております。

【山本委員】 わかりました。そうすると、この

履行期限の延長を行うという再発防止策は、状

況によっては有効であるということで理解をし

ました。

もう1点が、そもそもこの山田川の河川改修

工事自体は、設計業務の後に本体の工事がある

と思うんですけれども、今回、これで2年以上

遅れたことによって、本体工事自体に影響が出

ているのかどうかを確認したい。

【小川河川課長】今回の山田川河川改修工事の

堰の委託につきましては、令和7年度以降、こ

れから発注する予定としていた工事でございま

す。既に納品をされているので、山田川の河川

改修工事の事業の進捗には影響を及ぼさないも

のというふうに考えております。

【山本委員】それはいいんですけれども、そう

すると、そもそもこの設計業務委託は、令和3
年度ですか、令和4年の3月にはもう設計を済ま

せる、本体工事の発注は令和7年度と、ここが

もともと空いているのはどういう経緯でしょう

か。

【小川河川課長】 これまで、補正予算だとか、

経済対策補正予算ですね、多くの予算をいただ

いているところですが、そういった予算を執行

するに当たって、工事のストックを確保してお

くという点もありますし、予算がついたら事業

の進捗が図れるよう、いつでも工事が発注でき

る体制を取っておこうということで、先行して

この業務委託を発注したものでございます。

【山本委員】河川の改修というのは、今すごく

要望も多い話だろうと思うし、できるだけ早く

してくださいという話だと思うんですけれども、

これは改修工事の本体工事が遅れたという話で

はなくて、それは早くしたいんだけれども、設

計の部分を先にしたという理解でよろしいでし

ょうか。

【小川河川課長】 そうですね。令和7年度以降

に発注する工事であっても、先に設計業務を完

成させておくということは、どうしても河川と

いうのは下流の方から工事を進めていくという

ことになりますので、ずっと下流の方から工事

を進めて、経済対策補正予算だとか予算を確保

することによって事業の進捗が図られると。そ

ういったことも考えて早めに設計業務を出して

おくというのは非常に有効であると考えており

ます。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。
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討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第93号議案のうち関係部分及び第94号議案

については、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

【千住委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

まず、土木部長より、総括説明を求めます。

【中尾土木部長】 土木部関係の議案について、

ご説明いたします。

「観光生活建設委員会関係議案説明資料 土木

部」をお開きください。また、これに加えまし

て、追加1をお配りしております。必要に応じ

て参照しながら、ご説明したいと思います。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第96号議案「刑法等の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備等に関する条例」のう

ち関係部分、第100号議案「長崎県建築関係手

数料条例の一部を改正する条例」、第101号議

案「長崎県の事務処理の特例に関する条例の一

部を改正する条例」、第111号議案「契約の締

結について」、第112号議案「契約の締結の一

部変更について」、第113号議案「和解及び損

害賠償の額の決定について」でありまして、そ

の内容は記載のとおりでございます。

なお、補足説明資料を配付させていただいて

おります。

続きまして、土木部関係の議案外の報告事項

についてご説明いたします。

まず、3ページの下からになりますが、和解

及び損害賠償の額の決定についてでございます。

令和5年度及び令和6年度に発生した県の管

理瑕疵による事故の和解及び損害賠償の額の決

定3件について、地方自治法第180条の規定に基

づく軽易な事項として専決処分させていただい

たものであり、その内容は記載のとおりでござ

います。

次に、起訴前の和解及び訴えの提起について。

県営住宅の明渡し及び滞納家賃の支払いにつ

き、起訴前の和解の申し立て7件、訴えの提起3
件を地方自治法第180条の規定に基づく軽易な

事項として専決処分させていただいたものであ

り、その内容は記載のとおりでございます。

次に、契約の締結の一部変更について。

令和5年9月定例会で可決された一般国道251
号道路改良工事（6号橋上部工）、令和6年2月
定例会で可決された一般国道383号橋梁補修工

事（平戸大橋・橋梁補修工）、令和4年9月定例

会で可決された主要地方道厳原豆酘美津島線道

路改良工事（（仮称）箕形トンネル）及び令和

4年11月定例会で可決された主要地方道小浜北

有馬線道路改良工事（（仮称）矢代大橋）にお

いて、地方自治法第180条の規定に基づく軽易

な事項として専決処分させていただいたもので

ありまして、その内容は記載のとおりでござい

ます。

次に、5ページ下からになりますが、公共用

地の取得状況についてでございます。

令和6年8月1日から令和6年10月31日までの

一定基準以上の土木部所管の公共用地の取得状

況につきましては、長崎市における小江原川
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（二・ロ）火山砂防工事、1件であります。

次に、土木部関係の主な所管事項についてご

説明いたします。

追加1の資料2ページをご覧ください。

令和7年度の主要施策でございます。

令和7年度の予算編成に向けて「令和7年度長

崎県の主要施策（素案）」を策定いたしました。

これは、計画期間の最終年度を迎える長崎県総

合計画の総仕上げと、新しい長崎県づくりのビ

ジョンが目指す「未来大国」の実現に向けて、

令和7年度に重点的に取り組もうとする施策に

ついて、新規事業を中心にお示ししたものでご

ざいます。このうち、土木部局の予算編成にお

ける基本方針及び主要事業についてご説明いた

します。

基本方針といたしましては、令和7年度は、

長崎県総合計画の最終年度に当たることから、

県内産業や暮らしを支える社会資本の整備・充

実を図るとともに、災害に強い強靱な県土づく

りを推進するため、3つの柱といたしまして、1、
豊かな暮らしの実現と地域活性に向けた広域交

通ネットワークの形成と個性あるまちづくりの

推進。2、頻発化・激甚化する自然災害から県

民の生命・財産・暮らしを守り支えるための強

靱な県土づくりの推進。3、将来にわたって必

要なインフラの機能を発揮し続けるための戦略

的なインフラ老朽化対策の推進とインフラの有

効活用を挙げております。

主要事業につきましては、島原道路整備事業

などの道路新設改良費で、また、青方港改修工

事を港湾改修費で、早岐川河川改修工事を大規

模特定河川事業費等で進めてまいりたいと考え

ております。

元の資料にお戻りください。6ページになり

ます。

石木ダムの推進について。

去る9月2日付けで長崎県公共事業評価監視

委員会から提出された意見書において、県が事

業主体である治水面について、事業の継続が認

められたことから、今般、県としても、事業を

継続する対応方針を決定し、10月4日に所管官

庁である国土交通省へ報告を行ったところであ

ります。

また、佐世保市、川棚町とともに策定を進め

ております水源地域整備計画につきまして、素

案を取りまとめましたので、本定例県議会にお

いてご意見をお伺いしたうえで、今後、川原地

区にお住まいの13世帯を含む川棚町民の皆様

へ、周知、説明を行ってまいります。

この素案により、町民の皆様に、地域振興策

に対する具体的なイメージを持っていただき、

ご意見をお聞きしながら、整備計画の完成に向

けて取り組んでまいります。

県としては、石木ダムの一日も早い完成に向

けて、事業の理解促進に努めるとともに、新た

な工程に沿って着実に工事を進め、引き続き、

佐世保市及び川棚町と一体となって、事業の推

進に力を注いでまいります。

次に、追加1の資料、3ページをご覧ください。

諫早西部団地開発事業者の公募についてでご

ざいます。

長崎県住宅供給公社が所有する諫早西部団地

の未処分地について、10月17日に開発事業者の

公募を開始し、11月15日を参加申込の締切とし

ておりましたが、参加申込者がございませんで

した。

今後、県としましては、早急に事業進捗が図

られるよう、住宅供給公社を指導してまいりま

す。

そのほか、土木部関係の主な所管事項につい
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て、今回ご説明いたしますのは、幹線道路の整

備について、盛土規制法の運用開始について、

インフラDXアクションプラン策定について、事

務事業評価の実施について、「長崎県総合計画

チェンジ＆チャレンジ2025」等の進捗状況につ

いてでありまして、内容は記載のとおりでござ

います。

なお、石木ダムの推進について、そしてイン

フラDXアクションプラン策定について、諫早西

部団地開発事業者の公募につきましては、補足

説明資料を配付させていただいており、後ほど

担当課長から説明させていただきます。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

何とぞよろしくご審議を賜りますようお願い

いたします。

【千住委員長】次に、建築課長より補足説明を

求めます。

【小島建築課長】 第100号議案「長崎県建築関

係手数料条例の一部を改正する条例」について

ご説明いたします。

今回の議案は、建築課が所管する手数料、並

びに盛土対策室が所管する手数料の改正となっ

ており、それぞれに分けてご説明をいたします。

はじめに、建築課が所管する部分についてご

説明いたします。課長補足説明資料の3ページ

をご覧ください。

まず、改正の理由ですが、今回の改正は、「脱

炭素社会の実現に資するための建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改

正する法律」における建築物省エネ法や、建築

基準法等の改正を踏まえ、法律に基づく手続に

要する審査の時間が増加することに伴い、各種

申請手数料を新設または改定するものでござい

ます。

次に、改正の内容です。

はじめに①について、建築確認申請における

省エネ審査を含めて行う場合の手数料の新設で

ございます。建築物省エネ法の改正により、こ

れまで中規模以上の非住宅だけが対象だった省

エネ基準適合が、原則全ての新築住宅と非住宅

に義務づけられます。省エネ基準適合を審査す

る場合は、仕様基準に適合していることを確認

申請の中で審査する方法と、別途、省エネ性能

適合性判定を受ける方法がございます。前者の

仕様ルートとして、①において省エネ審査手数

料として、確認申請の手数料に加算する手数料

を新設いたします。

次に、一つ飛びまして③につきまして、省エ

ネ審査における省エネ性能適合性判定対象の追

加でございます。①の審査と別に、適判ルート

として、省エネ性能適合性判定の対象が原則全

ての建築物になることに伴い、住宅の手数料を

追加いたします。

②は、完了検査申請で、省エネ検査を含めて

行う場合の手数料の追加でございます。省エネ

性能の検査が原則全ての建築物になることに伴

い、小規模建築物の手数料を追加、新設いたし

ます。

④は、確認申請における審査項目の追加を踏

まえた金額の改定です。これまで2階建ての木

造住宅等で、建築士が設計・監理したものにつ

いては、確認申請や完了検査の際、構造関係規

定など、一部の規定が審査省略の対象になって

おりました。今回の法改正で、審査対象外とな

る範囲が縮小され、平屋で200平米以下の建築

物以外の建築物は、全ての規定の審査が必要に

なることに伴い、審査時間が増加することとな

るため、それを踏まえた手数料に改定いたしま

す。
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いずれの手数料も、必要な審査時間及び審査

に係る職員の人件費等を踏まえて算定しており

ます。

また、資料の下段には、木造2階建て130平米

の一戸建て住宅の手続に係る手数料を事例とし

て記載しており、今、ご説明いたしました①か

ら④を具体の金額で表示をしております。この

ケースでは、確認申請は、現行2万円手数料が、

省エネの区分により、仕様ルートは実負担とし

て4万2,000円に、適判ルートは6万1,000円にな

り、完了検査申請は現行2万3,000円が4万2,000
円になります。

条例の施行日につきましては、改正法の施行

日に合わせ、令和7年4月1日としております。

以上が、長崎県建築関係手数料条例の一部を

改正する条例の建築課所管分の内容となります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【千住委員長】次に、盛土対策室長より補足説

明を求めます。

【真鳥盛土対策室長】 課長補足説明資料の4ペ
ージをご覧ください。

第100号議案の盛土対策室が所管する分、次

の101号議案、9ページ以降になりますが、続け

て補足説明いたします。いずれも盛土規制法の

施行及び許可等の運用開始によるものでありま

す。

まずは、盛土規制法のスケジュール等につい

てご説明いたします。ページが少し飛びまして

6ページをご覧ください。

盛土規制法に基づく規制区域の指定、許可等

の運用開始についての現在の状況をご説明しま

す。

前回の9月議会の観光生活建設委員会で、規

制区域の案についてご説明した後、この案を9
月27日に公表いたしました。併せて、市町へ意

見聴取を行いましたが、全ての市町から「意見

なし」との回答がありましたので、9月議会で

説明し、公表した規制区域の案でそのまま確定

したところです。

今後は、市町と連携し、説明会の開催等によ

り、県民の皆様や事業者の皆様に対する周知を

図り、令和7年5月23日に規制区域を指定し、許

可等の運用開始を行うこととしております。

令和7年5月23日からの運用開始は、県と同じ

く権限がある長崎市、佐世保市とも調整し、県

内統一の運用開始としております。

7ページをご覧ください。

確定した規制区域の案となります。9月議会

で説明したものと同じになります。薄い桃色の

区域が主に市街地部を指定する宅地造成等工事

規制区域、緑色の区域が市街地部以外を指定す

る特定盛土等規制区域です。県下全域をこの2
つのいずれかの区域に指定します。

8ページをご覧ください。

許可が必要となる盛土等の規模を示しており

ます。上段は盛土や切土、下段は土石の堆積の

場合であり、宅地造成等工事規制区域では赤文

字、特定盛土等規制区域では青文字で示す規模

以上となれば許可が必要となります。

この許可等の運用開始に伴い、必要となる2
つの条例改正についてご説明いたします。

4ページにお戻りください。

まずは、第100号議案「長崎県建築関係手数

料条例の一部を改正する条例」、盛土対策室が

所管する盛土規制法関連部分についてご説明し

ます。

条例改正の理由としては、盛土規制法の施行

及び許可等の運用開始に伴い、許可等事務の手

数料の改正を行うものです。

改正の内容は、法改正に伴い、名称を「宅地
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造成及び特定盛土等規制法」に改正、審査内容

の拡充に伴い、手数料区分の追加と額の改正、

土石の堆積の許可及び宅地造成等の中間検査の

手数料の新設を行うものです。

施行日は、盛土規制法の許可等の運用開始日

である令和7年5月23日です。

5ページをご覧ください。左側が改正後の手

数料となります。「宅地造成」、「特定盛土等」、

切土や盛土のことをいいますが、この許可、中

間検査、土石の堆積の許可において、土地の面

積区分に応じ、金額を設定しております。左側

下段は、変更許可の手数料となります。手数料

の算出方法の変更はありませんが、同じ算出方

法で設定している他の手続きの記載内容に合わ

せ、条例に記載する表現の変更を行っておりま

す。

「宅地造成等規制法」からの改正にはなりま

すが、抜本的な改正で「盛土規制法」となった

ため、実質的には盛土規制法で必要となる手続

きや審査内容に応じて、新たな手数料を設定し

た形となります。

以上が、第100号議案の補足説明となります。

少し飛びまして9ページをご覧ください。

第101号議案「長崎県の事務処理の特例に関

する条例の一部を改正する条例」についてご説

明します。

盛土規制法の施行及び許可等の運用開始に合

わせ、盛土規制法の一部の事務の権限を移譲す

る条例改正となります。

条例改正の内容です。都市計画法の開発許可

を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたも

のとみなされますが、別途盛土規制法の中間検

査や定期報告の手続きを行う必要があります。

今回、都市計画法の開発許可を受けた工事、

盛土規制法のみなし許可となる工事といいます

けれども、それに限り、中間検査や定期報告、

これらに付随する事務を県から諫早市に移譲す

るものです。

施行日は、盛土規制法の許可等の運用開始日

である令和7年5月23日です。

10ページをお開きください。盛土規制法と都

市計画法の開発許可の手続きを示しております。

諫早市では、盛土規制法の許可の権限は左の

県に、都市計画法の開発許可の権限は右の諫早

市になります。

真ん中の列、申請者から見た手続きで説明を

しますと、まず、はじめに都市計画法の開発許

可は、右の諫早市へ申請し、許可を受けます。

この時、盛土規制法はみなし許可扱いとなるた

め、左の県への盛土規制法の許可申請は不要と

なります。工事着手後は、赤枠で囲った部分に

なりますが、定期報告や中間検査の手続きを盛

土規制法の権限を持つ左の県に行う必要があり

ます。完了の際は、都市計画法の開発許可の完

了検査を右の諫早市から受けることとなります。

このように、諫早市で都市計画法の開発許可

を受ける工事は、許可申請から完了までの間に、

右の諫早市と左の県への手続きが混在すること

となります。市と県への手続きが混在すること

となるのは、都市計画法の開発許可事務につい

て、県から移譲を受けている諫早市のみとなり

ます。

今回、左の県が行う青枠で囲った部分の事務、

定期報告や中間検査の事務を、右の諫早市に移

譲することで、諫早市で開発許可を受ける工事

は、許可申請から完了まで、全て右の諫早市へ

の手続きで済む形となります。

以上が、101号議案の補足説明となります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【千住委員長】 次に、道路建設課長より、補足



令和６年１１月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会(観光生活建設分科会）（１２月９日）

- 16 -

説明を求めます。

【北原道路建設課長】 補足説明資料の11ペー

ジをご覧ください。

第111号議案「契約の締結について」でござ

います。

工事名は一般国道382号道路改良工事（（仮

称）樫滝トンネル）、工事場所は対馬市上県町

の樫滝でございます。

本事業は、対馬を南北に縦断する主要な幹線

道路でございます一般国道382号において、幅

員が狭小で、見通しも悪く、車両の円滑な通行

に支障を来している樫滝地区、延長約2.6キロメ

ートルの区間において、道路拡幅及び一部バイ

パス整備により、道路の走行性や安全性の向上

及び地域振興等を図るものでございます。

工事の延長が135メートル、幅員は全体幅員

で7.0メートル、トンネル工135メートル、道路

改良工17メートルを施工するものでございま

す。

契約相手は小宮・イチケン特定建設工事共同

企業体で、代表者は株式会社 小宮建設、代表取

締役は小宮量浩でございます。

契約金額は消費税を含め9億453万円、工期は

令和8年3月25日限りでございます。

12ページに位置図、平面図、標準断面図をお

示ししております。

13ページをご覧ください。

総合評価落札方式による入札の結果でござい

ます。

まず、下段の表をご覧ください。応札があり

ました3者の参加資格を確認後、技術提案や配

置予定技術者等を審査し、表の右の方にござい

ます加算点を算出いたします。

次に、上段の表をご覧ください。第1回と書

いていますところが入札価格になります。この

入札価格と、先ほどの加算点から、表の右の方

にございます評価値を算出し、この評価値が最

も高かった小宮・イチケン特定建設工事共同企

業体を落札者と決定しました。

その後、仮契約を経て、今回、契約について

上程をさせていただいたものでございます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【千住委員長】次に、都市政策課長より補足説

明を求めます。

【田坂都市政策課長】 続いて14ページをご覧

ください。

第112号議案「契約の締結の一部変更につい

て」ご説明いたします。

事業名は、高田南宅地整備事業、事業場所は

西彼杵郡長与町高田郷でございます。

事業の目的は、土地区画整理事業により良好

な住環境を創出するため、幹線道路等の公共施

設の整備改善と併せて、宅地整備を行い、都市

機能の確保や都市防災上の安全性の向上を図る

ものです。

事業の概要ですが、設計と工事を一括して契

約し、施行面積18ヘクタール、道路築造6.3キロ

メートル、宅地造成9.5ヘクタールの施工を行っ

ております。

契約相手は松尾建設・西海建設・田浦組・第

一復建・ペック高田南宅地整備事業共同企業体

です。

現在の契約額54億3,277万2,400円ですが、今

回、3億3,031万200円増額し、57億6,308万2,600
円に変更するものであります。

契約工期は、令和2年3月19日から令和7年3
月31日までです。

変更理由としましては、週休2日モデル工事

実施による単価や諸経費の補正、地盤改良の追

加、契約期間中に生じた公共工事設計労務単価
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及び材料費の上昇に伴うインフレスライド、法

枠工の追加、熱中症対策による補正などを行う

ものです。

15ページをご覧ください。

位置図ですが、事業箇所を赤色で示しており

ます。

16ページをご覧ください。

平面図と標準断面図、事業概要を示しており

ます。

17ページをご覧ください。

今回の変更内容ですが、まず、週休2日モデ

ル工事実施による単価や諸経費の補正を行うこ

とにより、約1億3,300万円の増額となります。

18ページをご覧ください。

次に、造成後の宅地の地盤支持力を確認した

結果、地盤改良の追加が必要になったことや、

その他、土工事等の数量の変更などにより約1
億1,400万円の増額となります。

19ページをご覧ください。

次に、労務単価や資材単価などの上昇に伴う

インフレスライドにより約4,000万円の増額と

なります。

20ページをご覧ください。

次に、道路築造による切土法面について、切

土前の想定よりも岩盤の風化が進行しており、

法枠工の追加が必要になったことにより約

2,900万円の増額となります。

21ページをご覧ください。

最後に、本事業は、熱中症対策に資する現場

管理費補正の試行対象工事であるため、実績に

合わせて補正を行うことにより約1,500万円の

増額となります。

以上が今回の変更内容となります。

以上で、第112号議案の補足説明を終わりま

す。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

【千住委員長】次に、住宅課長より補足説明を

求めます。

【森住宅課長】 課長補足説明資料の22ページ

をご覧ください。

第113号議案「和解及び損害賠償の額の決定

について」補足してご説明いたします。

相手方は、県営矢上第2団地に入居されてい

る個人の方でございます。

事故は、令和6年8月29日の午前7時頃、団地

内の駐車場で発生しております。

事故の概要としてですが、建物の10階の外部

廊下に設置しております防風スクリーンが、台

風10号による強風で落下し、当該団地内の駐車

場に駐車していた相手方の軽自動車に損害を及

ぼしております。事故現場の状況は、補足説明

資料の23ページに写真を付けております。

今回の過失割合につきましてですが、相手方

は指定された駐車ますに駐車していたことから、

過失はないということで、県の過失割合を10割
と判断しております。

損害賠償額は110万4,730円で、内訳は車両修

理費、台車費用、事故車両のレッカー代であり

ます。

なお、防風スクリーンが落下した住棟及び同

様の防風スクリーンがある住棟を含め、緊急点

検を行いまして、安全性の確認を行っておりま

す。

以上で説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【千住委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【 庭委員】 第112号議案についてお伺いした

いと思います。
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高田南宅地整備事業の中で、内容を詳しく教

えていただきたいんですけれども、週休2日制

による補正ということで1億3,200万円ぐらい

出ておりますけれども、この内容をもう少し詳

しく教えてください。

【田坂都市政策課長】 補足説明資料17ページ

の週休2日達成による補正でございます。

これは週休2日モデル工事実施による単価や

諸経費の補正を行うものでございます。この工

事の発注方式ですけれども、これは施工者希望

型で、週休2日補正係数については、当初は計

上せず発注し、契約後、受注者が週休2日を選

択した場合に、現場閉所の達成状況、閉所とい

うのは閉じる所と書きますけれども、現場閉所

の達成状況に合わせて補正係数を乗じた変更契

約を行うというものでございます。

契約書に添付しています特記仕様書の施工条

件で、週休2日は4週8休を基本とするが、受注

者は工事着手日から工事完成日までの期間にお

いて、4週6休以上の休日を確保することとする

としており、この工事では、4週7休以上8休未

満を達成見込みであるため、所定の補正係数を

掛けて補正を行うものでございます。

【 庭委員】 ということであれば、今後は4週
8休にしていくために、ならない場合にお金を

払うということで理解したらいいんですか。

【田坂都市政策課長】 最初の施工条件で4週8
休を基本とするということをうたっております。

かつ4週6休以上の休日を確保してくださいと

いうことで、その間で、今回4週8休には届かな

かったんですけど、4週7休以上8休未満を、こ

れが3月の工事完了予定なのでまだ終わってい

ないんですけれども、それを達成見込みという

ことであるので、当初、こちらが最初に契約し

た時は4週6休ということだったんですけれど

も、それ以上に休みを実際に取っているという

ことで、その分につきましては、補正係数を掛

けて補正を行うというものでございます。

【 庭委員】 私が聞きたいのは、4週8休で今

後はしていかれるのか。やはり働く人の休みは

必要かと私は思っているんですね。その中で休

みがないから、この補正が出てお金が出ている

のか。4週6休から4週8休にというのはわかりま

したけれども、その辺の実態がどうなっている

のかをお伺いしたいというところです。

【田坂都市政策課長】この実態でございますけ

れども、これは発注者の監督職員が施工中に出

勤簿等で確認を行っておりまして、これは4週7
休以上が確保できるということを確認いたして

おりますので、それが3月まで続くということ

でございますので、それを確認した上で今回補

正をするというものでございます。

【 庭委員】 これから4週7休が確保されると

いうことで理解したいと思います。

次のページの地盤支持力等の確認のところで、

今回、新たに地盤改良が必要ということですけ

れども、これはこの工事全体の何％ぐらいがこ

の改良が必要なのかお伺いします。

【田坂都市政策課長】 まず、補足説明資料の

14ページの方に事業概要ということで付けて

おります。そこの4番の事業概要、これは9.5ヘ
クタールの宅地造成を行うものでございます。

現在、計画しております地盤改良の面積でござ

いますけれども、この9.5ヘクタールのうち約

1.13ヘクタールでございますので、全宅地の割

合でいきますと、約11.9％になるというところ

でございます。

【 庭委員】 今回、その11.9％がわかったので

改良していくということかと思うんですけれど

も、これまでにわからなかったのは、最初から
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予測というのは不可能なのか、お伺いします。

【田坂都市政策課長】 補足説明資料の18ペー

ジをご覧いただければと思いますけれども、真

ん中の方に試験結果というのが書いてあります。

造成に当たりましては、盛土、切土ありますけ

れども、盛土においては当然良質土を盛土して、

それをずっと締め固めているというところで、

工事の施工とか、品質管理的には問題がござい

ませんが、例示しております試験結果の表を見

ると、ちょうど赤で囲っていますけれども、荷

重0.75kNで自沈ということで、ここが僅かに地

盤の支持力が足りないというところで、ここを

除いてはほかのところはピンクで塗っておりま

すように、これは支持力を満たしているという

ところでございますので、やはりどうしても実

際に施工してみないとわからないというところ

がございます。当然、先ほど申しましたように、

施工に当たっては良質土を持ってきて、きちん

と締め固めするんですけれども、やはり後で検

査をしたらこういうところがどうしても出てく

るところがあるということで、地盤改良を行う

というものでございます。

【 庭委員】理解しました。そうすることによ

って、宅地で買う方には、地盤沈下しないと、

大丈夫ということで売っていくということでし

ょうか。確認します。

【田坂都市政策課長】 この地盤支持力の1平方

メートル当たりですけれども、30kN／㎡以上

というところが基準となっておりますけれども、

これは建築基準法の施行令などで建物の基礎の

仕様に関して規定をされております。許容応力

の30kN／㎡以上あれば、一般的な木造の平屋

や2階建ては、比較的安価な基礎で建築できる

ということですので、この区画整理事業での宅

地造成の地盤支持力の基準といたしましては、

この30kN/㎡以上としているところでございま

す。

【 庭委員】 わかりました。

最後に、熱中症対策による補正が出ておりま

すけれども、実態として熱中症対策としてどの

ようなことを行うのか、お伺いします。

【田坂都市政策課長】熱中症対策の具体的な取

組につきましては、発注者の監督員による段階

確認など、現場に行った際や現場事務所での発

注者と受注者との打ち合わせ時などにおいて確

認を行っております。

具体的には、現場作業員への空調作業服の支

給であったり、休憩スペースの設置、これはタ

ープを張って日陰をつくったりというようなと

ころでございますが、あと、現場事務所前の作

業員専用の自動販売機を設置して、幾らか安く

することで、それは受注者の方がその分補助を

するんですけれども、そういうのを設置したり、

あとは塩あめの配付などを行っているというこ

とを確認しております。

【 庭委員】いろんな現場の方、いろんな事業

所もたくさん入っておられるかと思いますけれ

ども、確実に作業員の方には届いているという

ことで理解してよろしいんでしょうか。

以上で終わります。

【千住委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【大久保委員】 第112号議案の関連でございま

す。3億3,000万円の増額ということでございま

す。この手の中長期的な工事というのは、諫早

でもそうですけれども、いろんな社会的状況だ

とか経済的な状況、または自然環境の変化で途

中変更を余儀なくされて、今回も出ているとい

うふうに理解はしておりますし、長期的な工事

というのはそこが大変だなと思っております。

その中で確認したいのは、令和2年が現工事



令和６年１１月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会(観光生活建設分科会）（１２月９日）

- 20 -

の契約ということなので、その当時いなかった

もので確認をさせていただきたいんですけれど

も、これだけ途中、途中変更があって、何億円

もの事業費がかさんでいきます。この事業とい

うのは、県が発注して、最終的には売っていく

ということですけれども、この増額した分とい

うのは、その売っていく、要は販売費用に足さ

れていくということになって、今どれくらいの

単価というふうに見積もっているのかというと

ころを確認したい。どういったシステムになっ

ているのかを確認したいということでございま

す。お願いします。

【田坂都市政策課長】これは、全体でまず幾ら

というところで全体計画を立てて、そこから区

画整理事業というのはスタートしております。

当初、全体事業費をはじく中で、工事に幾ら

ぐらいかかるということで、それが委員おっし

ゃいますように、当然宅地の単価等にも、当然

収支というのはありますから、跳ね返ってくる

ことになります。

今回、ずっと増額というところを何回か変更

してきておりますが、その中で、当然収支です

のでいろんな出入りがございまして、この工事

の今回の増額等が全体事業費をもし超えること

であれば、その範囲におさまらず超えることで

あれば、当然全体事業費の変更もするし、そこ

は宅地の単価にも影響してくるというところで

ございます。

今、宅地を幾らでというところの資料を持ち

合わせていないんですけれども、一応そういう

ふうな構成で単価等は決めてくるというところ

になります。

【大久保委員】今の説明であれば、全体事業費

という言葉が出たので、全体事業費があって、

その範囲であれば変更はしない。全体事業費を

超えれば、またそこは再考すべきであるという

ことでございましたけれども、全体事業費はま

だ超えてないと、数回の見直し、増額があって、

全体事業費は超えてないということでございま

すか。

【田坂都市政策課長】今、全体事業費につきま

しては、幾らか超えるというところで、これが

町から県が受託した事業になりますので、その

辺は長与町の方とも協議をしながら、今、全体

事業費については増やすようにしているところ

でございます。

【大久保委員】今、計画で全体事業費を超えて

いるということでありますけれども、その単価

がどれぐらい増えるとかということの明確な答

弁はなかったというところですけれども、これ

は県が関わっているというところで、長期的に

はそういうことはやむなしということで、冒頭

言ったとおりでございますけれども、やはりど

こかでそこを一回確認するというところ、お示

しするというところも議会に対して、またチェ

ックする立場として、でき上がってから実はこ

れだけ上がってしまいましたと言っても、もう

そこは取り返しがつかないところまで投資して

しまっているので、やっぱりここら辺で一回確

認をするのも議会かなと思っておりますので、

もう一回その辺の説明をいただきたいと思いま

す。

【田坂都市政策課長】 すみません、今、その土

地に関する資料はここに持ってきておりません

ので。

ただ、委員言われますように、その辺は随時

チェックしながら事業を進めておりますので、

数字というのはございますので、もしよろしけ

れば後ほどお示しをしたいと思っております。

【千住委員長】 では、後ほどお願いします。
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ほかに質疑はありませんか。

【深堀委員】私も今の議案に関して、ちょっと

確認です。週休2日の話だったんですが、結果

的に4週7休取れたということなんですけれど

も、週休2日を導入できるかというのは、私は

工期と密接な関係があるというふうに思うんで

すよね。令和2年3月19日から令和7年3月31日と

いう工期の中で、そもそも、その工期を設定し

た時に、受けた事業者の方々がそういった働き

方で達成する日程だというふうに組んであった

のかどうかだと思うんですけれども、その点は

どうなんですか。

【田坂都市政策課長】先ほど申し上げましたと

おり、この工事の発注方式というものが、施工

者希望型というところでございまして、最初の

発注者側の工期の設定といたしましては4週6
休というところで設定をして発注をして、そこ

で受注者の方が、今、一括施工の工期が約5年
ございますけれども、この中で4週7休なり4週8
休なりをやれるということであれば、この工期

内で受注者の方が施工のいろんな期間を設定し

ながら、この5年という工期の中に入れていく

というところでございまして、繰り返しますけ

れども、発注者としては、まずは4週6休でここ

は工期を設定しております。

【深堀委員】 わかりました。そもそも、設計段

階では4週6休でして、受けた事業者の皆さんが、

単純な話ですよね、人を、人的資源を投入すれ

ば7休にもなるし8休にもなる。ただ、それには

もちろんコストがかかるので、その分を見ます

よという考え方なんですね。わかりました。

もう一つ、熱中症対策の分ですけれども、か

かり増し経費の部分を負担するということです。

県は、過去5年間の猛暑日の平均日数を発注す

る土木工事などに工期を延長するという仕組み

を入れているというふうに思いますが、この工

事は、単純にかかり増し経費の分を見るように

しているわけです。例えば近年、猛暑日、酷暑

期において、真夏日になった時に工事をストッ

プさせると。だから、当然そこは工期が延びる

わけです。そういった仕組みを県は導入してい

るわけですが、そこの仕組みと今回の工事はど

ういうふうに関係しているのか、ちょっと疑問

に感じたのでお尋ねいたします。

【田坂都市政策課長】今回の工事につきまして

は、熱中症対策に資する現場管理費補正の試行

対象工事としておりまして、今回、この熱中症

対策に資する補正を行っております。

委員言われましたように、近年、結構気温も

高くなって、真夏日の日数もだんだん増えてい

るような傾向でございます。

今回の工事につきましては、例えば真夏日で

気温が高くなって、それで工事をストップした

とは聞いてないところでございますが、傾向と

いたしましては、昨年より今年の方が真夏日の

日数というのは増えておりますので、補正につ

いても少し率が上がっていると。これは全体の

日数で補正係数を求めますけれども、やっぱり

近年の気温というものが、この率に反映をして

いるところでございます。

【金子建設企画課長】猛暑日を考慮した工期設

定というのは今年度からやっていますけれども、

それ以前に発注した工事においても、請負業者

から猛暑日で工事ができなかったという請求が

あれば工期を延長できるという規定になってい

ますので、この場合も請求があれば延長すると

いうことになると、そういう決まりになってい

るところでございます。

【深堀委員】 7月17日に通知を出しているんで

すよね。猛暑日を工期に加えることができる。
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だから、当然猛暑日には工事をストップさせて、

熱中症対策で、ものすごく暑い時には工事をス

トップして事故をなくすという考え方。だから、

この契約については、その契約締結時にはなか

ったけれども、今、そういう通知を出している

ので、それはなかったんでしょうね。今回、こ

の工事に関しては、熱中症対策のかかり増し経

費の部分は追加でお金を出しているけれども、

事業者の方からは、今年の夏、7月17日以降の

猛暑日の工期を延長してもらうという要請はな

かったということで理解していいですか。

【田坂都市政策課長】そういう申し出はなかっ

たということを聞いております。

【深堀委員】 わかりました。建設企画課長、こ

れは非常に有意義な仕組みだったというふうに

私は評価をしているんですけれども、事業者の

皆さんがそこをしっかり認知しているのか。も

う今は冬になっているのでいいんですけれども、

来年の夏に向けては、こういった仕組みをつく

っているということを、ある意味、事業者の皆

さんに周知徹底を図って、産業別で言えば建設

業が一番熱中症が多いわけですので、ぜひその

徹底をお願いしておきたいと思います。

もう一つ、第113号議案「和解及び損害賠償

の額の決定について」であります。

これは重大な事故だというふうに思っていま

す。たまたま軽自動車のフロントガラスを破損

したということで済んでいるわけですけれども、

これが、人が乗っていたり、歩行されている市

民、県民に直接こういったものが落ちてきたと

仮定した時には、とんでもない事故になるわけ

であって、再発防止策はもちろん書かれてある

わけですが、まず、防風スクリーンというのが、

これは全ての県営住宅についてないですよね。

これは、そもそもなんでこういった設備になっ

たのかというところにまず疑問がわいたわけで

すが、そのあたりの状況を教えてください。

【森住宅課長】委員お尋ねの防風スクリーンで

すが、県営住宅は、505棟県内にございまして、

そのうち防風スクリーンがついているのを確認

しましたら119棟ございまして、23％程度つけ

ております。

防風スクリーンの役割としましては、公営住

宅というのは、公営住宅建設基準という国交省

が定めている建設基準がございます。そこには

防風スクリーンの設置をするというのは特に義

務づけはないのですけれども、基本的に民間の

マンションでも多く見られるのですが、強風時

に玄関ドア、高層階とか、中高層階の玄関ドア

が開閉しにくくなることへの緩和とか、同じく

ドアを開けた時に雨の吹き込みの防止とか、隣

棟からのプライバシーの確保というためにつけ

ているものと認識しております。

【深堀委員】設置をしなければならない基準が

あるわけではないということで、そもそも防風

スクリーンが台風で落下するということ自体が、

どうなのかなというふうに思うわけですね、強

度的な話。点検を行って、この時の台風という

のは、そこまで県内での被害は、もちろん台風

はそれぞれ強さがあり、進路ももちろん影響す

るので一概には言えないわけですが、そこまで

大規模な被害を受けた台風ではなかった。その

程度の台風の時にこういう事故が起こったとい

うことを鑑みた時に、本当にこれからまた強い

台風が来た時に、今設置されている防風スクリ

ーンが本当に大丈夫なのかという、私は非常に

心配をしています。点検した結果、大丈夫だと

いうふうにしっかり自信を持って言えるような

状況なのか、そこの再確認をお願いします。

【森住宅課長】今回の矢上団地で落下しました
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防風スクリーンは、実は大型、先ほど防風スク

リーンはたくさんあるとは申し上げましたけれ

ども、大抵は1メートル真四角ぐらいのスクリ

ーンですが、今回落下したのは高さが2メート

ルあったという、後で私どもも気づいたのです

が、写真にあるとおり大型の防風スクリーンで

ございまして、このタイプはこの建物と隣にあ

る建物の2棟しかなかったということは確認し

ております。

今回、なんで外れたのかということは、ボル

ト止めしているところが風によってあおられて

緩くなって、たまたま10階だったのですけれど

も、強風であおられたということなので、当然

緊急点検をして、この建物、それから隣の建物

を含めて、防風スクリーンのものは全て点検い

たしまして、固定が甘かったところは再度固定

し直したり、今回、落下したところは応急のボ

ードとかを取りつけて落下防止に努めておりま

す。

さらに言えば、この建物については、今設計

しているのですけれども、来年度、改修しまし

て、この防風スクリーンは隣の棟ともども違う

やり方で改修していきたいと思っております。

【深堀委員】 わかりました。今回、落下した防

風スクリーンのタイプは、ほかの県営住宅につ

いているものよりも少し大型で、ある意味、強

風にあおられて外れる可能性がほかのところよ

りも高かったと。今回、この大型の防風スクリ

ーンについては、改修のタイミングに合わせて

別のタイプに改修していくという説明がありま

したので、それはそれで了としたいと思います。

繰り返しになりますが、こういった県営住宅

の設備が台風等によって、これは敷地内に落ち

たわけですけれども、それ以外のところに及ぶ

可能性だって当然あるわけであって、施設の安

全面の管理については、これからも定期的な安

全点検をしっかりするようお願いしておきたい

と思います。

終わります。

【千住委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【中島委員】 第100号議案についてですけれど

も、長崎県の建築関係手数料条例の一部を改正

する条例についてです。説明では、審査項目が

追加され、審査時間が増加するための改正とい

うことです。

建築確認申請につきましては、申請して一定

期間を要し、その申請の許可を受けてから、い

ざ工事をするわけですけれども、項目も増えて、

審査時間が増加するということですが、審査の

期間、許可が出るまでの期間、これまでも一定

の期間を要していたわけですけれども、この日

数が延びるのか、延びないのかを確認させてく

ださい。

【小島建築課長】まず、確認申請の審査期間で

ございますけれども、確認申請につきましては

平成11年より民間の機関も審査ができるよう

になっておりまして、現在、県内で申請をされ

る7割が民間機関で処理をされております。民

間機関の場合は、申請の前から事前の相談が可

能になっておりまして、実際申請を出されてか

らどれくらいの期間で出されているかというの

は、私どもも把握はしていないんですけれども、

残りの県に出されている分については、従来か

らの区分と同じような流れで進んでいくという

ふうに認識しております。

【中島委員】そうであれば、金額が大幅に上が

ったわけですので、できれば申請を受けた段階

で、その審査期間に対しては一定これまでと変

わりませんということを一言述べていただけれ

ば、申請する方も安心かなと思いますが、その
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辺はできればやっていただきたいと思いますけ

れども、よろしいでしょうか。

【小島建築課長】現在、県の方では県内の限定

特定行政庁であります長崎市ほかを含めまして

説明会を行うように準備をしておりまして、そ

れは設計者の方向けの説明会であったり、ある

いは施工者の方向けの説明会というのを今後丁

寧に行っていきます。具体の申請の中身につい

て、そこでご説明をすることによって、審査の

項目が増える内容について、実際の審査の期間

が短くなるということにつながると考えており

ます。

【千住委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【ごう委員】 今の第100号議案の関連になりま

すけれども、7割が民間で、あと残りの3割が県

に申請と今おっしゃいました。この資料を見る

限り、これまで中規模以上の非住宅だけが対象

であったものが、原則全ての新築の住宅・非住

宅に義務づけられるということは、大幅に量が

増えるんだろうなと思うんですけれども、その

3割、県に申請が上がってくるものがどれくら

い増量するのかというのは、今、見込みとして

どのような感じで思っていらっしゃいますか。

【小島建築課長】申請件数については、都市計

画区域外の小規模な住宅などが増加するという

見込みになっておりまして、現在、県では年間

900件ぐらいの申請を受けておりまして、100
件の増加が見込まれて1割程度増加するという

見込みとなっております。

【ごう委員】業務が増えることになりますけれ

ども、そのことで職員の増員とか、そういった

ことを検討される予定でしょうか。

【小島建築課長】業務量が増えることに関する

職員の人数ということですけれども、今回、手

数料の改正を踏まえた業務量の試算では、県全

体で年間約2,000時間を想定しております。この

2,000時間といいますのは、職員一人当たりです

と50時間ということで想定しておりまして、週

当たりでいくと一人1時間程度ということにな

っております。

実際、法が施行された後でないと具体的な中

身は見えてはいないんですけれども、現在のと

ころは現在の人員で対応が可能ということです。

一方、実際、法施行後に非常に職員の手間が増

えるようであれば、その時点で人員等の検討を

したいと考えております。

【ごう委員】 ぜひ、実際に行ってみて、非常に

量が増えて負担が増えるようであれば、やはり

職員の皆様方の負担は軽減すべきだと思います

ので、しっかりと検討していただければと思い

ます。

以上です。

【千住委員長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第96号議案のうち関係部分、第100号議案及

び第101号議案、第111号議案乃至第113号議案

については、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、議案は、原案のとおり、それぞれ可
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決すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について、説明

を求めます。

【高稲監理課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した土木部関係の資料についてご説明いたしま

す。

提出しております内容は、補助金内示一覧表、

1,000万円以上の契約状況一覧表、陳情・要望に

対する対応状況、附属機関等会議結果報告とな

っております。

今回の報告対象期間は、令和6年9月から10月
までに実施したものでございます。

はじめに、資料の2ページをご覧ください。

県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金について

記載しております。

次に、3ページをご覧ください。

1,000万円以上の契約状況について、建設工事、

建設工事関連の委託、その他の3つに区分し、

それぞれ契約状況一覧表から入札結果一覧表の

順に添付しております。

次に、360ページをご覧ください。

知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

についての県の対応状況を記載しております。

最後に、410ページから421ページまで、附属

機関等の会議結果を記載しております。

以上で説明を終わらせていただきます。

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

【千住委員長】次に、河川課長より補足説明を

求めます。

【小川河川課長】石木ダム建設事業における水

源地域整備計画の素案について、ご説明申し上

げます。

水源地域対策特別措置法、通称「水特法」は、

ダム等の建設によって、その周辺地域の産業基

盤及び生活環境に著しい影響を受ける地域にお

いて、その影響を緩和するための各種対策を講

ずることによって、関係住民の生活の安定と福

祉の向上を図り、もってダム等の建設を推進す

ることを目的に、昭和49年に施行された法律で

ございます。

この水特法の対象ダムとなることにより、各

種対策事業の実施に当たり、事業の優先採択や

受益者による整備事業費の一部負担など、水源

地域を抱える自治体について事業の負担を軽減

するメリットがあります。

現在、地域振興策や周辺地域整備計画等につ

いて、石木ダム水源地域である石木郷、岩屋郷、

木場郷の地元3郷の代表グループと意見交換を

行いながら、佐世保市、川棚町とともに、水源

地域整備計画の策定を進めております。

今回の素案の公表により、今なお事業に反対

されている13世帯の皆様や水源地域以外の川

棚町民の皆様にも、地域振興策に対する具体的

なイメージをお持ちいただいた上で、ご意見を

いただくとともに、石木ダム事業への理解促進

につなげていきたいと考えております。

資料26ページにありますように、石木ダム水

源地域整備計画における基本理念は、「水源地

域にお住まいの方々の生活環境の更なる向上と

地域外からの誘客による地域の賑わいの創出」

としております。

資料27ページに示しますように、その基本理

念を実現するための3つの柱として、「地域住

民がより安全安心な生活を送るための地域住民

の生活基盤の充実」、「町民がより豊かで活力
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のある生活を送るための地域住民の生活の質の

向上」、「地域の魅力を発信し、持続的な誘客

で地域の活性化を図るための地域外からの誘客

による活性化」に取り組んでまいりたいと考え

ております。

資料の28ページ以降に、ダムの周辺整備のメ

ニュー及びイメージをお示ししておりますが、

具体的には、資料28ページでは道路整備や河川

整備といった地域住民の生活基盤の充実のため

の整備を行います。

資料29ページでは、生涯スポーツ振興や地域

活性化といった地域住民の生活の質の向上のた

め、ダム堤体直下広場、貯水池末端のホタルの

広場の整備等を行います。

また、資料30ページでは、観光資源の顕在化

や誘客環境整備、インフラ活用といった地域外

からの誘客による活性化のため、岩屋神社周辺

の交流と憩いの場や、木場地区の水汲み場の整

備等を行います。

以上、3つの柱から周辺地域の資源を活かし

た地域づくりを行うよう考えています。

次に、33、34ページには、九州のマッターホ

ルンと言われる虚空蔵山トレッキングを軸とし

た石木ダム周辺での観光イメージや、他県での

ダムによる地域振興の事例を紹介しております。

なお、水特法に基づきます手続の流れについ

ては、35ページのフロー図のとおり、昭和57年
12月28日に指定ダム等の指定、平成31年3月29
日に水特法第3条の水源地域の指定を受けてお

り、今後は水特法第4条の水源地域整備計画の

決定、そして、整備事業の実施の順に進めるこ

ととなっております。

引き続き、水源地域整備計画の策定に向け、

素案に対して県議会からのご意見とともに、地

域住民のみならず、広く川棚町民の皆様のご意

見をお聞きしながら、国、川棚町、佐世保市と

協議を行い、早期に整備計画を決定し、整備事

業を実施できるよう努力してまいります。

以上で、水源地域整備計画の素案に関する説

明を終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

【千住委員長】 次に、建設企画課長より、補足

説明を求めます。

【金子建設企画課長】 課長補足説明資料の36
ページをお開きください。

長崎県インフラDXアクションプランについ

てご説明いたします。

まず、DXとは、デジタル・トランスフォーメ

ーションの略であり、デジタル技術の活用によ

る変革という意味であります。

具体的には、デジタル技術を活用することで、

業務そのものやプロセスを改革し、生産性向上

や働き方改革を図ることを指します。

36ページの左側をご覧ください。

策定の背景ですが、本県においては、高規格

道路の供用率は6割にとどまり、激甚化する大

雨や台風などによる自然災害への対応や、進行

する橋梁、トンネル、ダムなどの老朽化への対

応など、インフラ整備は道半ばの状況でござい

ます。

また、建設業に目を向けますと、50歳以上の

就業者が5割を超え、29歳以下が1割程度で他産

業よりも高齢化が進行していることに加え、令

和6年4月に時間外労働の上限規制が適用され

たことから、将来的に労働力不足が懸念されて

おります。

このため、少ない労働力でこれまでと同様に

必要なインフラ整備を行うことが求められてお

り、建設分野のDXによる生産性の向上と働き方

改革は急務であることから、官民一体となって
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DXの取組を積極的に進めていくため、目指す姿

や目標を示した「長崎県インフラDXアクション

プラン（第0版）」を策定し、12月に公表する

ことといたしました。

36ページの右側をご覧ください。

目次を掲載しておりますが、全6章となって

おり、「インフラ分野のDXの取組」と「災害対

応におけるDXの取組」の2つの柱で構成されて

おります。

37ページをお開きください。

1つ目の柱であるインフラ分野のDXについ

てです。

目指す姿ですが、調査、施工及び維持管理な

どの建設生産プロセスの各段階において、地域

の実情を踏まえ、品質を確保しつつ、生産性の

向上が図られるよう配慮し、ICT技術の活用等

を通じてDXを推進していくということになり

ます。

下の図は、20から30年後の目指すイメージと

なっております。

38ページをお開きください。

これは、インフラ分野のDXの取組の詳細を示

したものです。測量調査から施工中、完成後の

維持管理までの各段階において、ここに示して

いる三次元データの活用やICT建設機械による

施工などに取り組んでまいります。

39ページをお開きください。

次に、2つ目の柱である災害対応におけるDX
についてです。

目指す姿ですが、平常時より災害に備え、被

災を軽減する方策を準備し、発災時には初動対

応を迅速に行い、情報収集及び被害軽減に努め

るとともに、早急な対応を行うためDXを推進す

るということになります。

下の図は、20から30年後の目指すイメージと

なっております。

40ページをお開きください。

これは、災害対応におけるDXの取組の事例を

示したものです。AIを用いた洪水浸水予測、ド

ローンなどによる被害状況の把握、Web会議シ

ステムを使用したリモート災害査定などに取り

組んでまいります。

41ページをお開きください。

今回は、第0版として公表することとしてお

ります。他県においても、第0版を公表した事

例があり、その結果、アクションプランに対す

る意見や様々な最新技術の情報が多く寄せられ

たと聞いております。

このため、本県においてもアクションプラン

をより充実させることを目的に、第1版を策定

する前に第0版として一度公表するものです。

なお、第1版以降においても、継続して内容

の充実を図ってまいりたいと考えております。

以上で説明を終わります。

【千住委員長】 次に、港湾課長より、補足説明

を求めます。

【松本港湾課長】 令和7年度公共新規要求事業

のうち、長崎港元船地区改修事業について、補

足してご説明いたします。

同じく補足説明資料の42ページをご覧くだ

さい。

元船地区の整備構想につきましては、今年2
月の本委員会でご説明し、構想を策定したとこ

ろですが、その後、事業手法等の検討を進め、

公共事業で整備する施設やPFI事業、民間独立

採算で整備する施設といった区分がおおむねま

とまりました。今回は、公共資金により実施す

る公共新規事業と一体として行う予定のPFI事
業の検討状況について説明させていただきます。

まず、事業概要です。
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本事業では、公共事業により、港湾機能の再

配置と改良を行い、離島航路の維持強化を図る

とともに、民間が主体となり、にぎわい機能も

整備することで、周辺地区と調和したにぎわい

のあるみなとまちづくりを目指します。

公共事業分は、事業費87億円で、岸壁や道路

の改良などを行います。

本事業は、PFI事業と調整しながら整備を進

め、全体事業期間は令和7年度から16年度まで

の10年間を予定しております。

左下の表は、事業実施区分を3色に分けてお

り、右平面図の施設の枠の色と対応しています。

今回の公共新規箇所については、黄色と赤の

施設が対象になります。

黄色の枠は、県が実施する岸壁改良など通常

の公共事業です。

赤枠の公共資金によるPFI事業は、民間の収

益性は低いものの、県の事業負担軽減が可能と

なる既存施設の撤去や上屋整備を行います。

青枠は、公共新規事業に含まれない民間独立

採算事業で対象となる事業で、対象となるのは

にぎわい施設、駐車場といった収益が見込める

施設です。これらの事業は、民間が県に借地料

を支払い、県有地を借りて収益事業を行う定期

借地権事業となります。このうち赤枠と青枠に

ついては、一体的なPFI事業として公募を行う

ことを想定しております。

次、43ページをご覧ください。

先ほどの一体的なPFI事業については、随時

サウンディングを行いながら検討を進めており

ますので、その状況をご説明いたします。

現在、複数の企業が代表企業として本事業に

参画したいとの意向を示しており、これらの企

業は、にぎわい施設の整備イメージとして、県

内農水産品を活用した飲食と海への眺望を楽し

むといった施設を想定しています。

また、別途各社独自のにぎわい機能や離島と

の連携方法を検討しているとのことです。

にぎわい施設の整備に当たりましては、立面

イメージに示すような2階以上で、地区内を安

全・快適に回遊できる動線を確保することや、

各施設の屋上空間を展望や休憩・休息、イベン

ト等に活用することを条件として加えたいとい

うふうに考えております。

これらの条件につきましては、今後、引き続

き実施するサウンディングにおいて実現性を精

査したいと考えております。

公募に向けた検討課題としましては、公募条

件として、各施設の整備や管理・運営に関する

要求水準や、例えば事業期間中の物価変動等に

対して、官民のどちらがどこまで負担するかと

いった官民のリスク分担、また、事業者選定に

係る評価基準等があります。これらについては、

今後、サウンディングを実施、検討を進め、事

業実現性を高めていきます。

最後に、今後の手続についてです。

PFI法に定められている手続に沿い、まず、

実施方針の策定の見通しの公表を行います。こ

れは、PFI事業を検討していることを周知する

もので、想定の事業概要や事業期間といった情

報を外部に公表します。

続きまして、公募の際に事業者に求める条件

等を示す実施方針・要求水準書案の公表を行い

ます。ここで案として初めて事業内容の詳細が

外部に公表されますが、その後も事業者と意見

交換を行い、事業の条件等を決定していきます。

続きまして、公告、事業契約を進めていくこ

とになります。

これらの手続につきましては、各段階で本委

員会へご説明し、進めてまいりたいと考えてお
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ります。

想定のスケジュールとしましては、括弧で記

載しているとおりですが、今後の進捗により前

後する可能性があります。

また、整備期間は、先ほどの繰り返しになり

ますが、全体で10年となる、令和16年度完了を

予定しています。

以上で補足説明を終わります。

ご審議のほど、よろしくお願いします。

【千住委員長】次に、住宅課長より補足説明を

求めます。

【森住宅課長】 資料の44ページをご覧くださ

い。諫早西部団地開発事業者の公募についてご

説明いたします。

住宅供給公社が行いました公募につきまして

は、10月17日に公募を開始し、11月15日までを

参加表明の提出期限としておりましたけれども、

今回、参加表明をした事業者がおりませんでし

た。

参加表明者がいなかった主な理由としまして

は、住宅供給公社が参加意向のあった事業者へ

聞き取りを行いましたところ、一つは事業規模

が大きく、事業期間が長くなる中で、昨今の資

材価格や人件費が高騰する状況から、事業全体

の収支が見通せなくなったとの回答をいただい

ております。

今後の対応といたしまして、年内に事業者が

収支を見込める規模に分割、縮小するなど、方

針を決定し、確実に複数の事業者の参加が見込

める規模となるためのサウンディング調査等を

実施した上で、諫早市より早急な宅地供給を求

められていることもありますので、年度内の再

公募を目指すこととしております。

県としましては、着実な事業進捗が図られる

よう、公社に対し適切に指導を行ってまいりた

いと考えております。

以上です。

【千住委員長】 以上で説明が終わりました。

土木部関係の審査の途中ですが、午前中の審

査はこれにてとどめ、午後は1時30分から再開

し、引き続き、土木部関係の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時 １分 休憩 ―

― 午後 １時３０分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、土木部関係の審査を行い

ます。

午前中の大久保委員からの質疑について、都

市政策課長より答弁の申し出があっております

ので、これを許可し、発言を求めます。

【田坂都市政策課長】午前中の大久保委員から

の第112号議案「契約の締結の一部変更につい

て」の質疑の中で、高田南宅地整備事業の事業

費の増が土地の売却単価にどう影響するかとい

うところでございます。

これにつきましては、現在、高田南宅地整備

事業、この区画整理事業の全体の事業計画とい

うものがございまして、それでいきますと全体

事業費が331億2,300万円というところで設定

されておりまして、その中で保留地処分金とい

うことで、その保留地処分金というのが土地の

売却になるんですけど、そこでの単価というの

が1平方メートル当たり、これは全体の平均で

すが、9万5,700円というところで設定されてお

ります。

現在、この全体の事業計画の見直しを行って

いるところですけれども、今のところ、これプ

ラス6.5億円というところで全体の事業費を今

変更しようとしているところでございます。
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このプラス6.5億円でございますが、そのうち

2.5億円が補助対象と、4億円については町の単

独というところで、当然、補助対象には国費、

あと県費が10％の補助なので、その辺の国費、

県費が入ってきますけれども、その残りにつき

ましては、町の単独費を含めまして、町がここ

は予算を投入するというところでございます。

ですので、今現在、事業計画の変更を行って

いる分の、先ほど言いました保留地処分金の単

価については、従来どおり9万5,700円というと

ころでの今設定をしているところでございます。

付け加えますと、これは昭和61年からの事業

になりますので、今回、十数回目の事業計画の

変更ということになるんですけれども、やはり

事業計画の変更の中では、場合によっては、こ

この保留地処分金の単価を見直したりとか、そ

の辺も随時、その時々に合わせて判断しながら、

この事業計画の変更を行ってきているところで

ございます。

【大久保委員】 ご説明ありがとうございます。

今のところ、単価は変わらないということのご

説明でございましたけれども、昭和61年からの

計画で、実際に完成した時に、この9万5,700円
が市場価格として、町と話をした時に、事業主

体である町、また県としてどのように捉えてあ

るのか。9万5,700円で十分に売れるという判断

なのか。現在のところの判断状況を教えていた

だきたいと思います。

【田坂都市政策課長】この価格につきましては、

あくまでも事業計画で平均の単価というところ

でございまして、当然、場所、場所によって単

価の差があるということと、実際、これを受け

て町がどういう価格設定をするかというところ

でございますので、必ずしもこの平均の単価で

売るというようなことはなくて、そこは町がど

う判断して売却していくかというようなことを

今現在は聞いております。

【大久保委員】今の説明であれば、完成後に町

が再度その市場価格を見据えながら設定をして

売却をする、このように聞こえるんですけれど

も、この手の宅地造成だとか、または投資案件

だとか、そういったことって、後々、売れなか

った時に、そもそもなんでこういう現実的な市

場価格を見ずに工事を進めてきたんだ、こうい

ったことも起こり得るんですね。なので、私は

委員会で、ここで一応途中経過として確認をし

ておかなければならないと思っております。

そこあたり、今、明確な答えがありませんで

したけれども、現在地でいいので、市場規模を

見ながら、このままいったら、この金額で売れ

ない。これは宅地造成として人口増に関わるこ

となので、町が判断すれば赤字で売ってもいい

と思います、町が判断すればですね。

ただ、町が判断しても、とてもじゃない、吸

収ができないぐらいの赤字を生むことになれば、

そこはなんで県はそういう指導をしなかったん

だ、なんでそういうことを一緒に協議してこな

かったんだ、こういったことに立ち返りますの

で、やっぱりそこあたりは今明確な答弁、どこ

までの精度かは別として、ある程度の答弁があ

るぐらいの協議と検討だけは必要じゃないのか

なというふうに思いますけれども、そこあたり

の見解を教えてください。

【田坂都市政策課長】委員の言われることは十

分わかりますので、今後、町がどれぐらいで売

り出すのか、売り出す方法も含めて、その辺は

町と十分に協議をしていきたいと思います。

【大久保委員】委員会は、今この審査は終わっ

てはいるんですけれども、このことを委員会と

してもしっかり先のことを、うまく、きれいに
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売れれば、それでいいんですけれども、もし起

こった時に、県側にも、委員会にもそういうふ

うに返ってきますので、やっぱりそこは残して

おきたいというふうに思っておりますので、ぜ

ひともよろしくお願いします。

以上です。

【千住委員長】 次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

陳情書について、何かご質問ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、陳情につきましては、

承っておくことといたします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【初手副委員長】 2点だけ事業内容の件で確認

したいことがありますので、お尋ねします。

政策等決定過程の透明性等の資料の10ペー

ジの115番に、県北振興局の所管の分で川棚港

環境整備工事1工区ということで事業が決定さ

れております。この内容についてと、この整備

事業の工事はほかにもあると思いますので、今

後の予定等についてお尋ねしたいと思います。

2点目は、同じく11ページの129番、これも県

北振興局ですが、東彼杵川の自然災害防止工事

が決定されておりますので、この内容等につい

てお尋ねしたいと思います。よろしくお願いし

ます。

【松本港湾課長】 115番の川棚港環境整備工事

1工区ですが、資料の183ページになります。

この工事は、川棚港におきましては、周辺地

域の憩いの場として、また、災害時の防災拠点

として利用されるための緑地の整備を平成26
年度から行っております。今年度はトイレやあ

ずまや、照明等の設置のほか、園路の植栽工事

などを予定しているところです。今回の工事は、

そのうちのトイレの2棟の整備を予定している

ところです。

なお、この工事に引き続いて令和7年度に駐

車場とか緑地につながる道路の整備を行いまし

て、令和7年度に完了予定ということで進めて

いるところです。

【小川河川課長】 129番の彼杵川自然災害防止

工事についてご説明いたします。

まず、施工場所ですが、国道34号の国道橋か

ら上流に約700メートル行ったところの左岸部

になります。

工事内容は、老朽化した護岸の改築工事と、

堆積土砂の除去を行う工事でございます。現在、

既に工事に着手しておりまして、来年の出水期

までには完成できるよう努めていきたいと考え

ております。

また、彼杵川では、令和3年度から緊急自然

災害防止対策事業を活用しておりまして、同様

の工事をずっと実施しております。今後も、引

き続き老朽化対策工事の実施を予定していると

ころでございます。

【初手委員】 ご説明ありがとうございました。

川棚港の環境整備工事の関係については、令和

7年度で県が予定している分は終わる。その後

は県としての工事は特段予定はしてないと、今

の段階ではということで考えていいんですか。

わかりました。ありがとうございました。

【千住委員長】 ほかに質問ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質問がないようですので、
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次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。

【田中委員】 まず一つは、令和7年度当初予算

要求に向けた公共事業新規事業の事業評価調書

の中にある一般県道南風崎停車場指方線（針尾

橋工区）これが一応事業認定という形になって

いるわけだけれども、内容を確認してから質問

させていただこうと思います。どういう工事を

するのか。

【北原道路建設課長】今ご質問がありました針

尾橋工区につきましては、当該のハウステンボ

ス前の交差点が1月に三差路から四差路に変わ

りました。そのことも伴って渋滞が発生し、そ

の対策として警察から信号現示、右折の矢印の

追加などの対策を行っておりましたが、まだ土

日において渋滞が若干残っているということか

ら、ハウステンボス側から針尾橋を拡幅して、

その渋滞対策を行うものでございます。

【田中委員】内容をどうするのか、大体はわか

っているんだけれども、IR対策として、この事

業が立ち上がった時にはね。工業団地ができた

時に橋が架かった、ハウステンボスができた時

にもう一つ橋が架かった。今、大きく4車線に

なっている。橋の間に蓋をかぶせるというか、

補修をして5車線にするというような認識だっ

たわけ。あの当時は12～13億円と私は聞いてい

たけれども、15億円なかったと思うんだ。

しかし、今回のこの事業は40億円の事業。だ

から、新しく橋をもう一つ架けてくれるのかな

と私は解釈しているんだけれども、どうですか。

【北原道路建設課長】現在、事業費につきまし

ては、当該橋梁がかなり昔に架かった橋梁でご

ざいまして、基礎の安定部分について精密な調

査をかけないと、その安定度が確認できないこ

とから、調査後の下部工の改良費を含めた分で

の事業費として考えているところでございます。

【田中委員】私は、この案件には反対の意思を

表しておきたいと思います。なぜならば、今、

2車線・2車線があって5車線になる。それはそ

れで了とするけれども、針尾バイパスの完成時

期、それから、多分ハウステンボス入口の交差

点が東彼杵道路の起点になると思う。そう考え

るならば、今だって渋滞しています。渋滞して

いるけれども、あれは受け皿が1車線だから渋

滞しているので、針尾バイパスの方に行く車線

が1車線だから、あそこは2車線になるわけだ、

針尾バイパスが2車線にね。

だから、2車線になれば半分で済むわけだか

らね。直進が、崎岡町早岐線という県道が入る､

これが1車線。それから、205号に行く国道が、

右折帯ということになると1車線、4車線は最低

でも、出るだけで行くんだよ。だから、今の橋

はそのまま出るような橋にして、あと、新しく

もう一つ、土地がなければともかく、土地はい

くらでもあるわけだ、いくらでもという言い方

はおかしいけれどもね。だから、入ってくる2
車線と205号から来る左折帯を優先してやるな

らば3車線、プラス橋梁に歩道がないので、ハ

ウステンボス側に。

そういう新しい橋を架けていただいた方が、

40億円かけるならね、私はそっちの方がベター

だと思う。40億円という数字がなんで出てきた

のか、びっくりしているんだけれどもね。当時

はそうなかった、15億円もなかったと思う、私

の記憶では、12～13億円だったと思う。・・・

5車線にしますと。しかし、5車線にするより、

今のままでいいから新しく橋を一つかけてくれ

と。40億円あれば私はできると思う。だから、

将来の話を兼ねてやってほしいなと。ぜひこれ

は考え方を改めてほしいと。
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私の自宅から150メーターぐらいかな、目の

前なんだよ。交通渋滞しているといつも地元か

ら怒られている。せっかくやってくれるなら、

そうしてほしいな、新しい橋を造ってね。名前

はIR橋でもいいよ、駄目になったけど。そうい

う方向転換をしてもらわんと、40億円の無駄遣

い、これは。という意思表示だけしておきたい

と思います。

もう一つは、時代とともに高規格道路を含め

た高速道路の長崎県の構想が、いまだあんまり

進んでないということの話をしたい。

まず、県北でいうと、西九州自動車道が全線

開通になるのがいつ頃なのか。それから、それ

に準じて針尾バイパス、これは4車線事業です。

西九州自動車道も4車線事業をやっていて、こ

の前、びっくりしたけれども、幸い、みなとイ

ンターからは一部供用開始している。それから、

西彼杵道路、これがまだ進まないのがちょっと。

東彼杵道路は、これはまだ事業にも満たない。

西九州自動車道はさておいても、東彼杵道路、

西彼杵道路においては、完成すれば環大村湾と

いう、長崎県の一番の基幹道路になると私は思

う。そうすると、ハウステンボスからスタジア

ムシティまで30分で来れる路線ができるわけ

だから。県営バスには路線バスを早くせろと私

は言っているけれども。環大村的な発想で言う

と、東彼杵道路、西彼杵道路の進捗を図らなけ

ればいかん。ここら辺の進捗度合いをあらあら

でいいから聞かせてください。

【北原道路建設課長】委員がおっしゃいます環

大村湾に関する道路については、主要な幹線道

路が位置しておりますので、その整備は非常に

重要なことだと考えております。

その中で今ご質問がありました東彼杵道路に

つきましては、現在、国の直轄事業で環境影響

評価を行っているところでございまして、今、

調査に入っております。その後、評価の結果を

踏まえ、次の手続に進んでいくものと思ってお

ります。

2番目にございました西彼杵道路につきまし

ては、令和4年度に大串白似田バイパスを事業

化しております。現在、具体的な設計を進めて

おりまして、設計に関する水の問題などの調査

を進めているところであり、着実に進んでいる

ものと考えております。

【田中委員】環大村湾構想からすると、西彼杵

道路、橋で100円、西海橋で100円、200円取っ

てるね。これは、もう20年、30年たったから、

やっぱりもうそろそろ無料化の方針を出すべき

だと思ってますよ。西海橋も、もう20年たちま

したからね。

そういう意味からすると、いつ開通するかわ

からないけれども、私の考えよ、西九州自動車

道が10年先、針尾バイパス、これも10年先。西

彼杵が、どうだろう、15年先ぐらいか、東彼杵

は20年先ぐらいかな。東彼杵は、もう30年待っ

ているんだけれども、まだスタートできない。

そういう実態をね、しかし、それでも20年先

には環大村湾ができると。ぜひ大きな構想で、

予算を若干注入しても進捗を急ぐべきだと思っ

てます。

もう一つは、なぜ道路が混雑するか。これは

交差点の改良で混雑は解消できる。私が関係し

ているというか、近くだから、ハウステンボス

の入り口の交差点は、交差点の改良でできるん

だ。それから、西九州自動車道の大塔の問題も

ある。それと最後は、これも二十数年、進まな

いけれども、202号の中間点になる田子の浦交

差点、これは四差路の交差点を三差路までやっ

たけれども、あと1差路だけが、これは若干佐
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世保市の責任なので無理筋があるけれども、交

差点改良という意味からは、県が地元に発表し

たわけだから、ぜひお願いしたい。

この3つの交差点について見解を聞かせてく

ださい。

【北原道路建設課長】各交差点における渋滞が

発生していることは、県としましても認識して

いるところでございます。現地にも実際に行っ

て確認した部分もございます。

ただ、その対策としましては、各交差点ごと

にそれぞれの問題点がございますので、その問

題点を再度確認した上で、その対策については、

いろいろ研究してまいりたいと思っております。

【田中委員】大塔交差点にしろ、ハウステンボ

ス入り口交差点にしろ、国との関係もあるから、

いろいろと難しいところもあるかもわからんけ

れども、県は県の立場をはっきり伝えるべきだ。

どうも国道事務所の担当者にそこまで伝わって

ないようなところもある。私は、最近、国道事

務所の関係の皆さんに接触しているけれどもね。

そして、田子の浦交差点は、佐世保市と話し

合いをしなきゃ。一時期進んでたんだけどもね。

田子の浦─陣の内間の市道と202号の延長は、

国道だけれども、県の管理です。管理権という

か、県道・市道の関係、国道・市道の関係を交

換してやろうというような話が2年ぐらい前か

ら進んでいると私は思っているけれども、県北

案件なのか、あなたたちはやってくれているの

かどうか、本庁でね、佐世保市との交渉を。田

子の浦─陣の内交差点の市道部分と202号の最

後の部分はね。

この点についてわかれば、これは道路維持課

なのかな、よろしく。

【田﨑道路維持課長】田子の浦交差点のお尋ね

でございます。

田子の浦交差点は、国道202号、県道平瀬佐

世保線と市道の交差点になっております。市と

の協議につきましては、県北振興局と市で今協

議を行っております。県でやるべきは交差点改

良のところでございまして、こちらの方は今年

度、1件の用地の補償ができたということで、

引き続き、用地の進捗を図っていきたいと考え

ております。

【田中委員】 田子の浦に関していうと、20年
進まない。あそこ、202号から来て早岐駅の方

に右折ができないんですよ。なぜかというと、

信号がすぐ赤になるからね。青になったって直

進車がどんどん、どんどん来る。向こうの右折

車が逆に止まれば、もうにっちもさっちもいか

ないような形だ、20年。歴代の技監さんが責任

を持ってやるということで3代ぐらい、私はお

願いした記憶があるけれども、どうもうまくい

かないので。これは佐世保市との話し合いです。

ぜひ進めてほしい。

また、それに加えてもう一つ、早岐川の関連

で佐世保─平瀬が一種の3車線構想です。中央

を右折帯に使うということで拡幅する、田子の

浦交差点と早岐橋との間をね。これがもう一つ

入ってきて田子の浦交差点がより重要性が増し

てきている。

地域の問題なので、本庁の皆さん方はあまり

認識してないかもわからんけれども、ぜひ県北

と連絡を取り合って進めてほしい。全て20年、

30年の案件なのよ。ここはもう少し問題の先送

りをしなくて、その時その時解決していくよう

な方法をぜひ考えてほしいなと。

要望でも構いませんので、よろしくお願いし

て、終わります。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【 庭委員】何点か質問をさせていただきたい
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と思います。

まず最初に、部長説明の中から、「石木ダム

の推進について」というところで、午前中、石

木ダム水源地域整備計画素案のご説明がござい

ました。その中で、「今後、川原地区にお住ま

いの13世帯を含む町民の皆さんに周知説明を

行ってまいります」というふうに書いてありま

す。その計画がどのように進んでいるのか、教

えてください。

【岩永河川課企画監】石木ダムの水源地域整備

計画の素案ですけれども、今回まとまりました

ので、今委員会で説明をさせていただきました。

今後の予定ですけれども、川棚町内の新聞折

り込みチラシ「水のわ」や、県ホームページで

の公開により広くお知らせをする。それととも

に地元の3郷、石木郷、岩屋郷、木場郷で説明

会を行うなどして町民の皆様から広くご意見を

いただき、可能な限り反映をさせていきたいと

思っております。

事業に反対する13世帯の皆様に対してです

けれども、現在、県から13世帯の皆様へ、今回

の再評価に伴う事業計画の変更であるとか、こ

の素案の説明、こういったものの説明する機会

をいただくよう申入れを行っております。

その中で、その機会をいただけるようであれ

ば、その中で水源地域整備計画の素案について

も説明をしてまいり、何とか事業へのご理解、

ご協力をいただけるようお願いをしてまいりた

いと思います。

【 庭委員】その町民への説明がいつぐらいに

なるかということ。

その13世帯の方へ、これまで申入れをしても、

なかなか会えていないという状況かと思うんで

すけれども、そこをどうやってお会いできるよ

うな形で進めていくのか、お伺いします。

【岩永河川課企画監】 まず、13世帯の方に対

してですけれども、11月7日に事業に反対する

方々でつくられる市民による石木ダム再評価監

視委員会という市民団体から申入れがあってお

ります。その中で技術的な疑問点等については、

13世帯の方も疑問に思っておられるところが

あるので説明をお願いしますということの要望

があっております。

それを受けまして、県から13世帯の方に説明

の機会をいただくようお願いをしております。

その市民委員会に対しましても、13世帯の方の

了解がいただけるならば、その説明会の中に同

席をしていただくということでお願いをしてい

っているという段階でございます。今現在、そ

こで調整をさせていただいている状況でござい

ます。

【 庭委員】今の説明は、本会議場でも聞かせ

ていただいたかなというふうに思います。その

中で今までできなかったものを、市民による石

木ダム再評価監視委員会も含めて、どうやって

本当に説明会ができるようにしていくのか、そ

この具体的なところをお伺いします。

【岩永河川課企画監】そこにつきましては、や

はりお願いというところになってしまうんです

けれども、市民委員会の方々を入れての説明会

というのは、これまでは実現してまいりません

でした。

その中で、県としましては、これまで事業認

定取消訴訟の判決とか出ている中で、ダムの必

要性に関する議論をする段階にはないという認

識ではいるんですけれども、ただ、その13世帯

の方が疑問に思っておられることに関しては、

説明を尽くさなければいけないということがご

ざいまして、今回、13世帯の方に申入れを行い

ました。具体的に今の段階で、いつということ
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は、まだ調整中でありまして決まっておりませ

んけれども、できるだけ実現できるようにお願

いを続けていくということを考えております。

【 庭委員】ずっとお願いをと言われています

けれども、最終的にいつまでにという期限を切

られているのか、お伺いします。

【小川河川課長】 事業に反対しておられます

13世帯の皆様には、11月25日に説明会の開催と

いうことで文書を出させていただいております。

その中でまだ正式に返事はいただいておりませ

んけれども、今後、職員が聞きに行ったり等し

て日程を調整いたしまして、可能な限り、そう

いった機会をいただけるよう、最大限努力して

いきたいというふうに考えております。

【 庭委員】 可能な限り進めていかれる中で、

ほかの川棚町民の方にご説明をしていって進ん

でいったとしても、その方々に説明ができない

場合は、この素案の説明会のお願いをずっとし

ていって、期限がどこまでかというところで期

限を切らないのかと聞いたんですけれども、そ

れがないとずっと説明をしていって進まないと

いうことになるのか、お伺いします。

【小川河川課長】 特に13世帯の方々には、い

つまで返事をくださいという期限は設けており

ません。もしそういった説明会が開催できない

場合は、個別で説明に行くというようなことも

検討していきたいと考えているところです。

【 庭委員】個別にとおっしゃったので再度お

伺いしますけれども、個別にというのは、13世
帯の方を1世帯、1世帯ずつ行って納得いただく

ということでしょうか。

【小川河川課長】 個別ということですので、1
軒1軒行くというようなことになろうかと思い

ますけれども、その中で説明を聞いていただけ

るよう努力したいと思います。

【 庭委員】 素案では20年後、30年後と、せ

っかく描かれているので、それを目的として進

めていくには、やはりこの13世帯の方との話し

合いがうまくいかないと、ずっと進んでない。

前回も多分言ったと思うんですけど、ずっと両

方とも、片や事業を進めたいけど、片や反対で、

ずっと両方とも苦しい状況が続くかというふう

に思います。

そこで、部長にもお尋ねします。本会議でも

言われましたように、知事が前回答弁をした中

で、市民による石木ダム評価監視委員会への説

明を13世帯も含めてということでしたけれど

も、個別にしてもどうかというようなご質問も

あっていたというふうに思います。それに関し

て再度お伺いします。

【中尾土木部長】まず、技術的な疑問点等につ

きまして、我々がまず説明を尽くさなければい

けないのは、反対しておられる住民だと考えて

おります。再評価委員会からも説明を尽くすよ

うに。またそれと同時に、これまでご賛同いた

だいている方のお気持ちにも配慮して、同時に

今回改めて定めた最終的な事業期間までにしっ

かり完成させるように、そうした意見もいただ

いております。

そうした中で、まずは反対しておられる住民

に対してご説明をさせていただく機会を設けた

い。その場に反対しておられる方々にご理解い

ただければ、市民委員会の方々にもご参加いた

だくという形でまずは実現できないかというふ

うに考えております。

【 庭委員】ぜひ双方歩み寄れたらいいかと思

いますけれども、県としても何か参加しやすい

ようなことを考えて進めていただければと思い

ます。

次に、諫早西部団地開発事業者の公募につい
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てお伺いします。

今回、参加者の表明がなかったので、今後、

対応案としては分割していくということで、年

度内の再公募を目指すということですので、日

程も含めて今後の予定を教えてください。

【森住宅課長】お尋ねの諫早西部団地の開発事

業者公募ですけれども、先ほど申し上げたよう

に、事業者が一括では来なかったと。今後、分

割するにしても、一部の規模を縮小するにして

も、まず、県と諫早市、それから事業者である

公社による検討会を年内に開きます。その検討

会で素案といいますか、こういうやり方でとい

うのを決めた後に、いきなり公募するのではな

くて、やはり地元の方、今まで48社ほどヒアリ

ングというか、サウンディングをしているんで

すけど、その方以外にも声を聞いて、これなら

自分のところでも応募するというところまで、

もうちょっと確度をつけて、そこをヒアリング

した後に年度内に再公募したいと思っていると

ころでございます。

【 庭委員】再公募する、またヒアリングをす

るということですけど、今回もヒアリングをし

て行われたということなので、そこにヒアリン

グをしたけれども、なぜこういうことになった

のか、参加者がいないというふうになったのか、

どういうことが原因か、教えてください。

【森住宅課長】 私ども、今回、一括公募する前

提で委員会にもお示ししましたとおり、応募者

が、意欲を示している方がいらっしゃるという

ことを申し上げました。その意欲を示している

方は実際応募はされなかったので、公社の方か

らお話を聞きました。

まず一つは、事業の規模が21ヘクタールぐら

いあるのですけど、広過ぎて、買うのはいいん

だけど、全部を一遍には当然手をつけられない

と。そうすると、長期にわたる工事になって、

その保有コストというか、使わない、要するに

持っているだけの時間が長いとか、その間に資

材高騰とか人件費高騰があって、10年後とかそ

うなった時にどうなっているかわからないみた

いな話があって、そこはちょっと見通しがきか

ないので、もうちょっと短いスパンで売却なり

事業収支が取れるような形でだったらというお

話がありました。

今回、そういう意見を聞いているものですか

ら、先ほど申し上げたように区画を小さくする

とか、分割するということを考えていきたいと

思っております。

【 庭委員】ぜひそういう点を含めて、なるべ

く公募があるようにしていただければというふ

うに思います。

次に、先日、雨の時ですかね、琴海と時津で

倒木があったかというふうに思うんですけれど

も、危なそうな木とか倒れそうな木の道路点検

は、どのようにしておられるのか、お伺いしま

す。

【田﨑道路維持課長】先日の暴風の際に、琴海

と時津の国道206号で倒木が発生して通行止め

となり、ご迷惑をかけた件がございました。

こちらも道路敷内の木ということでありまし

たが、街路樹ではなくて、自然に生えたり、昔

から生えている木で、一つ一つの木の点検、調

査自体は行っておらず、法面とかと併せて調査

をしている状況でございます。

【 庭委員】今後も風や雨がひどい時には、そ

ういうことになるおそれがあるというふうに思

うんですね。そうした場合に、一本ずつの点検

は非常に難しいのかなと思うんですけれども、

倒木することによってすごい渋滞というか、全

く動けない状態になり、県民の皆さんは非常に



令和６年１１月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会(観光生活建設分科会）（１２月９日）

- 38 -

困っておられるという状況なんですけれども、

今後に対しては、危険な箇所とか、こういう倒

れる危険のある箇所は、なかなか難しいんでし

ょうけれども、そういうところの点検はどうに

かしてできないのか、お伺いします。

【田﨑道路維課長】今回のケースは、歩道に植

わっている街路樹とかではなく、自然に山に生

えているような木であり、一本一本点検をする

のは難しい状態でした。しかしながら、こうい

う事態が起きましたので、同じような状況に生

えている木はパトロールで点検したところでご

ざいます。

今後も、状況に応じて、そういう箇所につい

ても点検パトロールをやっていきたいと考えて

おります。

【 庭委員】ぜひ点検パトロールを行っていた

だき、危険なものは早めに切っていただければ

というふうに思います。

次に、第2期長崎県まち・ひと・しごと創生

戦略の進捗状況一覧の19ページ、3－1の防災・

減災対策のための国土強靱化の推進の中で、危

険ブロック塀等の除去をする市町の数というと

ころで、現在、16市町ということになっていて、

達成率が31％となっているんですけれども、ブ

ロック塀は結構危険かなというふうに思うんで

すが、あとの5市町に対して、県としてはどの

ように進めていかれているのか、お伺いします。

【森住宅課長】お尋ねの危険ブロックの除却事

業ですが、内容は、平成30年に大阪で地震があ

りまして、小学校のブロック塀が倒れまして、

そこに通学されている方が亡くなったという痛

ましい事故から始まっております。

この事故を受けて、私ども、全国的に危険ブ

ロック塀を調査し、その所有者に対しては、そ

れぞれの自治体で、除却してくださいと文書と

かでお願いするんですけれども、なかなか進ま

ないので、こういう補助をしたということにな

っております。

ただ、この補助を基本的に県が市町と一緒に

行う場合は、住民税非課税世帯ということで所

得が低い方を対象にしていまして、それ以上の

方はご自分でということを前提にしているもの

ですから、なかなか進まないとは言わないんで

すけれども、対象が上がってこない。

市町については、本当は21市町全部でやりた

いところではあるんですけれども、私ども、お

願いはしているんですけれども、賛同いただい

ているところが、その数だということで、進捗

は思わしくないところでございます。

【 庭委員】 そういう中で令和7年度までには

21市町ということになっておりますけれども、

今後、どのように進めていって、あと1年ちょ

っとしかございませんけれども、そのあたりを

教えてください。

【森住宅課長】現状はそのような状況ではある

んですけれども、21市町に広げたいということ

で、周知と、万が一、本県ではなくても近隣で

地震があって被害が起こるようなことがないよ

うに、真摯に市町にご説明して理解を広げてい

くということしか、今のところ、できかねるか

なと思っております。

【 庭委員】ぜひ危険なところはちゃんとして

いただいて事故のないようにお願いしたいと思

います。

最後に、令和7年度新規要求箇所評価調書の

電線共同溝事業についてお聞きしたいと思いま

す。23ページです。

この中で、今後、国の政策の下、無電柱化を

していかれるというふうに思うんですが、今の

状況と、今後どの辺まで進めていくのか、教え
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てください。

【田﨑道路維課長】電線共同溝につきましては、

今、第8次電線共同溝の計画を立てて進めてお

ります。地震の時に電柱が倒壊して道路が通れ

なくなったという事例がございまして、県でも

緊急輸送道路に立っている電柱から、順次、電

線共同溝の事業を進めているところでございま

す。事業費と期間がかかるので一気に整備を進

めるのではなくて、現在整備中の電線共同溝の

延伸としてつなげていっており、主に市街地部

から順次工事を行っております。

【 庭委員】 そういう状況の中、県としては、

無電柱化を全てにするとしたら何年ぐらいかか

るか、わかったら教えてください。

【田﨑道路維課長】電線の地中化を全部整備し

ようとすると相当な距離もあって、期間も予算

もかかるということでございます。まずは地中

化と併せて、電柱を道路からなるべく離れたと

ころに立てるという施策も行っており、少しず

つでも危険な箇所を除いていきたいと考えてお

ります。

【 庭委員】危険な箇所をぜひ進めていただき、

これが実現すると停電とかもなくなるのかなと

いうふうに思いますので、ぜひ進めていただけ

ればと思います。

以上で終わります。

【千住委員長】 ほかに質問ありませんか。

【外間委員】 1点、道路問題について質問いた

します。

一般県道俵ヶ浦日野線の赤崎工区についての

お尋ねであります。この事業の延長と総事業費

と進捗についてお尋ねいたします。

【北原道路建設課長】一般県道俵ヶ浦日野線で

すけれども、事業延長としまして約2.9キロ、全

体事業費は約70億円を見込んでおるところで

ございます。

現在の進捗としましては、地元説明会の後に

本計画と関係がある造船所や米軍施設と事業の

調整を行ってきており、今般、事業調整も概ね

整ってきたことから、今後は個別の用地協議に

入ってまいりたいと考えております。まずは、

必要な用地取得を示す幅杭を打設したいと思っ

ておりますので、許可をいただいたところから、

その打設に入っていきたいと思っております。

引き続き、地域の方々の協力をいただきなが

ら事業推進を図ってまいりたいと考えておりま

す。

【外間委員】 2.9キロ、事業の全体費用を70億
円と見込んで、今現在の進捗について、数値は

どうこうということはなかったけれども、用地

取得に向けて地区の皆様方と調整を行いながら

進めていくということの回答をいただきました。

実は、この道路につきましては、これからの

佐世保市の観光産業を進めていく上で重要な地

域であり、また、長い間、石岳動植物園である

森きららであるとか、あるいは九十九島観光公

園といいますか、昔の県立コロニーの跡地を利

用して新たな観光地としてこのような公園を造

って、特に大型クルーズ船が佐世保に入港した

際の国内外の観光客を誘客するという意味で非

常に大切な地域であると、観光産業の振興の面

でも期待している道路であります。現況はご存

じのとおり、大型バス、大型トラックが狭隘な

道路を離合するということで、運転に大変技が

必要な地域で事故のないようにやっているけれ

ども、狭隘な道路を改良するにももう限界があ

るということで、赤崎地区に道路を一本つくる

ことによって、行きと帰りの離合を円滑にやっ

ていくことで、地域の皆様方の安全確保と、そ

して観光産業を取得する意味で極めて重要な道
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路であるということで期待をしております。こ

の地域に住んでいた故吉村庄二先生や、今の佐

世保市長の宮島大典さんが県議会議員になって

すぐ、私と一緒にこの道路についての提案をさ

せていただいたところで、私も少し思い入れが

あるものですから。しかし、どうも進捗が進ん

でいないのではないかと。あれから年数がたつ

割には進捗は何％ですか、ゼロに近いんじゃな

いですか。

そういう意味で進捗率を確認したところであ

りますが、その点についてもう一度、道路建設

課長のお答えをいただければと思います。

【北原道路建設課長】今、計算したところでは、

事業費ベースですと、2億3,000万円ほど、これ

までに予算の執行をしているところでございま

す。全体事業費が70億円ですので、委員おっし

ゃるとおり、数字としては進捗率はまだまだと

いうことでございまして、引き続き事業推進に

努めていきたいと考えております。

【外間委員】 進捗しない理由として、SSKと

か米軍基地とか大変重要な場所に道路を建設し

ていくということで、相当苦慮されていると理

解はしております。そういう中において、何と

しても進捗率を高めていくことこそが、大きく

前に進んでいくことにつながると思っておりま

す。

どうぞひとつ、この事業については格段のお

力添えを賜りますよう、よろしくお願いいたし

まして、終わります。

【千住委員長】 ほかに質問ありませんか。

【初手副委員長】それでは、質問をさせていた

だきます。

私からは、石木ダム水源地域整備計画の素案

の件についてお尋ねをさせていただきたいと思

います。資料は35ページの一番最後です。

今日、資料をいただいておりますけれども、

まずは、素案が11月定例会に提出されまして、

これから具体化されていくというふうに位置づ

けられると思います。今まで時間をかけ、協議

をされてきまして、まずは素案ができて公表で

きたということは、大きな一歩ではなかろうか

というふうに思っております。

今日の説明で、素案の内容の基本的な分につ

いては説明がありましたのでお尋ねいたしませ

んけれども、要は、3つのポイントを押さえて

ありますので、あくまでも素案でありますけれ

ども、ここに書かれている内容等について、実

現に向けてこれから県、佐世保市、川棚町、地

元で協議をしていただきたいと思います。

そこで、お尋ねをいたしますけれども、今回

の資料の一番最後のところですね、タブレット

の35ページです。石木ダム建設事業における水

源地域対策特別措置法の手続フロー図というの

がここに載せてあります。これでいきますと、

中段に横に点線を引いてありますけれども、現

時点ということで書いてあります。これが今の

タイミングといいますか、ここに今立っている

というふうに理解をいたしております。今まで

いろんな手続をしてこられましたけれども、こ

れからは周辺地域整備計画をそれぞれ練りなが

ら具体化して、都道府県知事により整備計画の

原案を作成して、国交省の整備計画の決定を受

けて、その後に整備事業の実施ということで地

元の事業を実施していくという流れになると思

います。その後、具体的な事業に取り組み、具

体化をしていくということになるんだと思いま

す。

実質的に今回の委員会の答申で令和14年が

ダムの完成というふうに位置づけられておりま

す。私は、地域振興策の完成とダムの完成は同
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時に進めるべきじゃないかというふうに基本的

に思っております。終点が明確になりましたの

で、逆算していった時にどのような日程、工程

等になるのか、その辺について現時点でわかる

範囲でお答えがいただければありがたい。

といいますのも、今から地元説明、地元の要

望をお聞きになると。それを受けて具体化を進

めていって、設計、あるいは財政的な話も当然

すり合わせが必要になってくるでしょうから、

そうポンポンとはいかないというふうに思いま

すので、その辺の見通しについてまずお尋ねを

いたしたいと思います。よろしくお願いします。

【岩永河川課企画監】今、委員からお話がござ

いましたとおり、今回の素案につきましては、

今後、川棚町民の皆様に広く周知を図りまして、

様々な意見をいただき、それを可能な限り反映

していきたいというふうに考えております。そ

の後につきましては、財政の話もありましたけ

れども、佐世保市、川棚町と協議を行いながら、

水源地域整備計画の原案を作成し、川棚町長、

佐世保市長、県議会の皆様に意見を伺って、国

土交通大臣に申請を行い、決定を受け、整備事

業に着手するという流れになります。

その中で、現段階としましては、整備内容が

確定していないため、何年からというのははっ

きり申し上げられないんですけれども、おっし

ゃるとおり、ダム事業完成予定年度の令和14年
度末に、この水源地域整備も完成しなければな

らないというふうに考えておりまして、できる

だけ早い時期に、この計画を確定し、事業を実

施してまいりたいと思っております。しっかり

と進捗管理を行いながら、事業を推進してまい

りたいと思っております。

【初手副委員長】年度を設定するのは今からだ

と思いますので、これ以上は無理な面もあるか

と思います。要は令和14年度が最後になるんだ

と。それから逆算して今から進んでいく中で出

てくると思います。地元の説明会というのも、

確かに13世帯を今回は明確に対象にして説明

することによって、一人でも二人でも理解をい

ただくという形が生まれてくるのではないか。

今までそういう機会がなかなかできなかったわ

けですから、まちづくり、地域づくりの内容を

説明することによって、より幅広く、反対の方

も含め、地元の協力者の枠をたくさん広げてい

けるんじゃないかというふうに期待をしており

ます。具体的にどのように進めていくか、これ

からいろんな面で大変だと思いますけれども、

よろしくお願いしておきたいと思います。

先ほどもお話がありましたけれども、反対者

との、いわば接触を図っていくということにつ

いては、今後、進めていく中で、いろんな方に

仲介をお願いしながらするとか、その辺の特別

な手法というのは、特段今の段階ではお考えは

ございませんか。

【小川河川課長】委員から話がありました特別

な方に仲介に立っていただくとか、そのような

具体的なことは、今現時点では考えていないと

ころです。

【初手副委員長】なかなか具体的に言えないと

ころもあるかと思います。要は、いかに話し合

いの場を設けていくか、それが一番大事だとい

うふうに思いますので、県当局の地域振興策を

含めた理解を求める取組に今後期待をしておき

たいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

終わります。

【初手副委員長】 委員長を交代します。

【千住委員長】 1点だけですが、県立運動公園

の使用についてです。
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陸上競技場は、V・ファーレン長崎の本拠地

が、PEACE STADIUMができましてこちらに

なったと。Jリーグになる前の横浜フリューゲ

ルス時代から本拠地は陸上競技場でした。当時

からプロサッカーが使用するということで、フ

ィールドの芝の管理が非常に厳しくなって、市

民、県民の方々が非常に使いにくいというよう

なことがあった中で、V・ファーレン長崎がこ

ちらに移動してきたということで、陸上競技場

も国体の時にきれいになりました。今後、陸上

競技場の使用について、どんなふうにもってい

くのか。

また同時に、あそこに野球広場があるんです

けれども、あそこの年間のスケジュールでJリ
ーグの公式戦があるかもしれないということで、

年間の当初の予定で、ほぼJリーグで埋まって

いて、ほぼ使えない状況になっております。あ

そこを前まで使っていた団体が全部外に逃げて

しまっているんですよね。ほかの施設を利用す

るために逃げてしまっていると。それを戻すた

めの対策もしていかないといけないんじゃない

かなと思うんですが、そのあたり、運動公園の

使用につきまして、今後、どのように考えてお

られるのか、お尋ねします。

【田坂都市政策課長】県立総合運動公園につい

てのお尋ねでございます。

まず、陸上競技場の中の芝の問題でございま

すが、これについては前回の委員会でも、ほか

の委員からも質問があったところでございます。

これはV・ファーレン長崎のホームグラウンド

ということで、今まで夏だけじゃなくて冬芝に

ついてもJリーグ仕様ということで結構レベル

の高い管理をしてきたところです。これはV・

ファーレン長崎の本拠地が今度スタジアムシテ

ィの方に変わりました。これを昨年度から公園

の指定管理者を募集する時に、冬芝は、結局、

V・ファーレン長崎の試合がなければJリーグ仕

様にする必要もないし、当初は冬芝を完全にや

めてしまおうかというような話もしていたんで

すけれども、関係協会の要望とか、あと、こち

らの委員からの要望等いろいろございまして、

検討した結果、今、ここ一月ですけれども、冬

芝についてはそのまま、今年は存続させて、先

ほど委員長が言われましたように、今までV・

ファーレン長崎の試合があると、その1週間前

ぐらいから使えないということで、試合があっ

たら、今までJリーグの試合がなかった時に使

われていた方々が、ほとんど使えなくなってお

りました。

そういうこともあって、冬芝をとりあえず今

年度引き続きやって、ただ、その管理につきま

しては、Jリーグ仕様までのレベルの高い維持

管理というのは、なかなかできないので、そこ

は少しレベルを、言葉は悪いですけど、ちょっ

と落として維持管理していこうということで、

今、冬芝を張る作業をしております。早速、今

月中旬の日曜日にサッカー関係の大会があると

いうところですので、それが開かれるというこ

とで、それに向けて冬芝の整備を行っておりま

す。

この大会もですけれども、これまでそこでい

ろんな大会を行いたいという声も指定管理者の

方であるとか、あと、各協会の方にも届いてい

るということは十分わかっております。その辺、

今年の冬の利用状況を見ながら、来年度以降、

その辺をどうしていこうかというところもあり

ます。

先ほどお話がございました野球広場につきま

しても、今度から使えるようになりますので、

その辺の利用状況が今後どうなるかというのを
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見ながら、来年度以降の維持管理を考えていき

たいと思っております。

【千住委員長】 今の時期に令和7年度の年間ス

ケジュールということで競技団体の会合があっ

たわけですけれども、今まではそれがほぼでき

なかったということになりますので、ぜひ多く

の団体に利用してもらえるように働きかけをお

願いしたいと思います。

また、サブトラックの件も選手の声もたくさ

ん上がっておりますので、サブトラックの件も

ぜひよろしくお願いいたします。

以上です。

【初手委員】 委員長を交代します。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質問がないようですので、

土木部関係の審査結果について整理したいと思

います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時４１分 休憩 ―

― 午後 ２時４１分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、文化観光国際部関係

の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時４１分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１２月１０日

自  午前 1０時 ０分

至  午後 ２時 ９分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 千住 良治 君

副委員長(副会長) 初手 安幸 君

委 員 田中 愛国 君

〃 外間 雅広 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 山本 由夫 君

〃 庭 敦子 君

〃 本多 泰邦 君

〃 大久保堅太 君

３、欠席委員の氏名

ごうまなみ 君

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

文化観光国際部長 伊達 良弘 君

文化観光国際部政策監 村田 利博 君

文化観光国際部次長 加藤 一征 君

文化振興・世界遺産課長 園田 貴子 君

文化振興・世界遺産課
企画監（世界遺産担当）

園田幸四郎 君

ながさきピース文化祭課企画監
(国民文化祭事業担当)

小栁 剛志 君

ながさきピース文化祭課
総 括 課 長 補 佐

早稲田みどり 君

観 光 振 興 課 長 長野 敦志 君

国際観光振興室長(参事監) 小宮 健志 君

物産ブランド推進課長 松尾 泰子 君

国 際 課 長 貝淵 裕幸 君

国 際 課 企 画 監
(平和推進・国際協力担当)

久間 哲彦 君

スポーツ振興課長 川瀬 亨介 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 再開 ―

【千住委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

なお、ごう委員から欠席する旨の届け出が出

ておりますので、ご了承をお願いいたします。

なお、ながさきピース文化祭課山浦課長から、

本委員会を欠席し、早稲田総括課長補佐を代理

出席させる旨の届け出が出ておりますので、ご

了承願います。

これより、文化観光国際部関係の審査を行い

ます。

【千住分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

文化観光国際部長より、予算議案の説明を求

めます。

【伊達文化観光国際部長】おはようございます。

それでは、「予算決算委員会観光生活建設分

科会関係議案説明資料」の2ページをご覧願い

ます。

文化観光国際部関係の議案についてご説明い

たします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第4号）」のうち関係部分であります。

予算額は、歳出予算合計で5,503万円の増とな

っており、その内訳は記載のとおりでございま
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す。

歳出予算の内容についてご説明いたします。

国際定期航空路線の維持・拡大に向けて、長

崎空港の国際線を利用する県民がパスポートを

取得・更新するための費用の助成に要する経費

として、国際定期航空路線維持・拡大事業費400
万円の増を計上いたしております。

残りの歳出予算の増減については、文化観光

国際部職員の給与費の過不足に要する経費であ

ります。

この結果、令和6年度文化観光国際部所管の

歳出予算総額は53億7,874万4,000円となりま

す。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【千住分科会長】次に、国際観光振興室長より

補足説明を求めます。

【小宮国際観光振興室長】おはようございます。

お手元に配付いたしております「予算決算委

員会観光生活建設分科会補足説明資料」をご覧

願います。

資料の4ページをお願いいたします。

航空対策費、国際定期航空路線維持・拡大事

業について、予算額400万円を計上いたしてお

ります。

事業概要につきましては、国際定期航空路線

の維持・拡大に向けて、長崎空港の国際線を利

用する県民がパスポートを取得・更新するため

の費用を助成するものでございます。

事業内容は、県民が新たにパスポートを取得、

または更新する際に、1万1,000円を助成するも

ので、令和7年1月から3月の期間に長崎空港を

発着する旅行商品等を購入した方が対象となり

ます。

また、パスポート助成のPRについては、記載

のとおり、SNS及びチラシの配布などにより情

報発信を行うものでございます。

説明は、以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。

【千住分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【外間委員】ただいまご説明がありました国際

定期航空路線維持・拡大事業の事業費400万円

についてお尋ねいたします。

私も6月の議会、9月の議会におきまして、こ

のインバウンド、アウトバウンドに対する対策

をどうやっていくかと質問しましたことに対し

まして、この400万円の予算計上をすぐに行っ

ていただいたことを、まずもって評価し、皆様

方のインバウンド対策、アウトバウンド対策に

対する意気込みを感じたところで、私も冒頭に

感謝を込めて幾つか質問させていただきたいと

思います。

これは、上海線とソウル線を継続して、安定

運航につなげていくために、パスポートの取得

に関する400万円の助成ということを上げてい

ただきましたけれども、まず、この事業の目的、

ねらい等のご説明をお願いいたします。

【小宮国際観光振興室長】この間、外間委員か

らはパスポートの取得助成が検討できないかと

いうご指摘もいただいておりましたけれども、

今回のパスポート助成は県として初めての取組

でございます。

目的、ねらいとしましては、大きく3点ござ

います。1点目が、今回、10月27日から大韓航

空による長崎～ソウル線が就航したということ
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で、県民の皆様に多くソウルへお出かけいただ

きたいという、大韓航空の長崎～仁川間の就航

記念キャンペーンという意味合いが1点ござい

ます。

もう一点が、やはり観光客だけの往来では、

なかなか安定運航にはつながらないという幹部

指摘がありますので、幅広い世代の皆様に、観

光のみならず、歴史、文化、スポーツといった

交流を広げていただきたいというところが2点
目の目的でございます。

3点目に、知事にも大韓航空、それから上海

の中国東方航空に直接訪問いただきましたけれ

ども、やはりこの間のソウル線の歴史を振り返

りますと、アウトバウンドの搭乗率が芳しくな

いということで運休に至っているというところ

がございますので、大韓航空、それから中国東

方航空からは、やはり長崎県の方に多くソウル、

または上海にお出かけいただきたいと。このア

ウトバウンドの搭乗率を上げることで安定運航

につなげると。その結果、上海線は現在週2便
ですけれども、週3便を検討したいと。ソウル

線につきましては、チェ副社長から運航状況に

よってはデイリー運航も検討したいという前向

きなご発言もいただいておりますので、今回、

初めて県としてこのパスポート助成を実施する

という状況でございます。

【外間委員】 実は、私も今回、知事と一緒に、

庭委員も一緒に同行させていただきまして、

そのアウトバウンドがいかに大切であるかとい

うことを、直に中国東方航空の社長からもお聞

きさせていただいて、私も過去の韓国、中国、

東南アジアの旅行をする際にも、やはり行った

分だけ帰ってこられると。例えば30人で行けば

30人帰ってくるというふうな、韓国や中国の皆

様方というインバウンドだけに頼ることなく、

アウトバウンドにもっと力を入れていけば、ま

すますそれが実績になっていくのではないかと

思っておりまして、今回の初めてのパスポート

の助成というものを大変評価したいと思ってお

りまして、また期待もしておりますが、もう少

しパスポートを申請する際の仕組みというか、

スキームというか、この辺を少しご説明いただ

けませんか。

【小宮国際観光振興室長】今回のパスポート助

成につきましては、地域振興部の交通政策課、

それから私ども国際観光振興室が事務局を務め

ます長崎県空港活性化推進協議会がございます。

こちらに会員として登録をされている旅行会社

で1月以降長崎空港発着の旅行商品を県民の方

が購入をされ、その際に新たにパスポートを取

得または更新をされる方が、空港活性化推進協

議会から、トータルの旅行商品代から1万1,000
円をディスカウントした形で商品を購入できる

という形になりますので、実際に県民の皆様が

パスポートの取得にかかる経費を、間接的にで

はありますけれども、私ども、空港活性化推進

協議会から旅行会社に相当分の1万1,000円を

補助するというスキームで考えております。

【外間委員】 ということは、例えばJTBとか日

本旅行がパックを組んで、初めて外国に旅行に

行かれる方のパスポートの見積もりというか、

例えば5万円とか10万円というパッケージの中

に、この1万1,000円を引いた間接的なやり方と

いうのは、そこから何か引いて助成をするとい

うことだから、必ず旅行に行くことによってパ

スポート取得をして、そこに助成金があるとい

うことでよろしいんですか。

【小宮国際観光振興室長】外間委員ご指摘のと

おり、今回、1月以降の長崎空港発着のソウル

線、もしくは上海線をご利用いただく旅行商品
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を購入する際にパスポートの取得に係る領収書

等を添付されて旅行会社に申請することで、最

大1万1,000円分のディスカウントを受けられ

るという仕組みを今考えております。

【外間委員】 わかりました。

それから、11月30日の新聞によりますと、中

国を訪問する際のビザも11月30日から不要に

なっております。韓国、ソウル、約5年半ぶり

の直行便就航であります。大学生や高校生、若

い世代に積極的に、身近にソウルや上海、経済

発展するそれぞれの地域と長崎県の交流、歴史、

文化、食などに触れていただきたいと思ってお

ります。

ソウルは、幅広い年齢層の女性に大変人気と

聞いておりまして、補正予算でパスポートの助

成事業に対応されたことは非常にありがたいこ

とでありますので、ぜひ令和7年度におきまし

て、新年度予算についてもパスポートの助成事

業を継続して実施していただきたいと考えてお

りますけれども、県の見解をお尋ねいたします。

【小宮国際観光振興室長】ありがとうございま

す。来年度は、駐長崎中国総領事館開設40周年

というイベントが予定をされております。また、

韓国で申し上げますと、日韓国交正常化60周年

という記念の年にも当たります。

また、長崎空港の開港が50周年という節目の

年に当たりますので、私どももこうした機会を

捉えて、県民の皆様とともに、官民が一体とな

って長崎空港発着の国際定期航空路線を利用し

ていただきたいと、考えておりますので、現在、

令和7年度の新年度予算におきましても、パス

ポートの助成事業を含めた国際航空路線の利用

促進の事業を構築、検討しているところでござ

います。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【 庭委員】同じところで質問をさせていただ

きたいと思います。

今、ご説明があったように、この助成は旅行

会社を使っての助成になるかと思うんですが、

今はネットを利用して使う方も増えているかと

思いますが、そういうところに今後、次年度の

予算もということでしたので、広げていく考え

がないのか、お伺いします。

【小宮国際観光振興室長】

今、 庭委員からお尋ねがありましたけれど

も、私ども、空港活性化推進協議会での様々な

事業を構築しております。その中で、今回のス

キームについては、補正予算で対応させていた

だくという前提で、議会の議決が12月19日とい

うこと、それから1月から3月までの期間限定で

行うということで、この間、県内の旅行会社、

事業者とも意見交換を進めてまいりました。や

はりスピーディーな対応、それから県民の皆様

のパスポートの取得に係る確認等、個人でイン

ターネットで手配するものと比較すると、どう

しても事務費等が高くなってしまうという比較

検討も行った上で、今回は空港活性化推進協議

会の会員の企業である旅行会社にご理解とご協

力をいただいてスキームを構築したところでご

ざいます。

【 庭委員】そういう中で、次年度に向けては

これから検討していかれると思うんですけれど

も、そういう場合に、いろんな方法はあるかと

思うんですけれども、そこでやはりネットを使

う人もみんな同じような形で助成ができるとい

いかなと思うんですが、それは今後考えていく

ということで理解してよろしいんでしょうか。

【小宮国際観光振興室長】当初予算で今検討し

ておりますのは、 庭委員を含め、今ご指摘が

ありましたように個人手配の旅券の確認をどう
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するかということと、パスポートの取得に係る

領収書等の添付をどうするかというところと、

あと確認がどうしても性善説で幅広く受けると

いうことも考えるんですけれども、一方で、お

一人様1回限定ということの確認方法をどうす

るのかと、2回、3回申請する人をどうやってチ

ェックをかけていくかというところもあります

ので、そこは個人の申し込みについては幅広く

検討したいとは思いますけれども、この1月以

降の旅行会社のスキームを一度検証してみて、

どのような新年度の対応が可能なのかというの

は、含めて検討を進めていきたいと考えており

ます。

【 庭委員】ぜひ検討していただければと思い

ます。

もう一点、先着300名様となっているんです

けれども、この300名とした理由を教えてくだ

さい。

【小宮国際観光振興室長】 大韓航空が10月27
日に再開いたしましたけれども、コロナ前にソ

ウル線が運休された直前の年間の搭乗率、アベ

レージを見てみますと、どうしてもこの1月、2
月のアウトバウンドが落ち込む閑散期に当たり

ます。3月から学生の卒業旅行などでまた盛り

返してくるんですけれども、1月、2月の閑散期

をどうやってほかの月と同じ程度に伸ばすかと

いうところを考えますと、ソウル線で約250席、

上海線で約50席が必要になってくるという試

算を行いまして、これは予算に限りがあるもの

ではありますけれども、今回、300席というこ

とで試算をしたところでございます。

【 庭委員】 わかりました。そうですね。閑散

期にも多く来てもらうと。今後も多くの皆さん

に利用していただいて、先ほどもありましたよ

うに、インバウンドもアウトバウンドも進めて

いただければと思います。

以上で終わります。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【深堀委員】私も今の件でお尋ねをしたいんで

すが、対象となるパスポートの取得・更新です

よね、この時期ですよ。いつの時期の人を対象

にするのか。先着300名ということで、その枠

が多いのか、少ないのかというのはちょっとわ

かりませんけれども、一定の期間の間でパスポ

ートを取得、もしくは更新した人が対象になる

と理解するんですが、それをどういうふうに考

えてあるのか、お尋ねしたいと思います。

【小宮国際観光振興室長】今回、スキームを構

築・検討するに当たって、旅行会社の皆様と意

見交換をさせていただく中で、出発点は議会の

議決日、12月19日以降のパスポート取得でどう

かという議論はあったんですけれども、旅行会

社と議論する中で、やはり1月からの旅行商品

の販売で考えると、2か月のセールス期間、短

くても1か月半のセールス期間は必要というご

意見もありました。

もう一つの案としましては、今日、12月10日、

委員会でご審議いただいて、一定予算として形

が、方向性が示されるというところはどうかと

いう議論もあったんですけれども、やはり今回

の目的が1月、2月の閑散期にソウル、上海にお

出かけいただくということと、大韓航空の就航

記念、それから幅広い皆様にパスポートを取得

して、新たな旅行に出かけていく方のハードル

を下げるということもありますので、大韓航空

の長崎～ソウル線が就航しました10月27日以

降にパスポートを取得されて、1月からの長崎

空港の旅行商品を購入された方、この県民の方

を対象と今検討しております。

【深堀委員】私も、実はどういうふうに考えて
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いるんですかということを事前にお聞きした時

に、10月27日、ソウル線の就航ということでの

話を聞いたんですけれども、何といいますか、

それが基本的な一つの日にちの設定の仕方だと

は理解はするんですけれども、これは取得、そ

して更新ですから、例えば10月26日に更新をし

た人とか取得をした人が、自分たちは対象なら

ないのかと考えると思うんですよね、数は少な

いかもしれないけど。

果たして、冒頭言ったように、議会として議

決をして予算が固まったから、その時点でオー

プンにして、今から以降取った人という言い方

が私は一番すっきりするんだろうなと思うんで

す。でも、そうすれば対象になる人がまた限ら

れてくるし。だから、目的は、先ほど室長が言

われたように、ソウル線のPRであったり、幅広

い交流であったり、アウトバウンドを拡大する

ということでいうならば、ものすごく幅広に構

えた方がいいんじゃないかとも思うわけですよ。

今年度の事業だから、年度当初の4月1日に遡

って幅広く、令和6年度に更新した人が対象に

なりますよということでもいいんじゃないか。

本当に300名という数が、期間を限定すること

によって対象者が限られてくるわけですから。

そういうことを私は考えるべきじゃないかと思

っているんだけれども、その辺はどうですか。

【小宮国際観光振興室長】深堀委員のご指摘は、

私たちも議論を重ねてきました。ご指摘はごも

っともだと理解しています。

私たちが議論をする中で、やはりどこで線引

きをしても不平等になってしまうんですね。そ

れはわかります。今ご指摘がありました、10月
27日のフライト初日に合わせてそれ以降、では、

26日の人はどうなんだと議論をしました。今年

度の当初からというふうなご意見も今ありまし

たけれども、やはりこのパスポート助成を議会

で継続的にご議論いただく中で、パスポート助

成の議案の説明で一番最初に出たのが、議会運

営委員会での予算説明、それから議会開会日の

知事の説明等ございます。その中で、どこで線

を引くのが、不平等ながら一番皆さんの理解が

得られやすいのかという議論をして、今回、10
月27日というラインを一定目安として考えて

おります。もちろん、そこに固執する、拘ると

ころではないんですけれども、本分科会の中で、

こういう線引きの方がより理解が得やすい、平

等になるということであれば、それは私どもも

柔軟に対応を検討したいと考えております。

【深堀委員】確かにどこで線を引いても不平等

になる可能性は否めないとは思います。ただ、

一番すっきりした考え方は、やはりこの予算を

決定するのは委員会ではなくて本会議ですよね。

12月19日の本会議で決まる。だから、決まった

時点で当然正式に表明できるし、募集といいま

すか、決まったからこの期間なんですよという

言い方、それが一般的な話だと思うんです。

そうなれば募集期間も短いし、対象になる人

たちが限られてくるというデメリットが出てく

る。では、どうするかということで、10月27日
のソウル線という考え方も、もちろんわからな

くはないんだけれども、明確な年度当初にして

くださいという、これは私の勝手な個人の、一

委員としての話なので、そのあたりはよくよく

検討をいただいた上で決めていただきたいと申

し上げておきます。

政策監、何かありますか。何もないですか。

【村田文化観光国際部政策監】今、室長がご答

弁さしあげたとおりでございまして、私どもと

いたしましては、幾つか今回のキャンペーンを

考えた経緯というのがあって、その中で日程に
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つきましては、やはり今回は大韓航空の就航と

いうのを皆さんにも知っていただきたいという

部分もあって、10月27日で定めさせていただき

ました。

ご指摘がありますとおり、やっぱりいつに日

程を設定しても皆さんに平等にということには

ならないのかもしれませんけれども、そうした

ことで我々なりに関係者と協議を進めてこの日

を設定したわけでございます。

今、深堀委員からご指摘ございましたので、

我々としてもしっかり対応していきたいと考え

ております。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【大久保委員】 1点だけ確認をさせてください。

航空対策費の同じところでございますけれど

も、今回の大韓航空のソウル便就航ということ

で、このメニューをいただいたことはありがた

いなと思っておりますけれども、今の韓国の情

勢を見た時に、ちょっと不安定なところがあり

ます。心配するところが年明けもまだ続くんじ

ゃないかとした時に、例えば、予約してキャン

セルをこの期間中にした場合にどのように、こ

のパスポート取得は返還すべきなのか、そのま

まさしあげるのか、そこの判断は確認させてい

ただきたいと思います。

【小宮国際観光振興室長】キャンセルが発生す

るということは、実際にソウル線もしくは上海

線に搭乗されなかったということだろうと思い

ますので、今回の申請手続きには、長崎空港発

着のソウル線、上海線を利用するという条件が

ついてまいります。キャンセルが発生するとい

うことは飛行機に乗ってないということですの

で、申請には至らないという整理をいたしてお

ります。

【大久保委員】 承知しました。そこだけは、特

に今のこの情勢があるので、確実に確認できる

ように、まずお知らせをしていただいておいた

方がトラブルにならないのかなと思っておりま

すので。自分たちの都合でキャンセルしたんじ

ゃなくて、向こうの不安情勢が増したからキャ

ンセルしたんだという理由を述べてくる方もお

られるかと思うので、その辺はいかなる場合で

もとか明記しておく必要があるかなと思います

ので、よろしくお願いします。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【山本委員】 私も1点だけ関連でお伺いしたい

んですけれども、パスポートを新たに取得する、

それからアウトバウンドということで先ほど目

的がありましたけれども、今現在の長崎県のパ

スポートの保有率というのがどれくらいか、そ

れが全国や九州と比較してどういう状況にある

のかをまずお伺いします。

【小宮国際観光振興室長】本県のパスポートの

取得率は、令和5年の直近のデータで申し上げ

ますと9％でございます。

それから、全国平均で申し上げますと、全国

平均が17％、九州各県を福岡から順に申し上げ

ますと、福岡県が16％、お隣の佐賀県が11％、

本県が9％で、熊本県が11％、大分県が10％、

宮崎県が8％、鹿児島県が8％、沖縄県が15％、

このようになっております。

【山本委員】どうしても就航している路線とか

の関係もあると思うんですけれども。

それで、先ほどの話では、今回はこういう形

で300名やりますと。来年度以降も検討してい

きますという話だったんですけれども、このパ

スポートの保有率を上げていくというような目

標設定とか、そういったことは来年考えている

んでしょうか。

【小宮国際観光振興室長】具体的な保有率の数
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値目標等は定めておりません。しかし、コロナ

前に本県も14％程度保有率があったという過

去の実例がございますので、目指すところの数

値というのは一定目標を置きながら取り組んで

まいりたいとは思いますけれども、特にパスポ

ートの保有率を何％に上げるというところに固

執するわけではなく、一度パスポートを取った

方が、繰り返しリピートで上海、ソウルにお出

かけいただくというところも大変重要になって

くると思います。

また、先ほど外間委員のご質問にもありまし

たように、やはり韓国ソウルというのは、仁川

も含めてですけれども、若い世代から年配の方

まで、幅広い年齢層に人気の観光スポットでご

ざいますので、例えば我々30代、40代、50代の

方がご両親を誘ってソウルに出かけるとか、ま

たはこれを契機に自分たちの子どもをソウル、

上海にファミリーでお出かけいただくと、そう

いったことも念頭に入れて、このパスポートの

助成事業を検討しましたので、特段、パスポー

トの保有率に拘って事業を展開するということ

は今考えておりません。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第93号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、第93号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定されました。

【千住委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

文化観光国際部においては、委員会付託議案

がないことから、所管事務についての説明を受

けた後、陳情審査及び議案外の所管事務一般に

ついて質問を行います。

まず、文化観光国際部長より、所管事項の説

明を求めます。

【伊達文化観光国際部長】文化観光国際部「観

光生活建設委員会関係説明資料」をお開き願い

ます。今回は、観光生活建設委員会関係説明資

料当初版のほか、追加1、追加2もお配りしてお

ります。当初版の2ページをお開き願います。

議案外の主な所管事項についてご説明いたし

ます。

（文化の振興について）

県内最大の美術公募展である県展については、

9月に開幕し、長崎県美術館や佐世保市博物館

島瀬美術センター、諫早市美術・歴史館におい

て、応募作品1,303点の中から選抜された入賞・

入選作品を展示いたしました。また、11月から

12月にかけては、五島市と大村市において、移

動展を開催したところであります。

県展終了後は、県庁舎や県警本部庁舎に作品

の一部を展示することとしており、今後とも、

県民の皆様から親しまれる県展となるよう努め

るとともに、より多くの県民の皆様に文化芸術

を身近に楽しんでいただけるよう地域文化の振

興に取り組んでまいります。

世界文化遺産の保存活用については記載のと

おりでございます。
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（ながさきピース文化祭2025について）

「ながさきピース文化祭2025」については、

来年9月の開催まで9か月余りとなりました。県

や市町、関係団体が一丸となり準備を進めてお

ります。

去る11月24日には、今年度開催県である岐阜

県の「『清流の国ぎふ』2024」の閉会式におい

て、知事が大会旗の引継ぎを受けるとともに、

本県のPR映像の放映や龍踊を披露するなど、本

県の魅力を発信してまいりました。

また、ピース文化祭プレイベントとして、11
月20日には、長崎駅かもめ広場において「文化

芸術ユニバーサルツーリズムプロジェクト」を

開催し、知的障害者のプロ和太鼓集団である「瑞

宝太鼓」の演技や、障害者アートの展示などを

行い、30日には、「文化をみんなにミーティン

グ in かもめ広場」を開催し、音楽やダンスの

ほか、本県の伝統芸能「皿山の人形浄瑠璃」の

上演により、多くの方に本県の文化を堪能いた

だいたところであります。

県といたしましては、こうしたプレイベント

の実施のほか、新たに就任いただいたアンバサ

ダーや、11月3日から公募を開始した県民参加

型広報ボランティア「ながピーフレンズ」の活

動等を通じて機運醸成や広報啓発を進めてまい

ります。

（観光の振興について）

令和6年7月から9月までの主要宿泊施設の延

べ宿泊客数は、7月から8月にかけて開催された

北部九州総体や、9月下旬に開催された日本ス

ポーツマスターズの効果などにより、前年同期

と比べ4.9％の増加となっております。

このような中、本年11月から来年2月末まで、

県内5か所に設置した「ポケふた」を巡りなが

ら、長崎の観光を楽しめるスタンプラリー「な

がさき照らす旅」を開催しており、11月4日に

は県庁エントランスにてスタンプラリー発表会

を行ったところであります。この発表会には、

県外のポケモンファンもお越しいただくなど、

全国に向けた情報発信にもつながったものと考

えております。引き続き「ながさき未来応援ポ

ケモン」デンリュウを活用した効果的なPRに取

り組み、県内の誘客と周遊の促進に努めてまい

ります。

県内の高校2年生を主な対象とした「観光の

『ミライ☆ニナイ』塾」については、「より宿

泊業への理解が深まった」というこれまでの参

加者の声を踏まえ、座学中心から「座談会」や

「業務体験」へ変更し、10月から12月まで計3
回、開催することとしております。

今後も、「観光の『ミライ☆ニナイ』塾」を

通して、観光業界で働く魅力などを伝え、本県

観光を担う人材の育成・確保に努めてまいりま

す。

また、本県独自のホテルスタッフスキルの認

定制度である「長崎コンシェルジュ」について

は、これまでに累計76名の認定者を輩出してお

り、来年2月の第8回となる認定試験に向けてス

キルアップを図るため、10月から12月まで計3
回の勉強会を実施することとしております。ま

た、この勉強会に加え、観光関係事業者を対象

としたセミナーを開催することとしており、観

光関係事業者間の情報交換や交流を通して、業

界内の相互理解と事業者同士の連携を促してい

くこととしております。引き続き、本県ならで

はの価値や魅力を伝えることができる人材を育

成することで、質の高いサービスの提供を行い、

観光客の満足度や再来訪、周遊促進につなげ、

観光消費のさらなる拡大を図ってまいります。

（インバウンドの推進について）
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インバウンドについては、本県の認知度向上

と更なる需要回復を図るため、海外向けのプロ

モーションを積極的に展開しており、11月には

台北市で開催された台湾最大の国際旅行博や英

国ロンドンで開催された欧州最大級の観光展に

ブース出展し、誘客に向けた情報発信を行った

ほか、現地旅行会社との商談会において、旅行

商品造成に向けたセールスを実施してまいりま

した。

また、地元市町や関係事業者等と連携し、飲

食店等のメニュー多言語化などの受入環境整備

や個人旅行化の一層の進展を見据えたSNS等
による継続的な情報発信に取り組んでおります。

クルーズについては、今年の入港数が、10月
末までに217回と、昨年の入港実績である133
回を大きく上回っており、順調に回復しており

ますが、更なる入港拡大に向けて、9月には東

京で開催された日本最大級の旅行博「ツーリズ

ムEXPOジャパン」に出展し、船会社や旅行会

社等に対し本県の魅力についてPRするなど、積

極的な誘致活動に取り組んでおります。

引き続き、SNS等を活用した本県ならではの

情報発信や、国際旅行博へのブース出展、観光

商談会の開催をはじめ、旅行会社や船会社への

セールスなど現地での積極的なプロモーション

を展開し、本県の認知度向上と誘客拡大を図っ

てまいります。

（国際航空路線の運航について）

韓国との国際航空路線につきましては、去る

10月27日に大韓航空による長崎～ソウル線が

週4便で運航再開し、当日は長崎空港において、

知事をはじめ、徳永県議会議長や大韓航空、関

係機関の皆様とともに運航再開記念セレモニー

を開催いたしました。

10月28日には、ソウル特別市において大韓航

空や旅行会社、県内の経済団体等が参加する、

長崎～ソウル線運航再開記念レセプションを開

催するとともに、ソウル線の利用促進に向け、

現地旅行会社等を対象とした観光説明会や商談

会を開催したところであります。

また、ソウル線に加えまして、このたび、韓

国・全羅南道の務安国際空港と長崎空港を結ぶ

チャーター便が、12月10日から令和7年3月29
日までチェジュ航空により週3便で48往復され

ることが決定したところでございます。

引き続き、国際航空路線の安定運航に向けた

利用促進や更なる国際航空路線の誘致に取り組

んでまいります。

（県産品のブランドと販路拡大について）

首都圏における情報発信拠点「日本橋長崎館」

では、店舗への誘客促進を図るため、11月から

長崎県・端島が舞台となっているTBS系日曜劇

場「海に眠るダイヤモンド」の店外装飾やイベ

ントスペースを利用した軍艦島関連商品の販売

及び映像放映を実施したところであります。

「食」の魅力発信については、10月に都内で

県外の料理人等14名が参加する食材勉強会を

開催するとともに、10月及び11月には、中国料

理やイタリア料理の県外料理人等9名の方に生

産者等の食材を提案する産地視察を実施しまし

た。また、長崎県食の総合ポータルサイト「な

がおし」において、長崎県産品応援店HPの統合

や「美食と絶景の街、長崎。」の魅力を伝える

動画を公開したほか、県産酒の魅力を全国の酒

マニアや酒ファンに届けるため、酒蔵のこだわ

りやストーリー等を10月から動画配信してお

ります。

県産品の輸出促進については、去る9月27日
から17日間、台湾のSOGO百貨店においてカス

テラや蒲鉾などの県産品の試食販売を行う「長
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崎フェア」を実施したほか、新たな商流の構築

や県産品の認知度向上を図るため、現地との結

びつきが強い商社等と連携し、10月にメルボル

ンにおいて現地のソムリエなど飲食店関係者向

けに県産酒の試飲商談会を開催したところであ

ります。

今後も市町や生産者団体等と協議しながら、

県産品のブランド化の推進や販路拡大に努めて

まいります。

（アメリカとの交流促進について）

去る10月30日から11月4日まで、知事をはじ

め、徳永県議会議長、県議会議員の皆様ととも

に、アメリカ合衆国カリフォルニア州を訪問い

たしました。

今回の訪問では、南カリフォルニアの県人会

組織である「LA Nagasaki-kai」の創立35周
年記念行事に参加し、本県出身者の皆様との交

流を深めてまいりました。

また、外務省の戦略的対外発信拠点であるジ

ャパンハウスロサンゼルスにおいて、本県の観

光と食の魅力のPRを行ったほか、サンフランシ

スコでは、現地の飲食店事業者や卸売業者など

をお招きし、長崎和牛や県産酒のプロモーショ

ンを実施いたしました。

今回の訪問を契機として、アメリカとの更な

る交流の拡大に努めてまいります。

ここで追加2をお開きいただき、2ページをご

覧願います。

（ベトナムとの交流促進について）

去る12月6日から7日にかけ、ベトナム社会主

義共和国のチャン・タイン・マン国会議長をは

じめとした訪問団が、参議院議長の招待に基づ

き、参議院の賓客として来日するにあたりベト

ナムとの歴史的なゆかりのある本県を訪問され

ました。

チャン・タイン・マン国会議長は、知事並び

に徳永県議会議長と面会され、本県主催の歓迎

夕食会に参加されたほか、長崎ベトナム友好協

会や在日ベトナム人コミュニティなどの関係団

体とも交流を深められました。

この訪問を機に、本県とベトナムとのさらな

る友好交流促進を図ってまいります。

ここで、当初版7ページへお戻りをお願いい

たします。

（平和行政の推進について）

核兵器を取り巻く国際情勢が厳しさを増す中、

長年にわたる核兵器のない世界の実現に向けた

多岐にわたる活動が評価され、日本原水爆被害

者団体協議会がノーベル平和賞を受賞されまし

た。

こうした中、去る11月23日から24日までの2
日間、平和団体や長崎市とともに、「地球市民

フェス2024」を6年ぶりに長崎市で開催しまし

た。

核兵器廃絶に向けた行動が世界へ広がること

が期待される中、より多くの皆様が平和に関わ

るきっかけとなるように、平和に関するトーク

セッションや音楽ライブ、マルシェなどを一体

的に開催し、被爆地長崎から核兵器廃絶の願い

を発信しました。

今後とも、被爆地の使命として、一日も早い

核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に努めてまい

ります。

（日本スポーツマスターズ2024長崎大会につ

いて）

本県初開催となりました日本スポーツマスタ

ーズ2024長崎大会は、高円宮妃殿下のご臨席を

賜り、全13競技に全国各地から1万人を超える

方々にご参加いただき、去る10月1日をもって、

盛況のうちに全日程を終了することができまし
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た。

これもひとえに、県議会をはじめ、市町や各

種競技団体の皆様の格別のご支援とご協力の賜

物であり、心から感謝申し上げます。

大会運営をはじめ、関係皆様による心のこも

ったおもてなしにより、本県を訪れていただい

た多くの方々の心に残る、魅力あふれる大会に

なったものと考えております。

県といたしましては、本大会の成果を受け継

ぎ、スポーツを通した交流人口の拡大や地域の

活性化に繋げてまいります。

スポーツの振興については、記載のとおりで

ございます。

ここで追加1をお開きいただき、2ページをご

覧願います。

（V・ファーレン長崎の2024シーズンについて）

J1リーグへの昇格を目指してJ2リーグ2024
シーズンを戦ってきましたV・ファーレン長崎

は、通算成績21勝12分け5敗、勝点75で、リー

グ3位の成績を収め、J1昇格を懸けたプレーオ

フに臨みましたが、残念ながら準決勝で敗れま

した。

結果として悲願のJ1昇格は叶いませんでし

たが、これまで大きな目標に向かって激しい戦

いを繰り広げてきた監督、選手、関係者の方々

のご努力に対して、深く敬意を表するものであ

ります。

地元プロスポーツクラブであるV・ファーレ

ン長崎の存在は、県民に夢や感動を与え、地域

の活性化に大きく寄与するものであり、県とし

ても、市町や関係者、県民の皆様と一体となっ

て、引き続き、しっかりと後押しをしてまいり

ます。

（令和7年度の主要施策について）

令和7年度の予算編成に向けて、「令和7年度

長崎県の主要施策（素案）」を策定いたしまし

た。これは、計画期間の最終年度を迎える長崎

県総合計画の総仕上げと、新しい長崎県づくり

のビジョンが目指す「未来大国」の実現に向け

て、令和7年度に重点的に取り組もうとする施

策について、新規事業を中心にお示ししたもの

であります。このうち、文化観光国際部の予算

編成における基本方針及び主要事業について、

ご説明いたします。

令和7年度は、「新しい長崎県づくりのビジ

ョン」の実現に向け、本県が持つ多様なコンテ

ンツの掘り起こし・磨き上げを進め、効果的な

プロモーションなどにより国内外から多くの方

に訪れていただくための施策に取り組んでまい

ります。

また、長崎県総合計画の最終年度にあたるこ

とから、魅力ある観光まちづくりの推進や、ア

ジアをはじめとした海外活力の取り込み、県産

品のブランド化と販路拡大に加え、文化・スポ

ーツによる地域活性化、国際交流と平和発信を

一層推進してまいります。

主な事業としましては、1、国内外からの観

光客や観光消費額の拡大を図っていくため、個

人の嗜好の多様化に対応した観光コンテンツづ

くりや、ターゲットを絞った効果的なプロモー

ション等を推進するとともに、国際航空路線の

誘致等に取り組みます。

2、県産品のブランド化と販路拡大を図るた

め、長崎県産品の魅力発信のための仕掛けづく

りや、デジタルマーケティングを活用したプラ

ットフォームの構築等に取り組みます。

3、ながさきピース文化祭2025やツール・ド・

九州2025の開催に取り組みます。

4、世界遺産や日本遺産をはじめとする多様

で魅力ある地域資源の価値を積極的に発信し、
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歴史文化やスポーツを活かした交流促進等に取

り組みます。

5、被爆80年にあたり、被爆の実相の継承及

び平和の発信等に取り組みます。

なお、令和7年度当初予算に係る予算要求状

況につきましても、併せて公表を行ったところ

であります。

これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分踏まえながら、予算編成の中

で更に検討を加えてまいりたいと考えておりま

す。

ここで当初版9ページへお戻り願います。

（「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」等の進捗状況について）

令和3年度から令和7年度の5年間を計画期間

とする「長崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ

2025」に掲げる令和5年度末における施策の進

捗状況について、施策体系を共通化し一体的推

進を図っている「第2期長崎県まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」の関連施策も含め、総合計

画の一部見直しに伴う指標改定の内容を反映の

うえ、評価・分析を行ったところであり、文化

観光国際部関係部分については、配付している

資料のとおりであります。

総合計画の施策及び事業群の指標である26
項目のうち、目標値を設定していないものや実

績値が把握できないもの等を除いた25項目の

令和5年度の進捗状況は、最終目標を既に達成

したもの及び令和5年度の目標値を達成したも

のが5項目、令和5年度の目標を達成していない

ものの、改善傾向にあるものが7項目、令和5年
度の目標値を達成しておらず、進捗に遅れが見

られるものが13項目となっております。

次に、「第2期長崎県まち・ひと・しごと創

生総合戦略」に掲げるKPIである17項目の令和

5年度の進捗状況は、最終目標を既に達成した

もの及び令和5年度の目標値を達成したものが

3項目、令和5年度の目標を達成していないもの

の、改善傾向にあるものが5項目、令和5年度の

目標値を達成しておらず、進捗に遅れが見られ

るものが9項目となっております。

各計画とも、今回の評価・分析の結果を踏ま

え、取組の充実・強化を図りながら、最終目標

の達成に向けて、施策の推進に努めてまいりま

す。

（事務事業評価の実施について）

本年度の事業評価において、事務事業評価、

指定管理者制度導入施設の評価及び長崎県政策

評価委員会による外部評価を実施いたしました。

文化観光国際部関係部分については、お配りし

ている資料のとおりであります。

事務事業評価については、75件の事業群評価

調書により、63件の事業を評価いたしましたが、

そのうち55件の事業について、令和7年度に向

けて、「拡充」「改善」「統合」「廃止」のい

ずれかの見直しを検討いたしております。

なお、事務事業評価等の結果については、ホ

ームページ等を通し、県民の皆様にも広く公表

いたしております。

今後、県議会における議論を踏まえながら、

さらなる事業等の見直しなどを実施してまいり

ます。

以上をもちまして、文化観光国際部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明を求めます。

【園田文化振興・世界遺産課長】「政策等決定
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過程の透明性等の確保及び県議会・議員との協

議等の拡充に関する決議」に基づきまして、本

委員会に提出いたしました文化観光国際部関係

の資料についてご説明申し上げます。

お手元の観光生活建設委員会提出資料の2ペ
ージをお開きください。

補助金の内示について、県が箇所付けを行っ

て実施する個別事業に関し、市町及び直接・間

接の補助事業者に対し内示を行った補助金につ

きまして、令和6年9月から10月までの実績を記

載しております。

今回は、間接補助金で長崎県文化芸術活動ブ

ラッシュアップ事業補助金の計2件でございま

す。

次に、3ページをお開きください。

令和6年9月から10月の期間に行われた陳

情・要望に対する対応状況について、11ページ

までに記載しております。

次に、12ページをお開きください。

附属機関等の会議結果について、令和6年9月
から10月までの実績といたしまして、長崎県ス

ポーツ推進審議会が開催され、その概要を13ペ
ージに記載しております。

なお、1,000万円以上の契約状況に係る参考資

料といたしまして、土木部営繕課で実施してい

る集中契約のうち、文化観光国際部関係の契約

1件について記載したものを別紙で配付させて

いただいております。

以上でございます。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住委員長】次に、観光振興課長より補足説

明を求めます。

【長野観光振興課長】観光生活建設委員会補足

説明資料、横長の資料になります。ファイルの

名前といたしましては、「委員会補足説明 議

案外」というファイルをご覧願います。

まず、3ページ、表題でございますが、表題

にも記載しておりますとおり、長崎県観光振興

基本計画に掲げる事項の実施状況につきまして

は、県の観光振興条例第11条に基づき、計画に

掲げる目標や基本的な事項の状況について、知

事が毎年議会に報告することになっております。

その内容について取りまとめを行っているとこ

ろでございます。

それでは、内容についてご説明を申し上げま

す。4ページをお開き願います。

まずは、本計画の概要でございます。本計画

は令和3年度から令和7年度までの5か年の計画

となっております。現在、4年目を迎えており

まして、資料左下に記載しておりますけれども、

観光消費額を基本目標といたしまして、令和7
年度までに4,137億円まで引き上げることとし

ております。そのために必要な観光客のリピー

ター率や延べ宿泊者数など、6つの事業評価指

標について、それぞれ目標を定めているところ

でございます。これらの数値目標達成のために、

この資料の中段から記載しております5つの柱

に沿った施策を現在展開しているところでござ

います。

5ページをご覧願います。

観光振興基本計画に掲げます主な実績数値の

推移を記載しております。令和5年度の状況で

ございますけれども、新型コロナウイルス感染

症の5類感染症移行による行動制限の解除や、

訪日客を対象とした水際対策措置の終了等によ

り、旅行需要は大幅に回復したところでござい

ます。

その結果といたしまして、前年に比べまして

観光消費総額につきましては29.4％増の3,535
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億円、延べ宿泊者数につきましては15.9％増の

732万人となっております。

一方、下段のリピーター率でございますけれ

ども、前年に比べまして4.4％増の62.8％と回復

しておりますけれども、九州平均の69.0％を現

在も下回っているという状況でございまして、

リピーター率の増加というのが課題になってい

るところでございます。

6ページをご覧願います。

6ページにつきましては、本県のクルーズ船

の入港数の推移と国際航空路線の状況について

記載をさせていただいております。令和5年3月
から国際クルーズ船の受入れを再開いたしまし

て、令和5年は合計133隻の国内外のクルーズ船

を受け入れております。令和元年の272隻と比

べますと、約5割の回復率となっております。

また、国際航空路線につきましては、これま

で航空機誘導等を行うグランドハンドリングの

人員不足など、受入体制の整備といったところ

に問題がございましたけれども、関係機関との

協議によりまして、令和5年にその体制が一部

整ったことから、同年10月には上海線が運航再

開、さらに航空会社等に対するトップセールス

等によりまして、令和6年10月からは、ご承知

のとおりソウル線が運航再開となっております。

資料右下に記載しております令和5年の定期便

利用者数は、3,809人となっております。

7ページをご覧願います。

令和5年に実施いたしました主な事業の実施

状況と今後の方向性について、柱ごとに分けて

ご説明を申し上げます。

まず、7ページに書いておりますのは、滞在

型コンテンツの充実等による観光まちづくりの

推進というものでございます。「みんなで磨く！

観光まちづくり推進事業費」と、中段の「しま

旅グレードアップ事業費」につきましては、い

ずれも観光客の満足度を高め、再び訪れたいと

思われる魅力ある観光地を創出していこうとい

うことで、地域が主体となって取り組む観光コ

ンテンツづくりを支援していくというものでご

ざいます。

令和5年度の主な取組事例については、下段

に記載のとおりとなっております。引き続き、

地域が主体となった観光まちづくりの取組を増

やしていくということを目指し、県の各地区担

当が各地域にも入り込みながら、観光の専門家

の意見も取り入れ、地域と一緒になって持続可

能な観光まちづくりの取組につなげていきたい

と考えております。

8ページをご覧願います。

2つ目の柱でございます。訪れる人に期待以

上の満足を感じさせる「おもてなし」力の向上

についてでございます。

まず、ユニバーサルツーリズム受入体制整備

促進事業費についてでございます。こちらにつ

きましては、高齢者や障害のある方など、全て

の方が楽しめるユニバーサルツーリズムの促進、

誘客拡大を図っていこうということで、相談窓

口ですとか、車いすの貸し出しといったワンス

トップの窓口として民間団体が開設しておりま

す長崎ユニバーサルツーリズムセンターの運営

等に関する支援を行っているところでございま

す。現在、センターの相談件数につきましては

増加傾向にございます。認知度も着実に高まっ

ていると認識しております。今後は、さらなる

サービスの向上による業務の効率化、あるいは

SNSを活用した情報発信の強化などに取り組

みながら、観光ニーズを分析し、必要とされる

センター機能の強化等を検討していきたいと考

えております。
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中段の「長崎コンシェルジュ」推進事業費に

ついてでございます。長崎ならではの魅力を伝

えます長崎コンシェルジュの制度の周知、認定

を行うということに取り組んでまいりました。

今後は認定者がいない地域、こちらの方にも宿

泊施設訪問等を通じて、新たな認定者の増加に

引き続き取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

観光の「ミライ☆ニナイ」手育成事業費でご

ざいます。こちらは、特に宿泊業の人材不足が

課題になっておりまして、県内の高校2年生や

留学生に向けまして講座を開設して、就職促進

や離職防止を図っていこうというものでござい

ます。こちらも引き続き、情報発信強化にも取

り組みながら、人材育成・確保に取り組んでま

いりたいと考えているところでございます。

続きまして9ページをご覧願います。

3つ目の柱でございます安全・安心対策や観

光産業の高付加価値化の推進についてでござい

ます。こちらにつきましては、「長崎の宿」品

質・おもてなし向上事業費ということで、安定

した受入態勢を整えていこうということで、宿

泊事業者などを対象とした様々なセミナーを実

施しております。今後も引き続き、より効果的

な事業を検証しながら、取組を検討してまいり

たいと考えております。

下段4つ目の柱でございます、観光客のニー

ズやターゲットに応じた訴求力のある情報発信

と周遊観光の促進ということでございます。こ

ちらにつきましては、観光DX・プロモーション

事業費ということで、現在、人流データ等のグ

ラフ化・分析が可能となる長崎観光データベー

スを構築しておりまして、市町、県観光連盟会

員等に公開をしているところでございます。デ

ータ分析の結果に基づきまして、観光客が伸び

悩む地域を対象としてターゲットを絞って、特

定のプロモーションについて実施してまいりま

した。今後も市町と連携を深めながら、効果的

なプロモーションを実施してまいりたいと考え

ております。

10ページをご覧願います。

5つ目の柱でございます。こちらの環境変化

や市場動向を踏まえたインバウント観光の推進

ということでございます。インバウンドプロモ

ーション強化事業費では、福岡空港国際線を利

用する訪日外国人を対象に、本県への誘客プロ

モーションを実施したほか、県内4地域のアド

ベンチャーツーリズムについて、世界的商談会

に出展、世界各国のメディア、旅行会社等にPR
を実施したところでございます。今後も、コロ

ナ後の旅の価値観の変化を踏まえ、特に需要が

見込まれる欧米豪などの市場において情報発信

を強化し、積極的にプロモーションに取り組ん

でまいりたいと考えております。

以上で説明を終わります。

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

【千住委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、質問がないようです

ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な
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どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

【中島委員】補助金内示一覧表について質問さ

せていただきます。

2件ございまして、間接補助対象者というこ

とで吉井地区の文化財保存連絡会と木場保存会

の2か所に県内示額が150万円ということでつ

いておりますが、両会に対する事業の支援とい

うことですけれども、この事業規模は、おのお

のどの程度の事業規模に対しての内示額なのか

お知らせください。

【小栁ながさきピース文化祭課企画監】ブラッ

シュアップ補助金のご質問ということと思いま

す。今回のブラッシュアップ事業補助金につき

ましては、令和4年度から国文祭に向けまして

事業を磨き上げていくという事業でございます。

補助率が2分の1ということになっておりま

して、今回、両方とも満額というところになっ

ております。

事業規模につきましては、およそ300万円ほ

どの事業費ということになっております。

【中島委員】 おのおの300万円に対しての150
万円ということですね。わかりました。

以上です。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【田中委員】 アルカスSASEBOの関係でお聞

きしておきたいんだけれども、文化振興・世界

遺産課。営繕課で今回、契約を実施をしている

わけね。令和6年10月23日、5,664万円の契約を

されているわけだけれども、これはこれとして、

アルカスSASEBOはもう30年近くなるわけ。県

と市の営繕の費用負担の方程式が若干曖昧なと

ころがずっとあったわけ、どこまで県が負担す

るかというのがね。だから、そこの県と市の負

担の営繕関係の方程式の考え方。

それから、もう相当補修費用をかけてきたと

思う。補修費用が、もう4～5億円ぐらいかかっ

ているのかな。そこら辺の問題と、ほかに要望

が出ているのかどうか、佐世保市の関係でのア

ルカスSASEBO、ちょっと聞かせてください。

【園田文化振興・世界遺産課長】 アルカス

SASEBOが建設して23年ほどになります。田中

委員がおっしゃったように、やはり老朽化も進

んでいる部分がございます。今回の営繕課の契

約の部分につきましては、床工事ということで

床の張替えの部分で、県の占有部分と県・市の

共有部分ということでやっております。

【千住委員長】 休憩します。

― 午前１１時１２分 休憩 ―

― 午前１１時１３分 再開 ―

【千住委員長】 再開します。

【園田文化振興・世界遺産課長】 アルカス

SASEBOの県と市の負担割合につきましては、

県が82.22％、市が17.78％ということで、県の

施設については県が負担して、市の施設につい

ては市の負担、そして、共有部分の案分につい

ては、先ほど申したような負担割合ということ

で決めております。

【千住委員長】ほかに要望が出ていますかとい

うことは。

【園田文化振興・世界遺産課長】要望というの

は、特に出てはおりませんけれども、来年がピ

ース文化祭になりますので、大きな改修はでき

ないですけれども、令和8年以降でどのような

改修をしていくかということで、今、佐世保市

とアルカスSASEBOと県で協議をさせていた

だいております。

【田中委員】私も正確じゃなかったんだけれど

も、できてからまだ23年ぐらいなのかね。
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新幹線の関係の代替措置でもあったわけ、県

と市、武道館とアルカスSASEBOは。だから、

若干県と市の役割分担、それから、造る時にも

県から金を入れてもらったけれども、あとの補

修の関係が曖昧な感じでね、いろいろ話し合い

がなされたと思うんだけれども。総トータルで

はどのくらい投入したかというのは後で聞くに

しても、やっぱり古くなってきたのは事実なの

で、いろいろな要望が出てくると思うけれども、

ひとつよろしくお願いしますというのが趣旨だ

けれどもね。

もう一つだけ、佐世保市の木場浮立に150万
円の支出がなされている。これは間接なので市

を経由していくんだろうけれども、従来ずっと

教育委員会の方に要望していた項目ですよ、木

場浮立の150万円はね。何か形として出せない

かと。これも佐世保市が防衛予算で伝統産業会

館というのを造った、木場浮立に。伝産会館と

いう感じで呼んでいたけれどもね。それはもう

かれこれ45年はたっていると思う。いろいろな

補修の要望を教育委員会に3～4年前出してい

たのが、ようやくこういう形で実現したかなと

思ってね。150万円にしたってありがたい話な

ので、どういう過程で150万円出るようになっ

たのかだけ聞かせてください。

【小栁ながさきピース文化祭課企画監】木場浮

立の関係で、こちらはブラッシュアップ事業の

補助金でございますので、私の方で回答をさし

あげたいと思います。

もともと、国文祭に向けて事業をやっていく

ということで佐世保市とはずっとお話をさせて

いただいているところでございました。その中

で、文化祭でどうしてもこういったものを発表

したいと。映像を作りたいというお話がござい

まして、そうであれば、ぜひ早めに手をつけて

いただいて、来年、発表の機会を国文祭の方で

設けていただきたいということでこの事業を今

年度出していただいたという次第でございます。

【田中委員】木場浮立関係を維持していくのも

大変と言えば大変なのよね、年に1回発表会み

たいな形でやっているんだけれどもね。それに

対して、人材も不足してきて、これは教育委員

会にお願いして、子どもたちに教育の一環とし

てもやってもらえるような流れをつくらせても

らったし、機器のいろいろなものも古くなった

のでということで、10年ぐらい前には、多分あ

の当時、親和銀行のこういう基金を使って若干

やった記憶があるんだけれども、今回、改めて

150万円が出ているので、間接補助ということ

なので、佐世保市がそれにもう少し膨らませて

やってくれるんだろうけれども、ありがとうと

いうことで終わりたいと思います。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般についてご質問はあ

りませんか。

【田中委員】クルーズ船の入港数にちょっと関

心があるけれども、クルーズ船が再開してきた

ということで数字で出ているけれども、これは

県下、長崎港、佐世保港、浦頭港、3つのトー

タルでこういう資料ができているのかどうか。

佐世保の港が、港長が佐世保市長なので、県が

若干関与しないようなところも出てくるんだけ

れども、県がやる以上は、長崎、佐世保、浦頭、

平等にある程度クルーズ船の入港に関する誘致

はやってほしいなという要望を持っているんで

すが、実態を聞かせてください。

【小宮国際観光振興室長】今回、ご報告してお

ります入港・寄港数でございますが、これは長
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崎港、それから佐世保港、県下の離島・半島地

域にあります港に入る寄港数合計の数字でござ

います。

【田中委員】具体的にわかれば教えてください。

長崎港、佐世保港、浦頭港。

【小宮国際観光振興室長】 現在、11月末まで

の取りまとめで申し上げます。

長崎港が151、佐世保港が67、この67のうち、

内訳で申し上げますと、三浦岸壁が61、浦頭が

6、五島の福江港2、新上五島町青方港7、壱岐

市郷ノ浦港ほか2、対馬厳原港ほか2、以上でご

ざいます。

【田中委員】概略わかりました。理解しました

が、要望的にお願いしたいのは、佐世保港は佐

世保市が大体関与するんだろうけれども、三浦

と浦頭の関係が私も若干わからないところがあ

る。せっかく浦頭にあれだけの施設を造って、

まだ6回なのか。あの浦頭は何回も行ったこと

があるけれども、港そのものが、昔、県が関与

した関係もあるのでね。あの浦頭の港を造らせ

たのは県ですよ。これはハウステンボスの前身

の針尾工業団地の積出港として浦頭を造れとい

う指示が県からあって佐世保市が造ったけれど

も、半ばで完成してなかった。工業団地ももち

ろんできなくてハウステンボスになったのでね。

それがようやくこういう形で寄与するようにな

ったわけで、私の考え方からすると、県も佐世

保の三浦は別だけれども、浦頭に関しては頭に

入れて協力をしてほしいなと。なぜならば、こ

の港そのものは県が関与して造らせた港という

ことなので、港長の関係がある。長崎港は知事、

佐世保港は市長の関係はあるけれども、ぜひ平

等にとは言わんけれども、頭に入れて誘致にも

協力してほしいという要望を述べさせていただ

いて終わります。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【本多委員】補足説明資料の中で、リピート率

の話が取り上げられております。5ページです

けれども、「九州平均の69.0％を下回っており、

リピーター率の増加が依然として課題となって

いる」とあるんですが、これは九州内で各県が

どれくらいという数字はあるんでしょうか。

【長野観光振興課長】申し訳ございません。実

は九州平均については公表させていただいてい

るんですけれども、各県の数字は、公表ができ

ないことになっております。ですので、九州平

均だけご提示をさせていただいております。申

し訳ございません。

【本多委員】 今、お尋ねしたのは、多分高いと

ころもあり、低いところもあるから平均が出て、

長崎はその中でも低いということだと思うんで

すけれども、高いところと長崎の差は一体どう

いったものなのかというのを知りたくて質問し

ました。

九州の中では、長崎は観光資源にあふれてい

る街だとは思っているんですけれども、その割

にリピート率が低い。その理由、原因というも

のは何かあるんですか。

【長野観光振興課長】リピーター率でございま

すけれども、これは大手旅行会社による調査の

結果を活用させていただいております。

内容的にはあまり詳しくお話できる部分とで

きない部分がありますけれども、本県は九州各

県と比べまして、その統計によるとおいしい食

べ物やホスピタリティというところが、やはり

低い数字がちょっと出ているというのが気がか

りなところでございます。

ただ、21市町ございますので、詳細な分析が

当然必要になってまいります。離島地域と本土

地域の長崎、佐世保の地域ではそれぞれ異なっ
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てくるところでございますので、そこは今後し

っかり数字を見ていきたいと思っております。

あと気がかりなのは、一度行けば満足で、2
回目というのがどうなのかといったところがリ

ピーター率に表れているのかなといった部分が

ございますので、我々は引き続き、そういった

地域の魅力の磨き上げといったものがどういっ

た方に届いているのかといったものは今後しっ

かりと分析しながらやっていく必要があるかと

認識しております。

【本多委員】先ほどお話の中であった、県内で

も地域ごとに差があるんじゃないのかというお

話ですが、今、その数字というのはわかるんで

すか。

【長野観光振興課長】今回の結果の詳細な資料

については、まだいただいておりません。今後、

しっかりとそこの内容については確認したいと

思っております。

【本多委員】私の周りの友人とかの感想になる

ので、これが全てではないとは思うんですけれ

ども、友人に長崎に来てもらうことがあります。

積極的に来てもらうようにしているんですけれ

ども、来た友人が、やっぱりあんまりリピート

しなさそうな感じですね。

それで、私が感じているのは、この前のペー

ジ、4ページの観光振興の5つの柱の2番目、お

もてなし力の向上とあるんですが、長崎のお店

でそれを意識していらっしゃる店舗、それは宿

泊業であれ飲食業であれ、ちょっと意識が低い

なというのを率直に感じております。この中に

総おもてなし運動の裾野の拡大というのがある

んですが、どういった取組をなされているのか

を教えてください。

【長野観光振興課長】大きな取組の一つといた

しましては、私の名札にもつけておりますよう

なおもてなしのバッジをつけて、皆さんがこの

バッジをつけることによっていろんなお客様か

ら見ていただいているというのを認識しながら

しっかりと対応していくといったような運動、

こちらを繰り広げているというのがまず一点で

ございます。

具体的には、宿・おもてなし事業という中身

にもございましたけれども、業界の方に集まっ

ていただいて、そういったセミナーを開催して、

どういったことに取り組んでいくのかというの

を学んでいただく。今年度は、少しそこをブラ

ッシュアップしまして、いろんな業界の方と一

緒になって議論を進めるというようなワークシ

ョップ形式でこれをやってみようという新たな

試みをしております。いろんなものを取り入れ

ながら、皆さんで議論、検討を重ねていくとい

ったところが今の取組の内容となっております。

【本多委員】長崎が観光県であって、観光で成

り立っているとは、皆さんおっしゃって、県民

の皆さんも多分そういった意識は、表面上とい

うか、あられると思うんですけれども、観光で

成り立っているということは、言葉があんまり

上品じゃないかもしれないですけれども、お客

様の財布で生活しているわけですから、その意

識をしっかりと醸成して、長崎に行って気持ち

よかったなというお客様を増やすこともリピー

ター率の向上につながるのではないかと思って

おりますので、先ほどセミナー等いろいろお取

り組みをなされているということですけれども、

本当に県民全体に裾野を広く広げていけるよう

に取り組んでいただけたらと思います。

以上です。

【千住委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【深堀委員】 V・ファーレン長崎の件でお尋ね

をしたいと思います。
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残念ながらJ1には昇格できなかったわけで

すけれども、スタジアムシティができて、まだ

期間はそう長くはないんですけれども、相手チ

ームのサポーターの入り具合というのがどうい

うふうに変化してきているのか。スタジアムシ

ティの効果を含めて、そのあたりがどうなのか

というのをお尋ねしたいと思います。

【川瀬スポーツ振興課長】委員からお話があり

したように、V・ファーレン長崎についてはJ2
リーグ3位で終了し、来シーズンのJ1昇格はか

なわなかったところです。

今シーズンについては、V・ファーレン長崎

の本拠地はもともとあったトランス・コスモス

スタジアムからスタジアムシティ、ピーススタ

ジアムに本拠地が移転したところです。

観客数を申しますと、今シーズンの観客数に

ついてはV・ファーレン長崎9,814人ということ

で、J2リーグ20チーム中6位という状況でした。

その内訳、トランス・コスモススタジアムとピ

ーススタジアムの比較をしますと、トランス・

コスモススタジアムについては約8,000人の観

客がいたところです。スタジアムシティに移動

しまして、スタジアムシティ3試合の平均数で

すけれども、約1万9,000人ということで、約1
万1,000人の観客数の増があったところです。

委員からお話があったアウェーサポーターの

数字については、これがしっかりした把握が

V・ファーレン長崎の方も難しいという状況は

あるんですけれども、V・ファーレン長崎から

聞いた数字としましては、トランス・コスモス

スタジアムの時はアウェーサポーターの平均人

数は200人。その200人が、今回スタジアムシテ

ィに移行して、3試合の平均ですけれども、約

2,000人ということで、10倍に膨れ上がってい

るという状況でございます。

当然、スタジアムシティができた、V・ファ

ーレン長崎の本拠地が移転するということは、

アウェーサポーター、チームもよく知っておら

れますので、これを機にスタジアムシティに行

きたいというサポーターがかなり増えたものと

思うんですけれども、来シーズン以降もその効

果は引き続き持続すると思っておりますし、そ

れを県として後押しをしていく必要があるなと

思っているところです。

【深堀委員】まだ期間が短いのであれですけれ

ども、それでも状況が、今あったように大幅に

増えているということです。特に特筆すべきは、

アウェーサポーターの方々がある意味10倍ぐ

らいに増えているということですよね。

前回の委員会でも少し話をしましたけれども、

いかにしてアウェーサポーターの方に長崎に来

てもらうのかという話の中で、昨年までは長崎

県のブースをアウェーに行った時に出して、今

年度からそれをやめていますよね。せっかく今、

V・ファーレン長崎の、スタジアムシティの効

果ももちろんあって広がってきている中で、来

年度に向けてそこをアウェーの方にどれだけ、

スタジアムシティはすばらしいですよという

PRも兼ねて来てもらうかというのは、よくよく

考えて施策を打っていかないといけないと思う

んですよね。今年度は、V・ファーレン長崎と

相手クラブとの連携の上、クラブSNS等を活用

して云々ということでやっていらっしゃるんで

すけれども、もう少し強化をしていくべきじゃ

ないかと今の状況を踏まえて思っているんです

けれども、その辺はどうですか。

【川瀬スポーツ振興課長】今、委員からお話が

ありましたように、アウェーサポーターについ

ては、アウェーチームのSNSを我々活用させて

いただいて、相手チームの了解のもと、その長
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崎県内の観光情報や物産情報をアウェーサポー

ターに向けて発信を行っているところです。

これも委員からお話がありましたように、昨

年度までは我々県職員、あとV・ファーレン長

崎の後援会と連携をしまして、アウェーの試合

の時に出向いて観光ブースも設置してPRを行

ったところです。これについては、今年度は実

施してないという状況です。

来年度に向けては、今回やっているSNSの発

信に加えて、何とかアウェーサポーターに対し

て、次、長崎でホーム試合がある告知と、それ

に合わせての観光物産の情報、それの強化をし

っかり行っていく必要があると考えており、新

たな事業についても、現在、検討を行っている

ところでございます。

【深堀委員】せっかくの今の状況、好調な来場

者の数の話ですけれども、それがまたJ1昇格に

向けてのサポートにもなると思うし、多くの観

客の皆さんの前でプレーをされること自体、士

気が上がると思っていますので、ぜひ検討をお

願いしておきたいと思います。

次に、宿泊施設の客室稼働率の件で、これも

前の委員会でもいろいろ議論をし、質疑をさせ

てもらっておりますけれども、ある報道機関の

調査によれば、昨年から今年にかけての客室稼

働率が、長崎県下は54.9％ということで、コロ

ナ禍前よりも2.9ポイント下がっていると。これ

は、全国順位でいくと20位という報道があって

いるわけですが、まだまだ客室の稼働率が戻ら

ない中で、例えば大分の別府とかの取組は、数

多くの宿泊施設のリニューアルが続いている。

リニューアルに投資をして、そこでインバウン

ド等の客足を戻しているという報道があるんで

すが、コロナ禍、いろんな宿泊施設に対する支

援をやってきているわけですけれども、現在、

コロナ禍から回復してきている中で、宿泊施設

のリニューアルに向けたいろいろな支援策とい

うのはどういったものがあるのか。また、今後

考えないのかというところをお尋ねしたいと思

います。

【長野観光振興課長】今お尋ねのリニューアル

というのが、施設の改修ということでございま

す。現在の支援制度の中では、そういった大規

模な改修に対する支援というのは、現在、制度

としてはないという状況です。

ただ、コロナ禍においては、そういった施設

の改修をやりながら高付加価値化を進めていこ

うということで、県内においても長崎、雲仙と

いった地域で、そういった取組が行われてきた

ところでございます。

現在、そういった高付加価値化に取り組んだ

結果、雲仙地域におきましては、旅行者の単価

といったものが上がってきているともお聞きし

ております。そういった宿泊施設の高付加価値

化というのは、どうしても投資が不可欠でござ

います。県の財源も限られておりますので、ど

ういった形でできるのかというのは、引き続き

検討課題であるとは認識しているところでござ

います。

【深堀委員】了解です。先ほど言った数字とい

うのが、やっぱりコロナ禍以前よりもまだ客室

稼働率が上がってきてないという実態を踏まえ

て、県内各地域、いろんな状況があると思いま

すので、どういった支援が可能なのかというの

は、ぜひ調査、研究していただきたいと思いま

す。

ただ、一方で、宿泊稼働率が上がらない要因

は、人手不足の影響ももちろんあるわけですよ

ね。幾らリニューアルしていいものを造っても、

そこで対応する人がいない。だから、泣く泣く
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予約を受けられないという状況も宿泊施設側に

はあるわけであって、それをいかにして対応し

ていくかというところで考えてみた時に、これ

は一つの方策ですけれども、泊食分離ですね。

結局、宿泊施設で全てを食事まで提供するとい

うことになれば、それだけのマンパワーが必要

になる。そこを、食事を切り離すことによって、

宿泊施設が宿泊のみに特化したサービスで、片

や近くにある飲食店で食事をとってもらう。あ

る意味ウィンウィンの効果になるわけですけれ

ども、それの取組、これは島根県での取組等々

の紹介があるわけですが、長崎において、こう

いう泊食分離、平戸とかでもいろんな取組があ

ったと思うんですけれども、そこに対する県の

観光振興対策としての考え方とか、支援のあり

方とか、そのあたりをどういうふうに考えてい

るのか、確認させてください。

【長野観光振興課長】委員おっしゃる泊食分離

の取組でございますけれども、やはり県内一律

に泊食分離を進めていこうというのは非常に難

しいのかなと思います。例えば、雲仙でござい

ましたら、食に力を入れている旅館、ホテルが

当然ございます。そこを一体となって売りにし

ているような地域が当然ございます。先ほどお

話がございましたような平戸については、逆に

泊食分離を実際に進めていく中で、地域全体を

丸ごとホテルということで、そういう考え方を

持って取組を進めているといった様々な考え方

を持って地域、地域で取り組んでいると認識し

ております。

ただ、人手不足の部分については、やはり食

というのが提供できるかできないかというのは

非常に大きなキーワードにもなってこようかと

思っております。そういった部分については、

現在、我々も外国人材の確保ということにも取

り組んでいるところでございますけれども、

個々にはいろんなサービスを活用して、その隙

間、隙間を埋めていくような活動もございます。

我々もそういったサービスの提供のあり方とい

うものについては、地域の考え方をしっかりと

お聞きしながら、まちづくりの一環としてどう

進めていくかということについては進めてまい

りたいと考えているところでございます。

【深堀委員】課長おっしゃるように、均一的に

するという話ではもちろんなくて、地域とおっ

しゃいましたけれども、この地域の中でも宿泊

施設の考え方は違うと思うんですよ。平戸でも、

やっているけれども、実は違うところもあるか

もしれないし、長崎なんて全く別だと思うし。

ただ、少なくとも生産年齢人口が減ってきて、

いろんな業界が人手不足になっている。その中

で宿泊業も同じ。その中の一つの切り口として

泊食分離をすることによって、客室稼働率が上

がる可能性がある。だから、そういったところ

に取り組む事業者に対してのいろんな支援のあ

り方というのはあっていいと私は思うんですよ

ね。だから、そういう対策もぜひ考えていただ

きたいということを申し上げています。ぜひ、

いろいろ研究してみてください。

最後にもう一つだけ言わせてください。

修学旅行が戻ってきていますけれども、その

中で長崎地域に特化した話ですけれども、長崎

SDGs平和ワークショップという取組の中で、

これはコンベンション協会がやっている話です

が、修学旅行を誘致する上で、非常にこれは有

意義な、今までのただ見て回るだけではなくて、

実際にホテルに戻ってきてから、そこで教育の

一環としてそういうワークショップをすると、

平和学習をすると。これは今回、ノーベル平和

賞も受賞し、今まさに平和に対する機運が高ま
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ってきている中で、長崎の売りとして、これは

もっと大々的にPRすべきじゃないかと思って

います。今、コンベンション協会がやっている

わけだけれども、県がそこに参画をして支援を

していくということはあっていいと思うんです

けれども、それについての考えを聞かせてくだ

さい。

【長野観光振興課長】修学旅行について、特に

平和学習の取組についてお尋ねでございます。

委員のおっしゃるとおり、長崎市では、そう

いったSDGs平和ワークショップということで、

修学旅行向けに商品をつくっていただいて、し

っかりとそれが回っていると私もお聞きしてお

ります。こういった観光コンテンツの造成とい

う意味では、我々もみんなで磨くまちづくり事

業ということで支援を行っているところでござ

います。

やはり地域、地域の特徴を活かして、それぞ

れの観光コンテンツ、修学旅行に関しても本土

のみならず、あるいは対馬であったり、五島で

あったり、いろんなところでも自然といったも

のを活用しながら修学旅行の誘致に取り組んで

いこうという動きもございます。

そういった意味では、地域の取組をしっかり

と後押しをするということで、支援制度を活用

しながら、また、観光専門人材、これは県観光

連盟におりますけれども、そういった人材と一

緒に地域に入り込みながら、造成の後押しとい

うのに取り組んでまいりたいと考えております。

【深堀委員】最後にします。課長が今おっしゃ

ったのは、全体的な総括的な話だったので、私

が言っているのは、今まさにノーベル平和賞で、

今日の夜ありますよね。ああいうふうにもう世

界的にも注目されているわけですよ。だから、

この時期に手を打っていった方がいいですよと、

手を打つべきじゃないのと、「平和」というキ

ーワードに対して、長崎の観光、これはあんま

り観光振興と言ったらいけないんですけれども、

ある意味一つのツールであり、コンテンツであ

ると思うので、だから、それに特化した対策を

やるべきだということを申し上げています。ぜ

ひ、この機会に検討はしてください。お願いし

て終わります。

【千住委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【山本委員】 2点お伺いします。

まず、インバウンド対策の関係で、VFR観光

誘致の取組ということでお尋ねをします。VFR
というのは、ビジティング・フレンズ・アンド・

リラティブスということで、友人とか知人、そ

れから親族を訪問することを目的とする旅行の

ことを言って、海外においては観光統計の旅行

目的の分類に用いられる言葉だということだそ

うです。私は、先日、一般質問をする中で、熊

本のTSМCの進出に伴う観光誘客ということで

いろいろ資料を調べている中で、初めてこの

VFRという言葉を知ったんですけれども、まず、

県当局はこのVFRという言葉をご存じか、ある

いは認識をされているのかをお伺いします。

【小宮国際観光振興室長】山本委員の今ご発言

がありましたVFRにつきましては、数年前に一

部旅行会社、それから大学の教員等の提唱で、

ターゲティングの一つの対象として議論される

べきではないかという情報があったというとこ

ろは認識をいたしております。

【山本委員】私も初めて聞いてびっくりした部

分があるんですけれども、海外から日本に旅行

するインバウンドというと、観光とかビジネス

とかそういう感じでイメージを持っていたんで

すけれども、日本国際観光学会というところの

資料によると、日本と同じ島国であるイギリス
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とかオーストラリアにおいては、友達とか知人、

親族を目的にするVFRが旅行の目的別の訪問

数とか、宿泊数とか、消費額のいずれにおいて

も観光に次いで2番目であると。ビジネスより

も多くて、全体の20％から30％を占めていると

いう話でした。

このVFRの特徴というのが、要は友達とかが

訪ねてくるわけですから、受け入れるホスト側

がゲスト、さっきの話じゃないですけれども、

おもてなしをするということで一緒に外食をし

たり、近くを旅行したりということで、まず消

費額が増えるということ。それから、ホストの

方がその国にいる限り、また来るチャンスがあ

るということでリピートにつながるということ

でした。イギリスやオーストラリアの事例をそ

のまま当てはめることはできませんけれども、

日本でも外国人がどんどん増えてきている状況

にある。熊本県ではTSMCの進出で台湾からの

駐在員が増えてくるということで、先ほど一度

研究されたということですけれども、このVFR
をターゲットにした観光誘致策、例えばTSMC
で熊本に駐在をされる台湾人の方であったり、

日本にいる外国人に対してVFR観光をプロモ

ーションするという取組ができるんじゃないか

と思うんですけれども、いかがでしょうか。

【小宮国際観光振興室長】 VFRにつきまして

は、私もWeb上でそういった論文を拝見したり、

旅行会社の様々なテーマを拝見したところです

けれども、一定、今、山本委員が言われるよう

に国内にいらっしゃる外国の方、例えば具体で

言いますと熊本のTSMCにいらっしゃる台湾の

方を訪ねて台湾からお見えになるということで、

旅行の一つの目的ではあろうかと思います。そ

ういった方々に、本県の魅力をどういうふうに

プロモーションをするかというところは、一定

目的地が熊本ということでわかっていますので、

逆に言うと、委員がおっしゃるように熊本に在

住の台湾の方ですとか、そういった方に長崎県、

特に隣接であります島原半島の魅力をお伝えす

るということはあろうかと思います。

また、本県では佐世保に米軍がございます。

比較的アメリカの訪日客も多うございますので、

一定佐世保においてはアメリカの軍関係者、ま

たはその親族、友人の方が多く入ってきていら

っしゃるんだろうと推測はいたしておりますけ

れども、こういった方々に県内の様々な魅力を

お伝えするということ、それから、県内にいら

っしゃる留学生とか在日の外国の方、そういっ

た方々に積極的に県内の魅力をお伝えするとい

うことは、一つのポイントになろうかと認識を

いたしております。

【山本委員】 VFRというのは、もともとイン

バウンドに使うインバウンド用語らしいんです

けれども、先ほど述べたような消費額が増える

とか、リピートにつながるというのは、何もイ

ンバウンドだけではなくて、国内でも当てはま

るんだなと感じているところがあります。

私のところにも毎年、友達とか、いろんな方

が夫婦やグループで来るわけですね。そうする

と、まさにおもてなしをするし、この人たちは

また来るということが実際に起こっているとい

うことで、国内の旅行においても、これはすご

くベタというか、アナログかもしれないんです

けれども、これは結構あるんじゃないかと。こ

ういう人たちは、何かお土産を買ったりという

形で確実にお金を落として帰るんですね。

ですから、多分皆さんもそういうご経験が当

然あられると思うんですね。だから、インバウ

ンドに関してもそうですし、国内に関してもそ

うですし、そういったVFR的な考え方というの
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を、少し施策の中で何か取り入れることができ

ないかなということを検討していただければと

思いますので。

【小宮国際観光振興室長】先ほど、本多委員か

らのご質問にもありましたように、今、山本委

員がおっしゃるように、最終的に受入環境整備、

おもてなしに尽きるんだろうと思います。これ

はインバウンドもそうですし、国内のお客様を

お迎えする上でも、やはり受入環境整備をして、

おもてなしの心を持って満足度を高めていくと、

こういったところは観光振興施策の柱になるも

のと認識をいたしております。

【山本委員】まだまだ今後伸びてくる可能性が

あるのかなという感じもしておりますので、研

究していただければと思います。

2点目にジオパークと観光についてですけれ

ども、先日の日経新聞に「ジオパーク観光に熱

気」という記事が出ておりまして、これが総合

欄と新経済欄の2か所に、これは日本ジオパー

クの記事だったんですけれども、掲載をされて

いました。その中で訪れたことがある日本のジ

オパークのトップは熊本県の阿蘇、都道府県別

の訪問率では6つのジオパークを抱える北海道

がトップだということでした。

そして、本県には、島原半島と五島列島の2
つの日本ジオパークがあるんですけれども、本

県の訪問率というのは17位ということでした。

日本ジオパーク自体は、今、全国に46地域、

そしてその上というか、ユネスコの世界ジオパ

ークは日本に9地域あって、島原半島ジオパー

クはそのうちの一つなんですね。

この12月7日の記事では、同じく世界ジオパ

ークである糸魚川とか、今後日本ジオパークを

目指す鹿児島県の喜界島の観光振興の取組とい

うのが取り上げられていました。

ジオパーク自体は、今、県では自然環境課の

所管ということになるんですけれども、観光と

いう側面で、県としてこのジオパークをどう認

識をし、活用しようとしているのかを、まずお

尋ねします。

【長野観光振興課長】ジオパークについてのお

尋ねでございます。当然、ジオパークにつきま

しては、観光資源として有用であると認識して

いるところでございます。

ただ、コンテンツとして、やはりまだ十分に

活用しきれてないというところは課題であると

認識しております。

これまでも、様々なジオパークを使った旅行

商品や、例えば商品の開発、そういったものに

いろんな支援も行ってきたところでございます

けれども、引き続き、このジオパークをしっか

りと活かしながら、観光振興につなげるような

形にもっていければと思っております。

【山本委員】 島原半島では、今、オルレであっ

たり、サイクルツーリズムであったり、こうい

った取組が進められていて、その中でコースと

してジオパークを回るとかいう形での活用がで

きると思うんですけれども、こうしたオルレと

かサイクルツーリズムとのコラボの取組につい

ての現状、それから見解をお尋ねします。

【長野観光振興課長】現在、島原半島におきま

しては、サイクルツーリズムの取組を進めてい

ると認識しております。先日のテレビ報道でも

サイクリングについてご紹介がございました。

そういった中で、ジオパークを含む、山の方ま

で自転車で上っていけるんだということをPR
していた商品もございましたので、そういった

意味では様々な取組と融合しながらジオパーク

を活用していくということになろうかと思って

おります。引き続き、地元の支援、こちらに後
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押しをしていきたいと思っております。

【山本委員】 ちょっと変わるんですけれども、

ジオパークの運営体制を強化するという意味で、

ジオパーク自体は、今、島原半島ジオパーク協

議会というところがやっているんですけれども、

ここと島原半島観光連盟の組織統合の話が以前

あったかと思うんですけれども、現状どういう

ふうになっているのか、情報がありましたらお

尋ねします。

【長野観光振興課長】ジオパークの資源をしっ

かりと活かしていこうということもございまし

て、現在、島原半島ジオパーク協議会と島原半

島観光連盟、地元の3市、県は島原振興局が入

りまして、あり方検討の会議を行っていると認

識しております。

そういった組織体制の強化に向けて、やはり

統合というのが一つのキーワードになっており

ます。地元3市と関係者との協議により、今後、

決定していくと伺っているところでございます。

【山本委員】ジオパークというのは、もともと

観光だけが目的ではないんだけれども、観光に

も活用しましょうというような考え方の下にや

られているものです。島原半島ジオパークは、

先ほど言いました世界ジオパークということで

日本に9か所しかない。ユネスコの世界遺産と

ある意味同じなんですね。ただ、非常に認知度

が低いという弱点があります。さっき課長が言

われたみたいに、観光に活用できるポテンシャ

ルというのは非常に高いんだろうなと思ってい

ます。

県では、先ほど述べましたとおり、ジオパー

ク自体は自然環境課、このインフォメーション

センター的な役割を果たしている「がまだすド

ーム（雲仙岳災害記念館）」というのは、今、

地域づくり推進課の所管という形になっている

んですけれども、これもジオパークに関連する

全て観光資源だと思いますので、オルレやサイ

クルツーリズム、またいろいろな新しい動きも

ありますので、こういったところと連携をして、

全体として活用を検討していただきたいと思い

ますけれども、最後に部長の見解をお尋ねしま

す。

【伊達文化観光国際部長】山本委員おっしゃる

とおり、このジオパークについては、島原半島

も日本に9か所しかない世界ジオパークとして、

これは特に教育であるとか、大人の方の生涯教

育にも活用できるような資源でもございます。

今回、島原半島ジオパークの協議会、そして島

原半島観光連盟、そして地元3市、島原振興局

の会議にも、我々観光振興課、そして地域づく

り推進課、自然環境課、この3課もオブザーバ

ーとして参加しながら議論を進めております。

やはりこういう観光振興というのは、一つだ

けの観光資源だけではなくて、いろんな資源を

組み合わせながら、そしていろんな部局が連携

しながら取り組んでいく必要があると思います

ので、今後も地元市、そして島原振興局、県民

生活環境部、地域振興部、そして関係団体等と

もしっかり連携しながら、島原半島の観光振興

を図ってまいりたいと考えております。

【山本委員】最後にします。結局ジオパークと

いうのは、島原半島全部を博物館と見立ててい

ると。その中でいろんなジオサイトというのが

あるという見立てになるんですね。そうすると、

国立公園も原城跡も、そういう意味では全部、

ジオパークに入れていいかどうかは別として、

この中に全部入っているんだということだから、

半島全体が観光資源だという考えの中でやって

いく話だろうと思いますので、今、部長から非

常に力強いご答弁をいただきましたので、どう
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ぞよろしくお願いいたします。

以上です。

【千住委員長】 ほかに質疑はありませんか。

【大久保委員】時間も迫っておりますけれども、

質問させていただきます。

先ほどクルーズ船のことも田中委員からあり

ましたけれども、県北にとってもクルーズ船と

いうのは、IRが不認定になって以降、わらをも

すがる思いの中では、起爆剤として大変重要な

コンテンツだと思っております。

その中で、先ほど長崎は151隻、佐世保67隻
という報告がありましたけれども、私も6月に

一般質問した際に、長崎がまずはブランド化を

確立されていて、そこでいっぱいになったとこ

ろで佐世保に回っているという話も、県庁以外

からも聞くところでございます。

長崎港の2バース化が令和9年だったですか、

そうなった時に、佐世保からこの数が抜けてい

くんじゃないかという心配をしております。そ

ういったところでの2つの佐世保の港の利活用

というか、ブランド化をどのように、来年の予

算もありますし、体制としてどのように今の見

込みはなっているのかをお尋ねします。

【小宮国際観光振興室長】先ほど、田中委員の

ご質問にもありましたけれども、佐世保は佐世

保市長が港の管理者ということではありますけ

れども、各国内外の船会社、それから旅行会社

等については、県と佐世保市も連携しながらセ

ールス、誘致に取り組んでおります。

佐世保の港の魅力としましては、三浦岸壁は

もうご承知のとおり佐世保駅、それから五番街、

三ヶ町、四ヶ町といった街中に近いというとこ

ろもございます。また、浦頭の岸壁につきまし

ては、近隣にハウステンボスというテーマパー

クを有していると。それぞれ特徴がある港でご

ざいますので、一定、長崎とは切り離したセー

ルスのあり方というのはできようかと思ってお

ります。

現在、中国からのクルーズ船が回復傾向にあ

りますので、今後、佐世保市と一体となって中

国、または韓国、そういった船会社のセールス

にも積極的に取り組んでまいりたいと思ってお

ります。

次年度の予算につきましては、今現在、要求

をしているところでございますけれども、本年

度と同規模のセールス活動が十分できるように

取り組んでまいりたいと考えております。

【大久保委員】今、それぞれにセールスで努力

もされているということですけれども、やはり

形でも見えるようなことも必要であれば、やは

りそういった整備というところも考えていただ

きたいと思っておりますので、さらなる今後と

ものご尽力をいただきたいと思っております。

それに加えてですが、県北振興としても、今、

西九州自動車道が延伸していまして、来年、令

和7年に平戸インターも開通予定でございます。

建設に聞けば、オープニングのイベントは建設

の方でも土木の方でもやるということでござい

ますけれども、この開通に向けては、我々平戸

市、松浦もそうでしょうけれども、県北にとっ

ては、新幹線の開通だとか、またクルーズ船が

寄港するということぐらい大きなアクセス、観

光客が来る窓口ができると思っております。そ

うした時の誘客だとかいうのを県としても考え

ていただきたいと思っているんですけれども、

福岡から、また九州から車で来られる、長崎県

に一番近い、また安価で来られる場所の活性化

策というのはお考えでしょうか。

【小宮国際観光室長】私からインバウンドにつ

いての取組を一つご紹介いたしますけれども、
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私どもも海外からのお客様の一つの集客のポイ

ントであるというのは福岡空港、福岡にあろう

かと思います。また、福岡港もクルーズ船が多

く入っておりますし、韓国からの船も入ってお

りますので、韓国からのお客様、それからエア

ラインを使って福岡空港に入ってくるお客様、

それぞれターゲットと考えておりますけれども、

今年度の取組としまして、リッツカールトン福

岡にセールスに伺いまして、リッツカールトン

のそういったお客様の周遊を担当するセクショ

ンのスタッフの方を平戸にFAMツアーという

形でご案内をして、旅行商品の造成や食材の調

達等についてご説明をして、佐世保市、それか

ら観光のセクションにもご協力をいただいたと

いうことがありますので、今後は西九州自動車

道の開通に合わせて、多くのお客様が福岡から

誘客できるという可能性は私どもも期待をいた

しております。

こういった取組は、県だけではなかなか進む

ものではありませんので、地元の平戸市、隣接

の松浦市とも一体となって、海外からのお客様

の呼び込みについてはセールスに注力したいと

考えております。

【大久保委員】この道が念願の道でもあります

し、やはり県北に福岡、九州から呼び込む、ま

た、さらなる動線をつくる意味でも、やっぱり

キャンペーンなり打っていただければとお願い

を申し上げたいと思っております。

もう一つ、観光にも関わることですけれども、

私は先日、研修視察で石川県に行って、小松空

港を介して帰ってきたんですね。その時に、小

松空港で航空自衛隊関連のグッズとか、そうい

った紹介が空港であっておりました。

長崎空港を見た時に、長崎県は大村に自衛隊、

また佐世保には米軍という街ではあるんだけれ

ども、比べた時に、そういった色が長崎空港と

いうたった一つの空の窓口にあんまりないなと

思ったんです。そうした時に、やっぱり全県見

た時の宣伝だとか周知だとか、または来た人に

そういった街だというのを知ってもらうという

のは大変重要ではないかと思っておりますけれ

ども、そういった観点は、観光、または知って

もらうというところはないのかどうかお尋ねし

たいと思っています。

【長野観光振興課長】本県を訪れていただく方

の一番最初に見る窓口、長崎空港でございます

けれども、やはりそこでしっかりとPRしないと

いけないという部分は認識しております。

ただ、いろいろなものに特化してPRをしてい

くというところにも、我々もしっかり取り組ん

でいかないといけないという部分もございます

し、やはり21市町の特徴をPRするという面もご

ざいます。いずれにしても、空港窓口は非常に

重要な拠点であると思いますので、そこのPR
に関してはしっかり研究してまいりたいと考え

ております。

【大久保委員】これを言ったのは、私はやっぱ

り観光も一つで、格好いい自衛隊員がいるとい

うイメージも周知を広げたいと思っております

し、水陸機動団等も合わせてこれだけの方が長

崎、国境離島がある長崎におられるということ

の誇りと感謝を込めたブースであったんじゃな

いかなと思っていて、そういったのを窓口に置

くと、そういった自衛隊員も含めてうれしいの

ではないかと思っておりますので、いろんな複

合的な意味合いもあって、私は小松空港に行っ

た時に感じたので、ひとつ添えさせていただき

たいと思っておりますので、今後ともご配慮い

ただきたいと思っております。よろしくお願い

します。
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【千住委員長】審査の途中ですが、午前中の審

査はこれにてとどめ、午後は1時30分から再開

し、引き続き、文化観光国際部関係の審査を行

います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 零時１０分 休憩 ―

― 午後 １時２９分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、文化観光国際部関係の審

査を行います。

質問はありませんか。

【外間委員】 アウトバウンドの取組について、

午前中の会議でインバウンド、アウトバウンド

の取組の重要性について議論をさせてもらいま

したけれども、上海線、ソウル線の活用をより

具体的な取組としていくために、姉妹都市とか

友好都市の訪問、新たな締結、これについて触

れたいと思います。

県のホームページの国際課の欄で、実際に長

崎県が、本県を含め21市町の姉妹都市、あるい

は友好都市を含めると、なんと41都市ございま

して、そして、2024年5月現在の友好都市、姉

妹都市を見ますと、中国で14都市、韓国で7都
市あって、長崎県が福建省と友好都市を結んで

おりますね。それから、上海市、湖北省とは友

好都市を結んでいると。

韓国、この間一緒に行きましたけれども、韓

国の釜山広域市と友好都市となっていると。と

ころが、ソウルの特別市とは、コロナの前にソ

ウルの特別市側から友好都市締結の話があった

ということですが、まだ友好都市の協定締結に

は至ってないようですね。

前にもちょっと申し上げたんですけれども、

21の市町もそれぞれ地方の都市と姉妹都市、友

好都市、こういった関係があって、先ほど申し

上げたように中国、韓国では21の姉妹都市、友

好都市を結んでいると。

こういった姉妹都市、友好都市を訪問し、先

ほど申し上げたソウルの特別市等、新たな締結

など、県が旗振り役になってきっかけづくりを、

ファシリテーター役をやっていただいてはどう

だろうかと思っております。県内の市町も関係

の予算の確保が必要になってくるため、早い時

期に県から21市町にそれぞれアナウンスも必

要でしょう。

そこで、県内の市町や経済団体などが一体と

なった、いわゆる県民の翼のような取組ができ

ないのか、県の考えについてお尋ねいたします。

【小宮国際観光振興室長】午前中の外間委員の

分科会のご議論でもありましたように、来年度

は中国の総領事館設置40周年、それから日韓国

交正常化60周年、また、長崎空港開港50周年と

いう様々な節目の年を迎えます。

こういった中で、先ほども外間委員が触れら

れましたけれども、約4年半ぶりに中国のビザ

が緩和されるということで、訪問する環境には

あるのかなと感じております。

こうした中でアウトバウンドをどういった取

組にするかというところで、今現在考えており

ますのは、やはり高校生、大学生など若い世代

の修学旅行、教育旅行、大学のゼミでの訪問と

か、あと県内の各企業の皆様のいわゆる社員旅

行、報奨旅行、そういったところで検討を進め

ておりました。

今回、約5年7か月ぶりに大韓航空がフルサー

ビスキャリアで、ナショナルフラッグというこ

ともあって就航をいたしましたので、友好の翼

と申しましょうか、そういった取組も一つのき

っかけになろうかと思います。
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また、友好都市、姉妹都市の関係も、各自治

体、団体とも予算化が必要になってくるものと

思われますので、これまでの過去の県民の翼と

いうような取組がどういう事例があるのか、そ

こをしっかりとまずは調査をして、来年度どう

いう組み立てができるのか、そこも併せて検討

をいたしたいと思っております。

【外間委員】実は、私ごとで恐縮ですけれども、

佐世保青年会議所というところに入っておりま

して、長崎県には佐世保青年会議所のほかに7
つの団体があって、それぞれの団体もみんない

ろいろな県内外と姉妹締結を青年会議所同士結

んでおり、実は青年会議所が今年、たしか韓国

の釜山、東釜山青年会議所と姉妹締結を結んで

おりまして、40周年になるということで、大々

的に行こうという計画を今立てておるようでし

て、これでも50人ぐらい行くと。そしたら、必

ず向こうから50人返ってくるんですよ。という

ふうにインバウンドとアウトバウンドの中国と

韓国の関係というのは、そういう意味でしっか

りインバウンドをやるからアウトバウンドも頼

むよという中国東方航空社長のお話なんかもそ

ういったところでありまして、まさにこういう

友好都市や姉妹都市を利用して、しっかりとそ

ういう友好締結のため、あるいは先ほど室長か

らもお話があったように、企業の社内旅行や修

学旅行も含めて、ぜひともこの定期便化してい

くためにもお願いしたいと思います。

もう一つ、今年の実績としては、県のサッカ

ー協会がスポーツマスターズもうまく利用して、

スポーツマスターズでも50人近いインバウン

ド、アウトバウンドのやり取りをしております

し、しかも、それも1週間行って、向こうから1
週間来てもらうというようなことで、スポーツ

マスターズも相当貢献をしてくれているようで

すし、また、子どもたちの日韓親善のサッカー

大会を、また20人ぐらいで来年の春頃までに計

画を立てると聞いており、そこにはスポーツ振

興課からも助成を出していただけると。荒木会

長のお骨折りでスポーツ振興課からも何らかの

助成が出るというありがたいお話も聞いており

ます。

そのように、県民の翼もぜひ活かして、そう

いったあらゆる団体や企業、こういったものを

友好都市、姉妹都市を利用して、21市町も、都

市間の親善をやっているわけですから、これを

活かさない手はないので、ぜひとも、ここには

傾注していただいて、ぜひとも実現に向けて取

り組んでいただきたいことをお願いして終わり

たいと思います。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【 庭委員】私も何点か質問をさせていただき

たいと思います。

午前中、宿泊施設の人手不足のお話が出てい

たかと思います。今回、事務事業評価の9ペー

ジに、その人手不足の影響を受ける県内宿泊施

設に外国人インターンシップの受入れというこ

とで、受入支援をしておられるという状況です

けれども、現在の状況と、それが改善するとな

っておりますので、どのように改善していく予

定か、教えてください。

【長野観光振興課長】外国人のインターンシッ

プの取組状況でございます。

現在、今年度はネパールからの外国人の受入

れの準備を進めているところでございます。

今後の受入れとしましては、今週末でござい

ますけれども、ネパールの方から来ていただく

ように、今、段取りをしております。

全体といたしましては、今回の受入れについ

ては、目標は20名だったんですけれども、最終
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的には9名という形になっております。長崎市

内をはじめ、幾つかの旅館、ホテルで受入れを

していただいて、このインターンシップ、5か
月という長期にわたってお願いしているところ

でございます。そこでしっかりと、どういった

形で働いていただけるのかというのを含めて取

り組んでまいりたいと考えております。

また、次年度の改善につきましては、こうい

った受入状況を踏まえて、旅館・ホテル組合が

中心となってやっている事業でございますので、

どういった国にまた働きかけていくのかという

のも含めて、しっかりと協議を重ねてまいりた

いと考えております。

【 庭委員】 20名を予定していたけれども、9
名とちょっと少ないのかなと思うんですけれど

も、やはり人手不足を解決するには、どこも人

手不足なので、外国人の受入れが非常に必要だ

と思います。

今、ネパールで、今後、ほかのところにもと

いうことですけれども、この宿泊業者の方から

この国の方をとか、そういうのがあるのかどう

か、お伺いします。

【長野観光振興課長】個々のホテル・旅館にお

いては、やはりもう既にそういった結びつきを

もって受入れをされている方もいらっしゃいま

す。次年度以降の取組になりますけれども、そ

ういった先進例とかも見ながら、どういったと

ころでやっていくのかというのは、先ほど申し

上げたように、旅館・ホテル組合の方でしっか

りターゲッティングをしながら受入れを進めて

いくのかなと思っております。

【 庭委員】 では、進めていっていただいて、

ぜひ人手不足を解消して、せっかく宿泊施設が

宿泊したいのにできないという状況にならない

ようにしていただければと思います。

次に、これも午前中出ていましたけれども、

リピーターを獲得するには、やはりおもてなし

力の向上が必要じゃないかというお話が出てい

ました。その中で、長崎県観光振興基本計画の

中の8ページで、向上するために長崎コンシェ

ルジュの質の向上に取り組んだということです

けれども、この制度を実施してから、おもてな

しでどんなふうに変わっていって、すごくおも

てなしが向上できたと確認できているのか、お

伺いします。

【千住委員長】 暫時休憩します。

― 午後 １時４２分 休憩 ―

― 午後 １時４２分 再開 ―

【千住委員長】 再開します。

【長野観光振興課長】コンシェルジュの取組に

よる、今現在の我々の評価になってしまいます

けれども、本県の令和5年度の、これは旅行会

社のいろんな統計といいますか、アンケート調

査の中で、来訪者の満足度というものがござい

ます。これは89％と全国で6位ということで、

観光客からも高い評価を得ているというところ

でございます。

その要因というのが3つございまして、上位

にランクしている中でも魅力的な施設が多かっ

たという回答がございます。定性的な形にはな

りますけれども、そういったところが評価を受

けてきているとは認識しているところでござい

ます。過去からの数字を見ても、少し上がって

きている部分もございますので、引き続き、こ

ういった取組を続けながら評価いただける体制

づくりに努めてまいりたいと考えております。

【 庭委員】そういう中でコンシェルジュの認

定をすることによって、いろいろなものを認定

していきますけれども、それが実際、認定した
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人と認定してない人では差があるのかなと考え

るところですね、認定していくことは必要かと

は思うんですけれども。だから、認定すること

によってすごく魅力的なおもてなしができると

いうのが見えると、もっとたくさんの方がコン

シェルジュになりたいと思うのかなと思います

が、そのあたりはいかがでしょうか。

【長野観光振興課長】コンシェルジュ事業、認

定を進めていく中で、多くの方がコンシェルジ

ュとして認定が進んでいます。先ほど申しまし

たが、76名これまで認定しています。こういっ

た取組を進めていく中で、実はランクがござい

まして、例えば優秀な方はゴールド、その次は

シルバー、あとはブロンズという形で評価をし

ながらやらせていただいております。毎年、毎

年、このブロンズの方もシルバーに挑戦、シル

バーの方もゴールドに挑戦ということで、少し

意欲的に取り組んでいらっしゃる方もたくさん

おられますので、そういった取組を進めていく

中で、質をどんどん上げていってほしいという

のが、まず1点ございます。

ただ、もう一つは、コンシェルジュの方々が

どうしても都市部、長崎や佐世保といったとこ

ろに集中しております。一定程度、そこの地域

の核になっていただきたいとも思っております

ので、いろんな地域で広がっていくように、我々

も今、働きかけながら努力を進めているという

状況でございます。

【 庭委員】ぜひ質を向上していただいて、リ

ピーターさんにたくさん来ていただければと思

います。

次に、午前中話が出たVFR、初めて聞いたん

ですけれども、これを進めていってはどうかと

いう山本委員のお話がずっと続いておりまして、

その中でちょっとよく理解できなかったんです

けれども、PRがしにくいという状況だったのか、

PRを今後していくと言われたのか、再度確認だ

けお願いします。

【小宮国際観光振興室長】 VFRを対象とした、

例えば台湾の例がございましたので申し上げま

すと、台湾のお客様が熊本にお住まいの台湾人

の方を、友人、親戚で訪問されるということは、

旅の目的というのがその親戚を訪問するという

目的がありますので、そこに対するPRは特段必

要ないのかなと思っております。

ただ、一方で、既に熊本にお住まいの台湾の

方については、島原半島の魅力ですとか、本県

の離島・半島地域の観光の魅力をお伝えをして、

あとはそれぞれ本県にお越しいただく方に対す

る受入環境の整備、おもてなしでしっかりと満

足度を高めていく取組が今後ポイントになって

くるということで整理をいたしております。

【 庭委員】 ということであれば、今後、もと

もと住んでおられる方を含めて、こういう取組

も長崎県としては積極的にしていくという理解

でよろしいでしょうか。

【小宮国際観光振興室長】午前中の山本委員の

お尋ねにもありましたけれども、これは特段イ

ンバウンドに特化したお話でもないのかなと思

っております。それは国内の旅行者であっても、

親戚、友人を訪問されるという実例はございま

すし、現に山本委員からもそのようなご紹介が

あったと思いますので、そういったVFRを注力

して取り組むというところは、今現在は検討を

いたしていないという状況でございます。

【 庭委員】ぜひ、増やすのには新しい取組も

検討していっていただけるといいのかなと思っ

て確認をさせてもらいました。

次に、部長説明の中の県産品のブランド化と

販路拡大についての中の6行目ぐらいですかね、
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食の魅力発信についてというところで、中国料

理やイタリア料理の県外料理人9名の方に、生

産者の食材を提案する産地視察を実施しました

というところで、産地視察をしてここにどのよ

うな食材を提供するように勧めていったのかお

伺いします。

【松尾物産ブランド推進課長】今回の産地視察

に関しましては、例えば壱岐、平戸、島原半島

など、いろんな各地を回っていただきました。

今回の産地視察の目的は、今後、首都圏等のホ

テルや高級レストラン等でのフェアを目的とし

て来ていただいたところです。気に入った食材

も、その場で取引もしていただいたりしており

ますので、メニューとかをシェフの方が考えて

いただいて、実際どういうメニューを出してい

ただくかというのは今後になってくるとは思い

ます。

例えば、その時に決めていただいたのが、五

島に行かれて五島美豚であるとか、平戸の鮮魚

がたくさんある市場に行っていただいたんです

が、そこでまとめた鮮魚を丸ごと仕入れるとか、

そういったこともしていただいたりしていると

ころです。

【 庭委員】とてもいい取組かと思うので、今

後もこれは定期的にしていかれる予定なのか、

お伺いします。

【松尾物産ブランド推進課長】次年度におきま

しても、こういった高級ホテル等でのメニュー

でのフェア等を継続していきたいと思っており

ます。

【 庭委員】 ぜひお願いします。

次に、平和行政の推進についてというところ

で、ノーベル平和賞の授賞式が今日ノルウェー

のオスロで行われるということですけれども、

そこから帰ってこられた後に、県としてはどん

な事業を、このノーベル平和賞を受賞されて帰

ってこられた後の取組を何か考えているのかお

伺いします。

【久間国際課企画監】日本原水爆被害者団体協

議会のノーベル平和賞受賞を受けた取組につき

ましては、既に先日開催しました「地球市民フ

ェス２０２４」におきまして、長崎市とともに、

同協議会のメンバーを招いたスペシャルトーク

ショーなどを実施したところでございます。

また、本日行われます授賞式につきましても、

長崎市と共同でパブリックビューイングを開催

する予定にいたしております。今後については、

また、長崎市とともに協議していくことになっ

ていくかと思っております。

【 庭委員】本日、パブリックビューイングを

行われるということですけれども、また帰って

こられた後に、ぜひ、いろんな形で報告じゃな

いですけれども、取組を実施いただければと思

います。

以上で終わります。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【本多委員】 スポーツのところで2点だけお尋

ねです。

部長説明の中でありました日本スポーツマス

ターズ2024長崎大会について、全国各地から1
万人を超える方々にご参加いただいたと。大会

運営をはじめ、開催の皆様による心のこもった

おもてなしによりとあるんですけれども、マス

ターズを開催するに当たって、開催地としての

メリットは、通常大会よりも、より経済効果が

高いというところにあるかと思われます。競技

前後でどれぐらい経済効果があったかとか、飲

食等でですね、そういったデータがあれば教え

ていただきたいです。

【川瀬スポーツ振興課長】委員からお話があり
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ましたように、9月下旬から10月上旬にかけて

実施した日本スポーツマスターズにおいては、

1万人を超える方々に来ていただきました。内

訳からしたら、選手、あと監督・スタッフで約

7,000名、それ以外に審判とかボランティアとか、

選手についてくる家族の皆様で約4,000名と推

測しておりまして、合計約1万1,000名と推測し

ているところです。

この経済効果については、メインの主催者で

ある日本スポーツ協会（Jスポ）が毎年マスタ

ーズを開催するたびに経済効果は出されており

ます。今までの平均からいいますと約7.6億円。

直近の福井大会においても約8億円の経済効果

があったと聞いております。今回の長崎大会に

おいても今、Jスポの方で算出が進められてい

るところでありまして、それがわかり次第、ま

たご報告をさしあげたいと思っております。

【本多委員】また、わかったら教えていただけ

ればと思います。

もう一点、11月は県民スポーツ月間というこ

とで、県民体育大会と県民スポーツ・レクリエ

ーション祭で構成される長崎県民総スポーツ祭

というんですか。これですけれども、参加人数

はどれくらいだったのか。また、近年の参加者

の推移を教えていただきたいです。

【川瀬スポーツ振興課長】今、委員からご質問

がありました県民総スポーツ祭についてでござ

います。県民総スポーツ祭については、県民体

育大会と県民スポーツ・レクリエーション祭の

2つで構成されている大会でございます。

こちらの内訳としましては、令和6年度の数

字については現在のところ、主管である県のス

ポーツ協会と県のレクリエーション協会からま

だ報告をもらっていないところでございます。

しかしながら、令和5年度の数字を申し上げま

すと、県民体育大会については7,705名の参加が

あっております。これは全部で40競技でござい

ます。また、県民スポーツ・レクリエーション

祭については2,718名、これが18種目の実施で

ございます。そういった人数構成になっており

ます。

今年度の人数について、県民体育大会につい

ては昨年度と同じぐらいの数字が出るかなと聞

いております。ただ、県民スポーツ・レクリエ

ーション祭については、天候不良とか、今回、

実施種目が昨年度に比べて、競技団体の都合上、

減ったということもありまして、昨年度の2,718
名には届かないかなと思っているところです。

【本多委員】 県民の健康寿命延伸のためには、

スポーツに取り組んでいただくというのは非常

にいいことだと思っておりますので、また、次

年度以降も頑張っていただければと思います。

ありがとうございました。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【初手副委員長】 それでは、1点だけ質問をさ

せていただきます。

長崎大村湾サイクルージングの件でお尋ねい

たします。この前、先月でしたか、ニュース番

組でも内容的なものが、ニュース番組にしては

かなり長い時間で紹介があっていたと思うんで

す。天候に左右される面もありますけれども、

運航状況、利用状況といいますか、その辺の今

年度の内容についてまずお尋ねをしたいと思い

ます。

【長野観光振興課長】長崎大村湾サイクルージ

ングの状況についてのお尋ねでございます。

まず、今年度につきましては、第1弾として3
月から5月まで、秋の商品として第2弾として9
月から11月まで実施させていただいた状況で

ございます。
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まず、第1弾につきましては、参加者につい

ては県内外から51名参加いただいたといった

状況でございます。

一方、秋の第2弾、これは様々な工夫を凝ら

しながら我々もプロモーションを行ってきたと

ころでございますけれども、現在、11月末まで

の催行を終了した段階で131名の方にご参加を

いただいたという状況でございます。

第1弾よりも第2弾は、多くの方に利用いただ

いたのかなと認識をしているところでございま

す。

【初手副委員長】 3月から5月が51名、9月から

11月が131名と、これは県内からと県外の方が

多分いらっしゃると思うんです。県外でも特に

遠くから来られるというのがもしあったら、そ

の辺の内容について、内訳についてお尋ねした

いと思います。

【長野観光振興課長】 春の第1弾の部分につき

ましては、遠くからでいきますと、兵庫から来

ていただいている方もいらっしゃいます。どう

しても県外は少のうございますが、遠くからと

いいますと兵庫、福岡といったところ、ほとん

どが県内の方の参加という状況です。

第2弾につきましては、販売方法をいろいろ

工夫をしておりまして、いろいろなところでお

願いをしております。また、その総数だけはい

ただいているんですが、県内外なのかというと

ころの内訳については、今集計をしているとこ

ろでございます。

ただ、一方、アンケートを一部聞いたところ

によると、県内が多うございますけれども、県

外からでいきますと、東京であったり大阪であ

ったりといったところからもご参加いただいて

いるとアンケート結果には出ております。

【初手副委員長】 東京、大阪というのは、長崎

に観光に来てサイクルージングを体験されると

いう流れになるんですか、どうでしょうか。

【長野観光振興課長】ネットで大体申し込みを

いただくような仕組みになっております。です

ので、こういった参加者については、基本的に

はそこの商品を見ていただいてご参加いただい

たという認識をしております。

その他、様々な取組と先ほど申し上げました

けれども、具体的に申し上げると、今まではサ

イクルージングというクルーズと体験商品をセ

ットでやっていただくような仕組みでしており

ました。それではなかなか難しいということで、

例えば体験だけでもいいですよとか、クルージ

ングだけでもいいですよといったような分離の

やり方、あとは県営バスともコラボいたしまし

て、県営バスのツアーにクルージングを組み込

んでやってみるといったような手法を試してお

ります。第2弾はいろんな取組をやっておりま

すので、こういった実施結果を検証しながら、

引き続き努力してまいりたいと思っております。

【初手副委員長】利用者というか、参加される

方の一番使いやすい形と、そしてまた、大村湾

を知ってもらうようなパターンというのは、こ

れからもいろいろ知恵を出していただければい

いかなと思いますし、特に、県外からお見えの

方は、ぜひ大村湾のよさを知っていただく意味

でも大変貴重なイベントといいますか、取組じ

ゃないかなと思っております。

天候の関係で中止になったのは、何回ぐらい

あるんですか。

【長野観光振興課長】 手元にあるのは第2弾で

ございますけれども、第2弾はもともと土日、

週末を設定して25回を予定しておりました。雨

天による中止というのが3回ほどございます。

それから、どうしてもこの日は予約が入ってな
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いという日もございますので、それが5回ぐら

いあります。全部で17回催行したといったよう

な状況でございます。

【初手副委員長】天候に左右される面があるん

ですけれども、内海ですので、ある程度までは

対応できるかなと思います。仕方ないことでは

あるとは思いますが。

それとPR、いわば呼びかけですね。インター

ネットでもページを作ってありますけれども、

ほかにはどういった形で呼びかけをしているの

か。県内の各庁舎関係にはパンフレットがずっ

と置いてあると。宿泊施設にも置いてあるよう

ですけれども、そのほかにどういった形の取組

があるのか、あれば教えてください。

【長野観光振興課長】春の取組からいろんなプ

ロモーションの方法を改善しているんですけれ

ども、先ほど副委員長がおっしゃったように宿

泊施設にパンフレットを置いていただくという

のも、今回新たな取組の一つでございます。

もう一つは、福岡、長崎をしっかりとターゲ

ットにしたWebを使った広告、あとはテレビ、

ラジオでいかに紹介していただくかということ

で、そういった働きかけも実施してきたという

ところでございます。

あと販売方法の面でも改善をしているのが、

一つのツールだけではなくて、いろんなサイト

であったり、そういったところに販売の窓口を

設けていただく、または安田産業汽船がこれは

実際やっているんですけれども、乗船窓口でも

直接販売をするといったような、少しチャンネ

ルを広げたりとか、情報発信に取り組んできた

というところが秋の取組で改善を進めたという

ところでございます。

【初手副委員長】今年は51名と131名というこ

とですが、担当の部署としてはどれぐらいまで

伸ばせるかというのは、その辺は何か、目標と

いうのも天候が相手なのであんまり言えないと

思うんですけれども、今の状況と推移を見なが

らどうですか。もう少し増えていけるような状

況づくりというのは見込めますか。

【長野観光振興課長】今年度取組を開始いたし

まして、サイクルージングというのは初めてで

ございました。サイクルとクルージングという

のが組み合わさっているというところが、なか

なか理解いただけない部分もございます。どう

してもサイクリングの部分が強くて、一生懸命

自転車をこがないといけないんだろうといった

印象もあったというのをアンケート調査の中で

お聞きしています。

ただ、採算ラインというのは当然ございまし

て、お聞きしている中ではもうちょっと上の目

標がございます。数字で申し上げると、当初想

定していたのが、大体1回当たり20名ぐらいを

採算ラインということで、それを目標にしたい

というのがもともとございました。ですので、

できればそこを目指していくというのが最終的

な目標でございますけれども、やはりまだ知ら

れていないということもございますので、しっ

かりとそこは販売元の船会社にもご努力いただ

かないといけないんですが、大村湾全体を考え

た時には、こういった商品があるということを

しっかり我々もPRしていきたいと思っており

ます。

【初手副委員長】 PRは大変大事だと思います

ので、積極的にお願いしたいと思います。

今後の課題という位置づけをした時に、どう

いった面が課題で気になられるでしょうか。も

しございましたら、ご答弁をお願いします。

【長野観光振興課長】先ほど少し申し上げまし

たけれども、やはり販売期間中のプロモーショ
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ン効果、ここがしっかりとターゲットであった

り、我々が伝えようとしているところに届いて

いるのかといったところが、現在課題となって

おります。ターゲットに対してどういった訴求

ができるのかというのを、アンケート結果であ

ったりとか、先ほどのデジタル部分で情報発信

した結果であったりとか、そういったものを関

係者でしっかりとデータを見つめて、どういっ

たところに課題があるのかというのは明確にし

ていきたいとは考えているところでございます。

【初手副委員長】課題を当然抱えながらクリア

していくことが大事だと思います。

今の状況で、ルート拡大といいますか、今、

大村湾の西部・南部側になるんですけれども、

西海橋の方とか、向こうとかというのが大村湾

全体を考えると対象になると思うんですけれど

も、採算ベースとか、いろいろな捉え方があり

ますけれども、長い目で見ていけば大村湾の湾

内全体で、あと何か所か増やしていくことが構

想として位置づけられているかどうかをお尋ね

します。

【長野観光振興課長】大村湾全体に広げていき

たいという思いは当然ございます。現在、4つ
のコースを設定しておりますけれども、やはり

副委員長おっしゃるとおり、大村湾全体に広が

りをつくっていく、例えばハウステンボスや西

海市の西海橋の近くであったり、そういったと

ころに接岸できる場所がしっかりと確保され、

その周辺でしっかりと商品の造成ができるよう

であれば、そこは検討しながら、事業者も採算

が当然ございますので、相談しながらになりま

すが、そういった拡大についても検討はしてま

いりたいと考えております。

【初手副委員長】拡大には、費用的なものがか

かりますけれども、やはり新たにつくるという

ことで、その地元はそれなりに努力をしていか

れるでしょうし、当然食文化といいますか、そ

の地域、地域の食べ物を提供するということも

当然絡んできますので、そういった取組があれ

ば早めに言っていただければ、当然地元はそれ

に合わせていろんな事業を展開すると思います

ので、ぜひ、可能な範囲で取り組んでいただけ

ればと思っております。

いろいろご答弁いただいてありがとうござい

ました。大村湾のこれからの活性化といいます

か、全域に広がっていく大変貴重な事業ではな

いかと思いますし、県外にも胸を張ってPRでき

る事業だと思いますので、ぜひ、いろんなご苦

労もあられると思いますけれども、積極的な対

応をお願いして終わりたいと思います。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質問がないようですので、

文化観光国際部関係の審査結果について、整理

したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時 ８分 休憩 ―

― 午後 ２時 ８分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、文化観光国際部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、県民生活環境部関係

の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時 ９分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１２月１１日

自  午前１０時 １分

至  午後 ２時１４分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 千住 良治 君

副委員長(副会長) 初手 安幸 君

委 員 田中 愛国 君

〃 外間 雅広 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 山本 由夫 君

〃 庭 敦子 君

〃 本多 泰邦 君

〃 大久保堅太 君

３、欠席委員の氏名

ごうまなみ 君

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

県民生活環境部長 大安 哲也 君

県民生活環境部次長 峰松 茂泰 君

県 民 生 活 環 境 部
次長兼地域環境課長

吉原 直樹 君

県民生活環境課長 下野 明博 君

男女参画・女性活躍推進室長 松尾 由美 君

人権・同和対策課長 石田 祐子 君

交通・地域安全課長 大嶋 誠之 君

統 計 課 長 谷村 重則 君

生 活 衛 生 課 長 岩松  尚 君

生活衛生課企画監
(動物愛護管理センター整備担当)

荒木雄一郎 君

食品安全・消費生活課長 立石 寿裕 君

水環境対策課長 佐藤 貞夫 君

資源循環推進課長 赤澤 貴光 君

自 然 環 境 課 長 田中 順子 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 １分 再開 ―

【千住委員長】委員会及び分科会を再開いたし

ます。

なお、ごう委員から、欠席する旨の届出が出

ておりますので、ご了承をお願いいたします。

これより、県民生活環境部関係の審査を行い

ます。

【千住分科会長】まず、分科会による審査を行

います。

予算議案を議題といたします。

県民生活環境部長より予算議案の説明を求め

ます。

【大安県民生活環境部長】おはようございます。

それでは、県民生活環境部関係の議案につい

て、ご説明いたします。

「令和6年11月定例県議会 予算決算委員会観

光生活建設分科会関係議案説明資料 県民生活

環境部」の2ページ目をお開き願います。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

93号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予算

（第4号）」のうち関係部分、第95号議案「令

和6年度長崎県流域下水道事業会計補正予算

（第1号）」の2件であります。

はじめに、第93号議案「令和6年度長崎県一

般会計補正予算（第4号）」のうち関係部分に

ついてご説明いたします。
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歳入予算については、国庫支出金470万1,000
円の増、歳出予算については、計7,325万4,000
円の減を計上いたしております。

これは、職員給与関係既定予算の過不足の調

整に要する経費であります。

続きまして、繰越明許費についてご説明いた

します。

環境保健研究センターの施設改修において、

資機材の不足により不測の日数を要することが

判明し年度内に適正な工期が確保できないこと

から、運営費4,650万3,000円について、繰越明

許費を設定するものであります。

次に、第95号議案「令和6年度長崎県流域下

水道事業会計補正予算（第1号）」についてご

説明いたします。

収益的支出について524万6,000円の増、資本

的支出について129万1,000円の増を計上いた

しております。

これは、職員給与関係既定予算の過不足の調

整に要する経費であります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】それでは、質疑がないようで

すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第93号議案のうち関係部分及び第95号議案

については、原案のとおり可決することにご異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

【千住委員長】次に、委員会による審査を行い

ます。

議案を議題といたします。

県民生活環境部長より、総括説明を求めます。

【大安県民生活環境部長】「観光生活建設委員

会関係議案説明資料 県民生活環境部」をお開き

願います。

今回、ご審議をお願いしております議案は、

2ページに記載の1件でございます。

第96号議案「刑法等の一部を改正する法律の

施行に伴う関係条例の整理等に関する条例」に

つきましては、刑法等の一部を改正する法律が

令和7年6月1日から施行され、懲役及び禁錮を

廃止し、これらに代えて拘禁刑が創設されるこ

ととなったことに伴い、関係条例中の「懲役」・

「禁錮」を「拘禁刑」に改める等の改正を行う

ものであります。

県民生活環境部では、長崎県未来につながる

環境を守り育てる条例、長崎県統計調査条例、

長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例、

長崎県立自然公園条例において、所要の改正を

行うこととしております。

次に、議案外の主な所管事項について、ご説

明いたします。

人権尊重の社会づくりの推進について。

サッカーJリーグの「V・ファーレン長崎」と
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連携・協力し、去る10月27日のピーススタジア

ムでのホームゲームにおいて、選手による人権

尊重宣言や人権擁護委員等による人権啓発トー

クを実施し、観客約7,200人の方々に人権尊重の

意義について発信いたしました。

また、県民の皆様に、様々な人権課題につい

て一層理解を深めていただくため、毎年11月11
日から12月10日までを「長崎県人権・同和問題

啓発強調月間」と定め、集中的な啓発活動を行

っております。

ここで、「観光生活建設委員会関係議案説明

資料（追加2）」の2ページをお開きください。

今年度は、「V・ファーレン長崎」とバスケ

ットボールBリーグの「長崎ヴェルカ」両チー

ムの選手を起用した啓発ポスターを県内各地の

公共施設や公共交通機関の車内等に掲示したほ

か、11月25日から12月6日にかけて県内の企業

や団体の人事・労務担当者等を対象に、企業等

内での人権啓発活動への支援を目的とした「企

業人権啓発セミナー」をオンラインで開催しま

した。

加えて、性の多様性の理解啓発イベントを12
月7日にさせぼ四ヶ町商店街で開催し、当日は、

県・市町の個性あるマスコットキャラクターに

加え、県と包括連携協定を締結しているアクサ

生命保険株式会社にもご協力をいただき、クイ

ズやグッズづくりなどを通して、多くの皆様が

多様な性のあり方について考える契機となった

ものと考えております。

ここで、当初の説明資料の3ページにお戻り

願います。

さらに、9月30日と10月28日に「長崎県人権

施策のあり方に関する検討委員会」を開催し、

「インターネット上の誹謗中傷等」をテーマに、

民間専門機関との連携やインターネットリテラ

シー向上研修など様々なご意見をいただき、今

後、性の多様性についてご意見をいただくこと

としております。

引き続き、県民一人ひとりの人権が尊重され

る社会の実現に向け、取組を進めてまいります。

産業廃棄物税について。

産業廃棄物税については、産業廃棄物の排出

抑制及びリサイクルの促進などを図り、循環型

社会の形成に資することを目的として、平成17
年度から九州各県で導入されております。

本県の産業廃棄物税条例においては、5年を

目途として、その施行状況等を勘案し、必要な

措置を講ずるものとしており、5年目となる本

年、産業廃棄物の処理量の推移、排出事業者へ

の意識調査の結果など、制度の検証を行ってき

たところです。

その結果、本県においては、産業廃棄物の排

出抑制、再資源化の推進など、産業廃棄物税の

導入効果が一定認められることから、九州各県

と同様に現行の税制度を改正することなく継続

していくこととし、5年後に改めて検討を行う

こととしております。

今後とも、産業廃棄物税制度を有効に活用し

て、循環型社会の形成に取り組んでまいります。

続きまして、「観光生活建設委委員会関係議

案説明資料（追加1）」の2ページをお開きくだ

さい。

令和7年度の主要施策。

令和7年度の予算編成に向けて「令和7年度長

崎県の主要施策（素案）」を策定いたしました。

これは、計画期間の最終年度を迎える長崎県総

合計画の総仕上げと、新しい長崎県づくりのビ

ジョンが目指す「未来大国」の実現に向けて、

令和7年度に重点的に取り組もうとする施策に

ついて、新規事業を中心にお示ししたものであ
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ります。このうち、県民生活環境部の予算編成

における基本方針及び主要事業についてご説明

いたします。

令和7年度は、長崎県総合計画の最終年度に

当たることから、「誰もが安全・安心に暮らし

活躍できる環境づくりや持続可能な地域づく

り」に向けて各種施策を一層推進してまいりま

す。

1、男女が性別にかかわりなく個性と能力を

発揮する社会を目指し、共家事・共育ての推進、

企業経営者等の意識改革、管理職登用に向けた

女性人材育成支援等を実施します。

2、脱炭素社会の実現に向けた省エネや再エ

ネの推進、ごみのない循環型社会を目指した廃

棄物の減量化と再資源化について、ながさき環

境県民会議を中心として県民や事業者、行政が

一体となった県民総ぐるみの取組を推進します。

3、人と動物が共生できる、住みよい社会づ

くりを進めるため、地域猫活動の支援、動物愛

護教育、動物愛護管理センター（仮称）の建設

など動物殺処分ゼロや動物愛護に係る施策を実

施します。

4、人と自然の共生や自然資源を活用した持

続可能な地域づくりを進めるため、国立公園「雲

仙」の観光振興に向けた取組やシカによる生態

系被害対策等の自然環境保全の取組を実施しま

す。

なお、令和7年度当初予算に係る予算要求状

況につきましても併せて、公表を行ったところ

であります。

これらの事業につきましては、県議会からの

ご意見などを十分に踏まえながら、予算編成の

中でさらに検討を加えてまいりたいと考えてお

ります。

このほかご報告いたしますのは、食品ロス削

減の推進について、「長崎県総合計画チェンジ

＆チャレンジ2025」等の進捗状況について、事

務事業評価の実施について、研究事業評価の実

施について、犯罪被害者等支援についてであり、

内容は記載のとおりであります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住委員長】以上で説明が終わりましたので、

これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、質疑がないようです

ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】討論がないようですので、これ

をもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第96号議案のうち関係部分については、原案

のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】 ご異議なしと認めます。

よって、第96号議案のうち関係部分は、原案

のとおり可決すべきものと決定されました。

次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について、説明を求

めます。

【下野県民生活環境課長】「政策等決定過程の

透明性等の確保及び県議会・議員との協議等の

拡充に関する決議」に基づき、本委員会に提出

いたしました県民生活環境部関係の資料につい
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てご説明いたします。

なお、今回の報告対象期間は、本年9月から

10月までに実施したものとなっております。

はじめに資料2ページをご覧ください。

県が箇所づけを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金でありま

す。間接補助金の実績については、記載のとお

り、長崎県浄化槽設置整備事業補助金7件とな

っております。

次に、3ページをご覧ください。

知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長宛てにも同様の要望が行われたもの

につきましては、長崎県離島振興協議会、長崎

県過疎地域協議会、長崎県水道協会から要望の

ありました計7項目であり、要望項目ごとの県

の対応につきましては、3ページから9ページに

それぞれ記載のとおりであります。

次に、10ページをご覧ください。

附属機関等会議結果報告でございます。附属

機関につきましては、上段に記載のとおり長崎

県環境審議会環境計画部会など3件、また、私

的諮問機関等については、下段に記載のとおり

長崎県人権施策のあり方に関する検討委員会な

ど5件を開催しており、会議の概要等につきま

しては11ページ以降に記載のとおりです。

なお、1,000万円以上の契約状況に係る参考資

料といたしまして、土木部営繕課で実施してお

ります集中契約のうち、県民生活環境部関係の

契約1件につきまして記載したものを別紙で配

付しております。

説明は以上でございます。ご審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。

【千住委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり、陳情書の送付を受けておりますので、

ご覧願います。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

【深堀委員】 1点だけ、陳情の46番に対する対

応の件です。暫定税率の25円10銭の減免の要請

に対して、県としては減免が必要であると考え

ているということです。

今まさに所得税の103万円の壁とか、ガソリ

ンの暫定税率25円10銭の議論が国会でもあっ

ていますが、その時に、ガソリン税に関しても

地方の取り分に影響があるというふうなことが

ちょっと議論の中であっているわけです。

離島に限っての話ですが、国が25円10銭の減

免をした時に、長崎県に与える財政的な影響は

試算されているのか、そのあたりを教えてくだ

さい。

【下野県民生活環境課長】私どもで試算はいた

しておりませんけれども、地方財政に影響があ

るというのは十分認識をいたしております。地

方財政に影響がないような形での減免をお願い

したいと要望をさせていただいているところで

ございます。

【深堀委員】 今の答弁はもちろん了とします。

地方財政に影響を与えないようにしてほしいと

いうのは当然のことだと思う。

ただ、どれくらいの影響があるのかは、ある

程度算定をしておかないといけないと思うんで

す。今ここで答弁する必要はないですけれども、

離島でのガソリンの消費量から見た時に、すぐ

にできるわけですよね。これを減免した時に可

能性の問題として地方財政にどれくらいの影響

があるのかというのは、ぜひ調査をして、しか

るべき時期にご報告をいただければと思います。

【千住委員長】 ほかにありませんか。

【大久保委員】 同じ陳情番号46番でございま
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す。離島におけるガソリンは高い、200円が平

均ということでございます。私も、離島は輸送

費とかいろんな面でコストがかかって高いのは

わかっていて、長崎県も離島が多い中で、心配

してはおります。

これを解消するために、国へ支援を要望する

だけではなくて、例えば電気自動車も、この差

額があるからこそ考えられないかなと。こうい

う場所だからこそ電気自動車と考えて、国も、

さらなる離島、また国境離島という遠いところ

に対しての支援ができないのかなというふうに

思っております。

そういった議論がある中で、そこは排除して、

やっぱりガソリン車なんだ、ガソリン支援なん

だということなのかどうか、そのあたりを確認

させていただきたいと思っております。

【大安県民生活環境部長】今のお尋ねの趣旨が

ちょっと計りかねるところがあるんですが、ま

ずもって離島地区への要望をしているのは、現

状においてガソリン車が実際に多く使われてい

る中で、離島における流通コストに大きく関わ

っていると、その部分についての要望をさせて

いただいているところでございます。

電気自動車の導入等について、脱炭素社会を

目指す中でどう進めていくかというのは、我々

としても考えていくべきところだとは理解をし

ておりますが、現状の取組における要望等は、

まさに現状使われている離島地区における原油

対策といったところで、流通コストに着目して、

この要望を行っているという現状でございます。

【大久保委員】 これはガソリン高騰への対策、

対応で、おっしゃったとおりであるとわかって

おりますけれども、離島において、輸送または

それぞれの移動に関してのコストが高いことが

もとになっているので、県としても、そのあた

りを幅広に検討する必要があるんじゃないかと

思っておりますので、今後、要望するに当たっ

て、そこも含めての幅広い議論をしていただき

たいことを要請しまして質問にかえさせていた

だきます。よろしくお願いします。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質問がないようですので、

陳情につきましては承っておくことといたしま

す。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

【 庭委員】政策等決定過程の透明性等の確保

等の説明の14・16ページ、長崎県人権施策の在

り方に関する検討委員会について質問させてい

ただきます。

9月30日と10月28日に開催されて、インター

ネット上の誹謗中傷等の対策についていろいろ

意見交換がされているようですので、その主な

内容を教えてください。

【石田人権・同和対策課長】 第2回、第3回の

長崎県人権施策のあり方に関する検討委員会に

つきましては、インターネット上の誹謗中傷等

をテーマに意見交換をさせていただいておりま

す。

主なご意見といたしまして、「民間団体にお

いて、誹謗中傷に関する相談窓口やサイトへの

削除要請など非常に実効性が高い取組をされて

おり、被害者が誹謗中傷情報を削除したい場合

は、そういった窓口につなぐといった県以外の

各種専門相談窓口との連携が重要である」とか、

「研修でインターネットリテラシーを教えるに

あたっては、メディアの使い方だけでなく、人
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権教育として、例えば生成AIによるバイアスの

問題を教えるなど、受講する人だけでなく講師

もアップデートできる仕組みが必要である」な

どのご意見をいただいております。

【 庭委員】現在、インターネット上の誹謗中

傷等も増えていて、それに追い込まれて、最悪

自殺するような事例もあると思います。そうい

う中で、長崎県として相談窓口はどのようにし

ておられるのかお伺いします。

【石田人権・同和対策課長】 総務省で、インタ

ーネット上の書き込みなどに関する相談や通報

窓口をまとめたものをホームページで公開され

ておりまして、例えば、総務省が設置し、削除

依頼への助言などを行う「違法・有害情報相談

センター」とか、民間団体が設置し、削除要請

にも対応している「誹謗中傷ホットライン」や

「セーフライン」、警察庁が設置し、違法有害

情報と判断したものは警察に情報提供するとと

もにサイトへの削除依頼を行う「インターネッ

ト・ホットライン」などがございます。

そのほかにも、厚生労働省が設置しておりま

す「心のSOS」や「法テラス」、「サイバー犯

罪相談窓口」などがあり、当課においてインタ

ーネットに関するトラブルの相談を受けた際は、

相談内容に応じて、国や民間団体の専門相談窓

口や長崎地方法務局などにつなぐこととしてお

ります。

【 庭委員】現在、県でどれぐらい相談がある

のかが把握できているかどうか、お伺いします。

【石田人権・同和対策課長】県の相談窓口に相

談があっているのは、令和5年度ですと5件、今

年度は1件となっております。

【 庭委員】今の件数が、一応解決したという

か、削除したというところまで把握できている

かどうかお伺いします。

【石田人権・同和対策課長】こちらの相談窓口

に寄せられた分につきましては、削除を希望す

るといった相談ばかりではなく、話を聞いてほ

しいといったところもございまして、今まで相

談があった中で、削除の要請があった分につい

ては法務局におつなぎしておりますが、全てが

削除されているわけではございません。

【 庭委員】ぜひインターネット上の誹謗中傷

をなくしていただきたいし、それで追い詰めら

れることのないようにしていただきたいと思い

ます。

今後、長崎県人権施策のあり方に関する検討

委員会があと何回ぐらい開かれて、今後は「性

の多様性」等について意見をいただくとなって

おりますが、その内容を教えてください

【石田人権・同和対策課長】検討委員会につき

ましては、今月開催する分も含めてあと3回開

催しまして、そのうち2回につきましては、「性

の多様性」について、県の施策を推進するにあ

たっての考え方とか、どういった視点で取り組

むべきかということについてご意見をいただく

こととしておりまして、最後の第6回につきま

しては、これまで議論があったご意見を取りま

とめることとしております。

【 庭委員】ずっと委員会で質問をさせていた

だいておりますけれども、人権条例の制定に向

けても、その委員会の中で議論していって、そ

の結果を待ってということでしたが、人権条例

を制定するというところで県として考えている

ことがあれば教えてください。

【石田人権・同和対策課長】人権条例につきま

しては、今年2月に県議会からも意見書をいた

だいておりまして、そちらにつきましてしっか

りと受け止めて対応していきたいと考えており

ます。
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長崎県人権施策のあり方に関する検討委員会

で、県が人権施策を進めるにあたっての基本的

な視点とか考え方、県の施策の方向性について

ご意見をいただくこととしておりますので、3
月に意見を取りまとめていただいたものを参考

としながら、人権条例も含めた人権施策の方向

性について検討していきたいと考えております。

【 庭委員】県議会でも意見書を全会一致で出

しておりますので、3月の報告書というか提案

書をもとに、ぜひ人権条例を制定していただき

たいと思います。以上で終わります。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。

【 庭委員】部長説明の「研究事業評価の実施

について」で、藻場におけるブルーカーボンに

関する研究がA評価を受けて終了したというこ

とですが、これはもともとどういう目的でされ

て、どういう結果になっているのか、お伺いし

ます。

【下野県民生活環境課長】お尋ねがございまし

たブルーカーボンに関する研究の目的といたし

ましては、藻場におけるブルーカーボンの貯留

量の調査を行い、藻場のCO2吸収効果を見える

化しまして、藻場の造成・保全活動にCO2吸収

効果の価値を付与して、その活動を促進するこ

とで、ひいては水産振興にもつなげるというこ

とで実施したものでございます。

研究といたしましては、大村湾でアマモ場の

面積を測定して、炭素の貯留量を算定いたしま

した。また、アマモ場の分布の調査におきまし

ては、簡易に調査ができるように魚群探知機を

搭載した船、ゴムボートで調査を行いました。

この調査における藻場の有無の判別の精度が

70％から90％程度で、調査方法としては有効で

あることが分かっております。

今後、この研究の成果といたしまして、先ほ

ど申しましたような比較的簡易な方法、道具を

用いてアマモ場、藻場の面積を計測できること

が確認できましたので、こういうことを地域住

民の方が行う環境保全活動の効果の検証などに

も活用していただきたいと考えております。

具体的には、地域住民の方々が環境保全活動

の成果を簡単に、今申したような方法で定量的

に把握することができましたら、継続して取り

組む際の励みになったり、あるいは環境活動を

拡大する時のエビデンスにもなるのではないか

と考えております。そういう活動をしていただ

くことで水産業の振興につながるものと考えて

おります。また、このような形で藻場が回復・

拡大することで、二酸化炭素吸収量も増大し、

温暖化防止対策にも寄与するものと考えており

ます。

このようなことから、藻場面積の計測の方法

やブルーカーボンに関する藻場の重要性などに

つきまして、セミナーや学習会などの場、ある

いはSNSなどを活用して広く情報発信を行っ

ていきたいと考えております。

【 庭委員】ブルーカーボンに関しては国でも

取り組んでおられると思うんですが、あえて県

がこの研究をしなくちゃいけなかった理由はど

んなところがあるのか教えてください。

【千住委員長】 暫時休憩します。

― 午前１０時３６分 休憩 ―

― 午前１０時３７分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開します。

【大安県民生活環境部長】藻場におけるブルー
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カーボンに関する研究ですが、今、課長から説

明がありました貯留量調査に加えて、ブルーカ

ーボン・オフセット、いわゆる脱炭素に向けた

オフセット制度についてもうまく検討できない

かという形でもやっておりました。

しかしながら、ブルーカーボンのオフセット

事業はジャパン・ブルーエコノミー技術研究組

合と国土交通省が連携して令和2年度から試行

に入っていたこともあって、本県独自制度とし

ての導入は見送っております。

そういったところも踏まえた中で、本県とし

てブルーカーボンの調査研究に取り組んだとこ

ろでした。この調査の成果としては、先ほど課

長から申し上げました点が挙げられるものと考

えております。

【 庭委員】成果としては水産業の振興にもと

いうことですので、進めていただければと思い

ます。

次に、事務事業評価結果一覧表の3ページで

移動理由調査事業費というのが、4ページまで

何件かあるんです。アンケートは終了したとい

うことですが、このアンケートがここで終了す

るのは、もう十分に結果が得られたということ

なのか、そのあたりを教えてください。

【谷村統計課長】移動理由アンケートにつきま

しては、令和3年3月から開始しておりまして、

過去3年間にわたり毎年2万件から3万件の回答

が得られております。そういったことで、統計

的に分析を行うに当たって一定必要なデータが

蓄積されたこと、また、傾向がほぼ一定であっ

たこともございまして、この3年間の事業実施

により、現時点におけるデータは十分に蓄積さ

れたと考えて、アンケート調査を終了すること

にしたものでございます。

【 庭委員】十分にデータが得られたというこ

とで、これがそれぞれの課で事業を行う上で必

要かと思うんですが、それぞれの課でどのよう

に生かされているのか、把握できている範囲で

教えてください。

【谷村統計課長】アンケートの集計結果は、人

口減少の要因分析を行うために、共有した部署

において移住対策等に有効活用されております。

まず、転職を理由とする転入者は子育て世代

が多いという結果から、移住施策のターゲット

の年齢層の妥当性が確認できたこと、また、転

職による転入者は若い世代が多いという結果か

ら、仕事に関する情報発信は若い世代の移住検

討者をメインターゲットとして取り組む必要が

あることがわかったことなどが、関連するUI
ターン拡大事業などに活用されております。

そのほか、女性の社会減抑制に向けましては、

女性は就職、転職を理由とする転出の割合が高

く、理由として「県内に希望する業種、職種が

ない」、「知識や技能を活かしたい」の割合が

高いという結果がございますので、女性が活躍

する多種多様な働く場の発信、また、女性にも

魅力的な職場環境づくりを促進する施策に活用

されております。

【 庭委員】アンケート結果が様々な課で活用

できていると思います。

今回、このアンケートは終わるんですけれど

も、今後、何かほかにアンケートをする予定が

あるのか、お伺いします。

【谷村統計課長】このアンケートにつきまして

は今回で一旦終了し、これまで蓄積されたデー

タにつきましては、今後も引き続き施策検討の

基礎資料として活用していくところでございま

す。

例えば、次々期の総合計画とか総合戦略の見

直しのタイミングなどで、社会情勢の変化など
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を見極めながら、必要に応じてアンケートの再

実施を検討することとしております。

また、併せてWebツールの活用などアンケー

トの手法や、どういったタイミングでやるかと

いったことについても、今後研究を行っていき

たいと考えているところでございます。

【 庭委員】 最後に、「長崎県総合計画チェン

ジ＆チャレンジ2025」の施策の進捗状況調べの

5ページ、消費生活センターにおける斡旋解決

率についてお伺いします。

この目標値が、ずっと12.7％以上とされてい

て、その後、上げていないんですが、その理由

を教えてください。

【立石食品安全・消費生活課長】総合計画の消

費生活センターにおける斡旋解決率の目標は、

令和元年度の実績値が12.7％で、全国の平均は

6.8％でございましたので、長崎県の12.7％とい

うのが全国第6位と高い水準にあったことから、

これを維持していこうということで12.7％と設

定したところでございます。

毎年同じ数字を設定していますが、消費生活

相談につきましては、内容や件数が、その時の

社会情勢によって変わったり、相談員のスキル

が上がっても、斡旋をしたり助言をしたりと、

内容によって非常に流動的なところもございま

すので、件数を事前予測することが困難と考え

まして、その高い水準を毎年度、毎年度クリア

していこうという考えのもとで設定をして、で

きる限りの対応をしてきたという経過でござい

ます。

【 庭委員】そういう状況で、実際の値として

は令和4年18.5％、令和5年15.8％と上がってい

るので、斡旋を受けて解決していただくのが一

番いいかと思います。今後、多様化してくると

思うんです。相談内容も多様化してきますけれ

ども、やはり目標値ですので、上げたほうがい

いのではないかと思うんです。前の委員会の時

にも話が出たかと思うんですけれども、目標値

を上げていって、より解決していくことが必要

かと思うんです。やはり見直しを途中でして、

5年間の中でも変えていくべきではないかと思

いますが、再度お伺いします。

【立石食品安全・消費生活課長】ご指摘がござ

いました見直しにつきまして、次期総合計画の

指標の設定、目標値の設定の段階で、見直しも

含めまして検討してまいりたいと考えておりま

す。

【 庭委員】ぜひ、次期には検討していただけ

ればと思います。

その進捗状況の分析で、被害の未然防止と拡

大防止にもつながったということです。未然防

止は本当に大事だと思いますので、どういうと

ころにつながったのか、教えてください。

【立石食品安全・消費生活課長】 未然防止、拡

大防止という表現をしておりますが、相談者の

方が契約、申し込みをする前に相談をした結果、

契約を締結せずに、騙されて支払いをせずに済

んだという場合が未然防止ということで、既に

契約をしてしまった金額の全部、または一部が

相談者に返金をされたり、支払いを免除された

り、それ以上支払わなくてよかったという場合

が拡大防止という捉え方をしております。

相談をいただいた場合に、当センターでも、

今後の注意を促したり、相談事例をもとに啓発

を行ったりということで、また、お金を支払っ

た場合に相談者と事業者の間に入って交渉をし

たりということを斡旋と呼んでおりますが、こ

ういうことをしながら未然防止、拡大防止につ

なげている状況でございます。

例えば未然防止の例で申しますと、通販サイ
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トなどで支払いの通知が来た時に、その申し込

みをした、申し込みをしようとしたサイトが急

に消えていたとか、ちょっとおかしいなと思っ

て相談をいただいた場合に、そういうものには

対応しないようにと助言をいたしまして、支払

わずに未然に防げたケースもございますので、

何かおかしいなと思ったら、できるだけ早く消

費者ホットライン「188（いやや）」にご相談

をしてくださいというような啓発をしていると

ころでございます。

【 庭委員】今後もぜひ未然防止に取り組んで

いただいて、被害に遭う前に防止できたらいい

かと思いますので、連絡する場所をもっともっ

と広くの皆さんに知っていただければと思いま

す。以上で終わります。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【本多委員】 質問させていただきます。

11月30日、長崎新聞一面に「水道2割PFAS
検出」との見出しで、「発がん性が懸念される

有機フッ素化合物、PFASが全国で検出されて

いる問題をめぐり、環境省と国土交通省は29日、

水道水の全国検査結果を発表した」との記事が

ございました。

高い濃度でPFASが検出された水道事業者と

して、愛知県岩倉市水道事業が49ng/L、次に長

崎県新上五島町水道事業48ng/L、北海道むかわ

町穂別簡易水道事業47ng/Lという形で図が出

ていたんです。ちょっと不安になるような記載

もありました。

そこでお尋ねですけれども、新上五島町が全

国で2番目に高い数値となっているようですが、

一体どのような状況なのでしょうか。

【佐藤水環境対策課長】お尋ねのありました調

査ですが、国土交通省と環境省連名で調査の依

頼があっておりまして、調査の内容としては、

水道水源もしくは給水栓の中で少なくとも1回
調査して、令和2年度から令和6年度の間の検

査・調査結果の最大値を報告してくださいと、

そういう調査でございました。その値で、確か

に新上五島町が48ng/Lと結構高い値だったと

新聞に載っております。

この値は、新上五島町が水道水として取水し

ているところの原水を採水して測定した結果と

聞いております。その結果が高い値だったとい

うことで、この後、新上五島町は自ら給水栓、

蛇口の水で検査を行っております。その結果が

検出下限値未満ということで、検査したけど、

検査機器の能力では出てこない、ゼロというわ

けではない、検査下限値未満という検査結果を

得ています。新上五島町としては、水道利用者

の方に安心に使っていただく必要があるという

ことで、その旨を町のホームページに記載して

おりまして、住民の皆様に周知公表をしている

状況でございます。

【本多委員】心配するなということですね。ホ

ームページでも公表してあるということです。

分かりました。

別に調べてみましたら、五島市と対馬市では

検査が実施されていないようですが、これは今、

どういうふうになっているんでしょうか。

【佐藤水環境対策課長】今回の調査は、国から

の依頼がありましたが、法的な強制力がある調

査ではなかったものですから、11月29日に国か

ら公表されています添付書類を見ますと、今回

は3,595の事業者が回答していまして、そのうち

の38％に当たる1,368の事業者が検査を実施し

ていない状況になっています。その理由として

は、周辺環境から可能性が低いとか、検査費用

が負担になるとか、あとは9月末までに検査し

て報告するということでスケジュールが合わな
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いという話もあっていると、これは11月29日に

公表された国の資料に載っております。

お尋ねのあった対馬市に確認したところ、令

和7年1月までには検査を行うとしておりまし

て、3月までにはその検査結果が出る予定と聞

いております。

一方、五島市についても確認しましたところ、

昨日、採水までは終わって、今はその水を検査

機関に送って検査している。1月ぐらいには検

査結果が出ると聞いておりますので、結果が出

たら速やかに五島市ホームページとかで当然公

表する予定と聞いているところでございます。

【本多委員】 PFASと言われているんですけれ

ども、そのPFASというのが一体どのようなも

ので、どういった問題があるのかというところ

と、国が目標値としている50ng/L、これが一体

どれぐらいの数値なのか、そこを教えてくださ

い。

【佐藤水環境対策課長】 PFASとは、有機フッ

素化合物のうちの、化学用語で「ぺルフルオロ

アルキル化合物」と「ポリフルオロアルキル化

合物」の総称で、これは1万種類ぐらいあるみ

たいです。その中で、特に幅広い利用がされて

いたのがPFOSとPFOAであり、PFOSと略され

るのは、ペルフルオロオクタンスルホン酸とい

うものです。

これは主に泡消火剤、通常の家庭にある消火

剤とかではなくて泡が出るようなもの、立体駐

車場とか空港とかで使われている、そんな消火

剤への利用であったり、半導体とか金属メッキ

するときのレジストという保護膜に使用されて

いたのがPFOSです。これは法的に2010年に製

造、輸入が基本的に禁止されております。利用

はいろいろあったのですけれども、日本国内の

家庭用品においては製造に使用された報告はな

いことが環境省が取りまとめているQA集の情

報です。そういうものがPFOSです。

もう1つ、PFOAはペルフルオロオクタン酸と

いうものです。こちらも泡消火剤であったり、

繊維のテフロン、撥水材、界面活性剤などに使

用されている状況ですけれども、こちらも2021
年に基本的に製造・輸入が禁止されている状況

です。こちらは国内でカーペットなど、テフロ

ンなので、その繊維に利用されていた実績はあ

りますけれども、企業がリスク評価を行って、

繊維製品を使用し続けたとしても、基本的には

リスクが懸念されるレベルにはないということ

がきちんと出ているところでございます。

あと申し添えておきますと、皆さん、フライ

パンとか撥水コート剤とか撥水スプレーとか、

いろんなものに「フッ素」と目にされていると

思いますけれども、そのようなフッ素系の撥水

材とかフライパンには、今言ったPFOA、PFAS
以外のフッ素化合物が使われております。

もう一つのお尋ねの50ng/Lというのが何な

のかというところですが、この指標が何かとい

うと、水道においては、水道法に基づく水質基

準、法できちんと調べなきゃいけない基準のも

のと、もう一つ下の目標値で水質管理目標設定

項目という2つのものがあって、今、PFOS、
PFOAは2番目の基準であって、50 ng/Lという

のが規定された時に暫定目標値という表現がさ

れています。

この50ng/Lというのが何をもとになってい

るかといいますと、基本的には体重50㎏の人が

一生涯、水を毎日2リットル飲み続けたとして

も、この濃度以下であれば人の健康には影響が

生じないと考えられる水準を基に設定されてい

るものでございます。

こちらに関しては、まだここ最近の話で暫定
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目標値ということですので、まだいろんな知見

が足りないところではあるのですけれども、12
月3日の参議院本会議において石破首相が、有

機フッ素化合物の基準について、PFOS、PFOA
などについて専門家の意見を伺いながら、先ほ

ど2番目の基準にあると言いましたけれども、

これを水質基準に引き上げることを含めて、来

春をめどに専門家の意見などを聞きながら方向

性を取りまとめていくということになっていま

すので、この数値等に関しても、その過程で新

たな知見とかが出てきた中で、国から新たな情

報提供があると思いますので、県としてもしっ

かりと注視していきたいと考えている状況でご

ざいます。

【本多委員】 では、次の質問に移ります。10
月末に委員会で県外視察に伺った福島県で、ふ

くしまHACCPの説明を受けました。福島県が

準備したアプリを使うことで、衛生管理計画を

つくるとか衛生管理を記録することができる、

また、個人店舗から工場形態まで対応できる、

比較的簡単にHACCPに取り組むことができる

優れた取組というふうに感じました。

また、福島県だけではなく岐阜県もふくしま

HACCPを使っているということで、福島県の

担当者にお聞きしたところ、国の事業費でつく

った仕組みなので、他県で使用しても問題ない

というお話をされていました。

そこでお尋ねですが、長崎県でふくしま

HACCPの導入を検討することは考えられるの

でしょうか。

【岩松生活衛生課長】 当県におきましては、

HACCPの制度化を見据えまして、平成29年度

から3年間にわたりましてHACCP型衛生管理

導入推進事業というものを実施していまして、

県内の対象事業者がHACCPによる衛生管理に

スムーズに移行できるように、国が示した手引

書などを使いまして、講習会による指導とか、

HACCPに沿った衛生管理の定着に向けたフォ

ローアップなどの支援を実施していまして、こ

の事業の末期で9割を超す事業者での導入が済

んでいると考えております。

現状といたしましては、新規に店を始める事

業者とか、導入済みの事業者の履行状況につき

まして、講習会とか現場の監視で記録などの確

認を行っております。

また、保健所が行います衛生監視につきまし

てはDX化を進めているところでございまして、

HACCPの取組につきましても、今後、講習会

でのタブレット活用、デジタル資料の配布、こ

ういったものもできればというふうに考えてい

るところでございますので、委員ご指摘のふく

しまHACCPを当県に導入する必要性は薄いの

かなと感じているところでございます。

【本多委員】今もう大体できているので、わざ

わざふくしまHACCPを導入する必要は今のと

ころはなさそうだということです。

ふくしまHACCPの説明の中で、スマートフ

ォンにダウンロードするアプリタイプであって、

これを使えば遠隔の事業所の検査が、検査員が

行かなくてもできる仕組みもあると伺ったんで

すが、そこら辺に関してはどのように受け止め

ていらっしゃいますでしょうか。

【岩松生活衛生課長】委員がおっしゃいました

とおり、ふくしまHACCPでは、いわゆるオン

ライン監視が可能だと伺っていますが、現状、

運用にまでは至っていないというふうに伺って

います。

そういったリモート監視につきましては、非

接触型での監視が可能になると、先ごろの新型

コロナウイルス感染症とか、食品衛生対策の観
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点からも一定の効果はあるのかなと感じている

ところでございます。今後、他県での取組状況

とかを注視しながら、当県の監視の方法につい

ても、そういったあたりの研究も進めていきた

いと考えているところでございます。

【本多委員】遠隔地というのは、長崎県などは

特にそういったところが多いと思うので、しっ

かりと今後も取り組んでいただければと思いま

す。

最後にもう1問だけ。6月定例会の一般質問に

おきまして、いじめストップのワールドアクシ

ョン「ピンクシャツデー」について質問しまし

た。

カナダの学生が、いじめストップの意思表示

としてピンクのシャツを着たことから始まり、

世界180か国以上のワールドアクションへと発

展したピンクシャツデー、長崎のできるだけ多

くの県民の皆様にピンクシャツデーを知ってい

ただく必要がある、長崎県内全域に普及してい

くために、まずは長崎県庁内からピンクシャツ

デーを広めていく取組は可能でしょうかという

ような質問をした際に、「県民への意識啓発に

向けまして、県庁内の取組につきましては、職

員へのピンクシャツデー実施の呼びかけなど検

討してまいります」との前向きな答弁をいただ

きました。

2月最終水曜日がピンクシャツデーになって

おります。次回のピンクシャツデーは、来年2
月26日となりますが、そこへ向けての取組状況、

進捗とか計画などがあったら教えていただけれ

ばと思います。

【石田人権・同和対策課長】毎年、県職員を対

象に人権問題研修を実施し、幹部職員は2年に1
回、一般職員は3年に1回受講をしております。

今年度も8月に幹部職員研修を実施しまして、

それを皮切りに1月末まで計画的に実施してお

り、その研修資料の中でピンクシャツデーにつ

いてご紹介しております。

今後は、庁内やデジタルサイネージを活用し

てお知らせするなど、2月の最終水曜日の取組

に向けて、さらに周知を行ってまいりたいと考

えております。

【本多委員】もちろん強制するといったもので

はないんですけれども、いじめストップと簡単

に意思表示できる取組になっていますので、2
月最終水曜日、2月26日、県庁の皆様と、また

私ども議員もしっかりとピンクのものを着けて、

その意思表示ができればと思っておりますので、

引き続きご協力のほど、よろしくお願いいたし

ます。以上です。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【深堀委員】 1点だけ、先般の懇親会の反省も

踏まえて、食品ロスの件で質問したいと思いま

す。

部長報告の中で、令和7年度における1人1日
当たりの食品ロス発生量の目標98グラムに対

して、令和4年度の発生量が95.6グラムというこ

とで、目標を既に達成をしているという報告が

あっております。

確認ですが、令和元年度実績ではこれが108
グラム、その内訳が、家庭系が64グラム、事業

所系が44グラムだったというふうに食品ロス

削減推進計画の中で明記をされていました。令

和4年度の発生量95.6グラムの中身について、家

庭系、事業所系の量を教えていただきたいと思

います。

【赤澤資源循環推進課長】 1人1日当たりの食

品ロス発生量について、家庭系、事業系別での

ご質問ですが、令和4年度の実績におきまして

は、事業系が30.5グラムに対して家庭系が65.1
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グラムということになっております。基準とな

る令和元年度と比較しますと、事業系は約30％
以上減少しているのに比べると、家庭系につい

ては横ばいという状況でございます。

【深堀委員】 実績としては、家庭系が65.1グラ

ム、事業所系が30.5グラムなんですね。

令和7年の目標は、確かにトータルでは98グ
ラムなんだけれども、この目標は家庭系が58グ
ラム、事業所系が40グラムですよね。というこ

とは、令和4年の実績からいけば、家庭系がか

なり目標をオーバーしていることになります。

これをどういうふうに分析をしているのかと

いうことが1点と、初歩的なことで申し訳ない

ですけど、この数字はどうやって出しているん

ですか。どうやってこの数字を出しているのか

なと、統計課が出しているのかな、違いますか。

どこが出しているのか、出し方もまず知りたい

なと、初歩的なことで申し訳ないですけど、教

えてください。

【赤澤資源循環推進課長】 まず1点目のご質問

ですが、家庭系、事業系、それぞれ取組を進め

ているところでございます。

家庭系につきましては、10月の食品ロス削減

月間や年末年始を中心としたテレビ広報の放映、

新聞やデジタルサイネージを使った広告などを

行っているほか、小・中学生を対象としました

ポスターコンテストを行っております。去る11
月23日には、このコンテストで受賞した24人の

方を表彰させていただいたところでございます。

事業系を対象とした食品ロス削減の取組につ

きましては、県の中小企業団体中央会が発刊し

ております「月刊ながさき中央会」に、「食品

ロスの削減について」と題して寄稿させていた

だいております。また、外食産業で減少させる

ためには、一定消費者を通した啓発活動も必要

だろうということで、よく言われています3010
運動を推進しているところでございます。

2点目のご質問で、全国の家庭系、事業系に

ついての数字の出し方ですが、基本的に家庭系

は環境省で、事業系については農林水産省が出

しております。

県の数字につきましては、県の独自の出し方

ですけど、使う統計値は、例えば食べ残しの率

といったものが環境省から毎年報告が出ており

ますので、そういったものの係数などを家庭系

廃棄物の量に掛け合わせて出しているところで

す。

事業系に関しましては、産業廃棄物系、一般

廃棄物系、両方がございます。そういったもの

の数字を各年度出して、そこの中から食品の残

渣の量をはじき出しまして食品ロスの発生量と

しているところでございます。

【深堀委員】 わかりました。

私が聞いた質問の1点目は、家庭系が令和元

年よりも増えているわけですね、令和元年度は

64グラムで、令和4年では65.1グラムと増えて

いるわけですよ。そこをどう評価し、対策を打

とうと考えているのかという趣旨の質問だった

んです。それはどうですか。

【赤澤資源循環推進課長】家庭系につきまして

は、令和元年度が64グラムに対して令和4年度

が65.1グラムということで、若干増えている状

況でございます。

家庭系につきましては、当然普及啓発が非常

に大事なのではないかと思っております。した

がいまして、先ほど申しましたように例えばテ

レビCMであったり新聞広告、こういったもの

で普及啓発をしていくことが必要なのかなと考

えているところでございます。

そのほか、親の世代は、子どもから教育をし
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ていただくことも必要なのかなということで、

家庭科の授業が始まるのが小学校5年生と伺っ

ていますので、県内の小学校5年生を対象とし

まして、食品ロスの削減情報などを掲載した自

由帳を作成することとしております。家庭系を

減らしていくためには、そういった普及啓発が

大事なのではないかというふうに考えていると

ころでございます。

【深堀委員】答弁は一定理解をするんですけれ

ども、もう一つ、食品ロスの取組の指標で、食

品ロスに対する認知、取組を県民がどういうふ

うに理解しているかという指標がありますね。

これは、国の目標は80％、食品ロスに対する認

識をもって取り組むという意識を持っている率

が80％。長崎県はこれは95％と、全国より極め

て高い状況ですよね。これは評価をされていま

すね、削減推進計画の中でも。

今の話だと、かみ合わないんですよ。なんで

認識が高いと評価をする一方で、普及啓発が足

りない、対策と。私は違うと思うんですよね、

そこをどう考えるのか。

95％というのは令和2年度の数字なんです。

令和4年度は何パーセントになっているんです

か。

【千住委員長】 暫時休憩します。

― 午前１１時１４分 休憩 ―

― 午前１１時１５分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開します。

【赤澤資源循環推進課長】 令和5年度は96.7％
でございます。

【深堀委員】ますます上がっているわけですね。

上がっているんですね、長崎県民の皆さんの食

品ロスに対する課題認識、取組をやらないとい

かんという認識は全国よりもかなり高い。令和

2年よりも上がっているということですね。

どうやっていけばいいんでしょうね。こうい

った認識は高くなっているということは、先ほ

ど言った、学校やCMやデジタルコンテンツを

使った啓発をしても、認知はもう既にしている

わけですからね。

実践ですよね、問題はね。実践じゃないんで

しょうかね。ちょっとアプローチの仕方を考え

ていかないといけないのじゃないかなと。

自分も反省をしています。先般の懇親会が、

この委員会の後だったら、もうちょっとと反省

しているんですけど。

今は家庭系の話をしていますが、事業所系で

言えば、この間、自分も思ったことは、やっぱ

り3010運動ですよね。これをいかに浸透させて

いくのか。外食で3010運動を実践すれば、恐ら

く家庭においても、その感覚はもちろんあって、

いかに食品を大切にするかと実際に取り組む。

だって、世界全体でいえば9人に1人が食糧難

で餓死をするような状況だからこそ、この食品

ロスというのが国際的な問題になっていて、日

本は真っ先に取り組まないといかん状況になっ

ている。だから、3010運動とかをもう少し。

中小企業団体の皆さんにと言っているけど、

外食産業に直接働きかけるような取組も必要じ

ゃないかなと思っているんですが、そのあたり

はいかがでしょうか。

【赤澤資源循環推進課長】外食産業に関しまし

ては、確かに事業系に関してはかなり減ってい

るという話をしましたが、令和2年度から令和4
年度というのがコロナの時期が重なったことも

ありますので、数字が減っていることは事実で

すけど、令和5年度以降にちゃんと数字が下が

っていくのかは当然今後も注視していかなきゃ

いけないのかなと思っています。したがって、
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委員ご指摘のとおり、外食産業に対して何かし

らの啓発活動も当然今後考えていく必要がある

のではないかと考えているところでございます。

また、先ほど家庭系のところで、委員のご指

摘で矛盾があるのではないかという話がござい

ました。意識調査の中で賞味期限等について、

例えば冷蔵庫の中に入っていて賞味期限が切れ

た商品に対して、切れても何日かだったら大丈

夫かと自分で判断して食べる認識でいる方は結

構おられる。アンケートの中でも大体7割ぐら

いの方は、そういった回答をされているところ

です。一方で、実際に賞味期限等を、冷蔵庫に

しまったり倉庫などに入れた後に、在庫はどう

なのかをチェックするという方は、実は3割ぐ

らいまでに減る状況です。

したがって、食べる時、あるいは買う時は賞

味期限等を見るのかもしれませんが、一旦しま

ってしまうと、なかなかそういったものを見な

いということがあるのではないかと。なかなか

皆さんが気づいていない部分、こういったこと

が食品ロスの削減になるんだよというところを、

今後、啓発活動の中に取り込んでいくことも大

事なのかなと考えているところでございます。

【深堀委員】 今、課長が示されたように、いろ

んな気づきの部分もあるし、コロナ禍で外食を

控える方々が家庭で食事をとることによって、

家庭で出る食品ロスが増えた可能性は十分ある

んだろうなと理解をしました。

最後にもう一つだけ。施策評価の調書の7ペ
ージで、1人1日当たりの一般廃棄物の排出量の

数字が載っています。令和4年で953グラムです

が、これは食品ロスとの関係はどういうふうに

なりますか。これに含まれるんですか。

【赤澤資源循環推進課長】 1人1日当たりのご

みの排出量については、国で一般廃棄物の排出

量調査を毎年行っています。そちらから数字を

算定していくことになります。市町村でごみが

出されましたと、出されたごみの中から廃棄物

の排出量が全体で幾らと、それに対して人口が

どのくらいということで割って出したものがこ

の数字になります。

従いまして、食品ロスの出し方が反映される

かというと、一部は入るかもしれませんが、全

部が全部入るかというと、例えば産業廃棄物と

してくくられるものは反映されない形になるか

と思います。

【深堀委員】分かりました。食品ロスが令和元

年から12グラムほど減少してきている中で、一

般廃棄物の量がそこまで減っているのかという

目で見た時に、相関性がないのかなというふう

に感じたものだから、ちょっと聞いてみました。

もちろん一般廃棄物の排出量を削減していく

ことは環境問題的にも必要なことなので、これ

は数字としては目標値に対してまだ上回ってい

ますよね。令和4年時点で942グラムを目標にし

ていたものが953グラムと。

今度は食品ロスと別の観点で、これに対する

取組状況について、少し説明をいただければと

思います。

【赤澤資源循環推進課長】ごみの削減に関しま

しては、消費者団体とか行政、有識者で組織を

しているながさき環境県民会議を中心に、ごみ

ゼロ実践計画に基づく県民運動を行っていると

ころでございます。

また、市町が一般廃棄物の総括的な責任を持

っていますので、市町、あるいは事務組合と連

携した廃棄物対策連絡協議会を毎年行っている

ところでございます。各市町で有用な取組があ

ったものに関しては、各市町に横展開をしたい

ということで事例紹介をしているところでござ
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います。

そのほか、ごみの中には生ごみが結構多くご

ざいます。生ごみは水分が多いので、この水分

を減らすだけでもかなり変わってくるのかなと

いうことで、今年度は、生ごみのひと絞り実証

事業ということで、県内の幾つかの市町と連携

を取りまして、生ごみをもう少し絞った時にど

れぐらい減るかということを実証的に行ってい

るところでございます。

来年は、SNSとかを使った広告であるとか、

そういったものを検討していきたいと考えてい

るところでございます。

【深堀委員】一般廃棄物と食品ロスは、まとま

りで言えば一緒の部分もあるので、食品ロスの

削減と一般廃棄物の削減とセットでね。いろん

な啓発活動であったり取組を、それぞれでやる

のではなくてセットで、ぜひお願いをしたいと

思います。

最後にもう一つだけ。言い忘れていたんです

が、食品ロスの中でフードバンク等々との連携

は、削減計画の中にも推進計画の中にもあるわ

けですが、こういった箇所と事業者を結びつけ

て、食事が取れない子どもたちに提供する慈善

活動につなげることも大きな役割があると思う

んですが、そういったところとの連携状況につ

いて教えてください。

【赤澤資源循環推進課長】フードバンク団体と

の連携につきましては、昨年度6月補正の中で、

フードバンク団体のスタートアップ時に必要な

備品であるとか、そういったものに対する助成

を行いました。昨年度は9団体に交付をして、

フードバンク団体を設立する上での支援を行っ

たところでございます。

今年度は、そのフードバンク団体との連携も

非常に必要でありますので、例えば食品関連の

企業からフードバンク団体とつないでほしいと

いうふうな話がありましたら、フードバンク団

体におつなぎをさせていただいているところで

ございます。

【千住委員長】審査の途中ですが、午前中の審

査をこれにてとどめ、午後は1時30分から再開

し、引き続き県民生活環境部関係の審査を行い

ます。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２６分 休憩 ―

― 午後 １時３１分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に引き続き、県民生活環境部の審査を

行います。

質問はありませんか。

【山本委員】 では、2点お伺いをします。

1点目が、野菜摂取量増加に向けた取組につ

いてお尋ねをします。これ自体は、どっちかと

いうと国保・健康増進課が所管かなとは思うん

ですけれども、食育というところで関連でお伺

いをいたします。

国が発表しています都道府県別の1日当たり

の野菜摂取量の最新の数値が、平成28年分とち

ょっと古いんですけれども、男性は、全国平均

が284グラムに対して本県は269グラムで全国

で42位、女性が全国平均の270グラムに対して

本県は249グラムで39位とのことです。

令和3年度からの国の第4次食育推進基本計

画では、1日当たりの野菜摂取量の目標は350グ
ラムとなっているようですが、本県の野菜摂取

量の現状について、お尋ねをします。

【立石食品安全・消費生活課長】本県における

野菜摂取量は、直近のデータで令和3年の長崎

県健康栄養調査によりますと、野菜摂取量の1
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日当たりの平均値は男性が239.9グラム、女性が

230.1グラム、総計で234.4グラムという数値が

ございます。これは、国の目標350グラムに対

しましては、およそ100グラム超少ない現状に

なっております。

【山本委員】課長がご答弁いただいた結果につ

いて、国のほうも平成28年に比べて直近が下が

っていると。いろいろな取組をこれまでされて

きていると思うんですけれども、全国的にも下

がっている。今お聞きしたら、長崎県の数値も、

平成28年と比べて20グラムから30グラムぐら

い減っている状況かと思うんですけど、この要

因についてどういうふうに考えていらっしゃる

のかお尋ねします。

【立石食品安全・消費生活課長】野菜摂取量の

減少の要因は、いろいろ調査の中で報告がされ

ているものがございます。例えば農林水産省の

平成25年の野菜摂取量の状況報告では、食生活

の多様化、洋風化が野菜摂取量の少ない要因の

一つとされておりまして、以前は根菜類などの

野菜を煮物などで多く食していたのが、最近で

はサラダとして野菜を食べるようになって、結

果、摂取する重量が低くなったという報告もご

ざいます。

民間の調査で、平日の朝食の品目数が少なく

なったり、栄養バランスの意識の低さが減少に

つながっているのではないかというような調査

結果もございます。

【山本委員】都道府県別の野菜摂取量の全国順

位が、先ほどは平成28年で、その前は平成24年
の数字がありまして、長崎県は男性が全国で21
位だったのが、平成28年は42位と大きく順位を

下げていると、女性は42位から39位と横ばいの

状態であったのに対してですね。

徳島県は、男性が平成24年は45位と本県より

も下位だったんですけれども、平成28年は8位、

女性も38位と本県と変わらなかったのが、平成

28年に全国3位と大きく順位を上げているんで

す。徳島県がどういう取組をしているかとネッ

ト等で調べてみると、平成24年のこういう順位

が低いのを受けて、県とか医師会とか歯科医師

会、栄養士会、大学、学校、食生活改善推進員

などを構成員とする野菜摂取量アップ専門部会

というものを立ち上げて、8月31日の「野菜の

日」を挟む1週間を独自に徳島野菜週間と定め、

リーフレットやグッズの配布などの集中的な普

及啓発を行ったり、徳島健康ポイントアプリ「テ

クとく」というそうですが、1日350グラムと具

体的に目指して、毎日の野菜摂取量をチェック

するなどの取組を行っているようです。

そこで、本県では野菜摂取量の増加に向けて

どのような取組を行っているのか、また、もし

徳島県の取組をご存じであったら、そことの違

いもありましたらご説明をお願いします。

【立石食品安全・消費生活課長】本県におけま

す野菜摂取量増加対策は主に国保・健康増進課

が取り組んでいるところでございますが、同じ

食育計画の中で連携して取り組んでいるところ

であります。

現在は、徳島県でもございましたが、「野菜

の日」を中心に集中的に啓発をしたり、健康づ

くり応援の店登録店で野菜たっぷりメニューの

提供をしたり、プラス野菜1品チャレンジ事業

で料理講習会をやったりということで、野菜摂

取の増加に向けて各種取組をされています。

当課におきましては、特に若い世代、大学生

とかが、朝食をとらなかったり栄養バランスの

良い食事がとれなくなったりということで、特

に大学生と連携をいたしまして、栄養バランス

の良い食事、朝食摂取の促進に向けて取組をし
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ておりまして、県内の4大学の学生と一緒に朝

食レシピの開発をしたり、食育講演会の中で試

食を作って提供したり、それをSNSやホームペ

ージで紹介する形で、朝食摂取で野菜もバラン

スよい食事も取りましょうという観点を含めま

して啓発をしているところでございます。

【山本委員】これは市がやったのか、市の食生

活改善推進員の団体がやったのか、記憶がはっ

きりしないんですけれども、紙を渡されて、野

菜をとっていますかと、350グラムはこれぐら

いですよというふうなものがあって、朝昼晩と

1週間つけてみてください、ちゃんと取れまし

たか、みたいなチェックリストがあって、やっ

たことがあるんです。2週間続きませんでした

けど、とりあえず1週間やってみた。こういう

感じで、意識をするというか習慣づける、350
グラムというイメージをつくる。

多分、県でもいろんなレシピが出ていたと思

うんですが、そういうのはされているんですけ

れども、350グラムって、具体的にどのくらい

ですか、1日3回でどれぐらいずつ食べればいい

ですかと、外食だったらこうですよという形で

イメージをつくって、意識づけをしていけば習

慣化する。あるいは習慣化できなくても、そう

いえば今日は食べておらんやったね、みたいな

形が出てくるのかなというふうに思います。

徳島県がこれだけポンと上がった。たしか数

字的にも350グラムまではいっていないんだけ

ど、300グラムを超えるような数字になってき

ている状況があると思います。徳島県でもアプ

リをやっているし、長崎県でも多分、アプリを

やっていると思うんです。アナログでもデジタ

ルでもいいんですけれども、そういう習慣づけ、

参加者が増えるようにですね。

それから、市町と目標を共有して、たしか県

としても今回の健康21とかで数字を挙げてい

たと思うので、市町と目標を共有した取組を引

き続きお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。

2点目は地域猫活動の支援についてです。今

回の資料でいうと事務事業評価の22ページに

出ていますし、令和7年度の主要施策の県民生

活環境部のところにも出てくるんですが、主要

事業のところでは、地域猫活動に係る野良猫の

不妊化手術支援という書き方がしてあって、事

務事業評価では拡充ということで、野良猫の子

猫を減らすための地域猫活動を県内全域で実施

するため、不妊化支援を継続して行い、市町や

ボランティアと連携して政策を推進すると取組

がうたわれております。

不妊化治療につきましては、近年急速にたく

さんやっているし、殺処分の数も目に見えて効

果が出ていると思うんですけれども、地域猫活

動自体について、まだよく見えないところがあ

ります。やっているところはたくさんあると思

うんですけれども、今、県内で、大ざっぱな言

い方ですけど、どこで、どれくらいの団体数で

地域猫活動を行っていると把握されているのか

をお伺いします。

【岩松生活衛生課長】地域猫活動につきまして

は、委員のご指摘のとおり、県内地域によって

濃淡があるのは承知しています。盛んな地域と

いいますと、県央地域とか県南地域、島原半島

も割と盛んな地域なのかなと、ボランティアが

たくさん頑張ってやっていただいている状況だ

と思います。

本土地区でいいますと、県北地域は少しボラ

ンティアが少ないということでアドバイザーの

派遣、また、島についてもそういった形で、手

薄なところはボランティアの育成に取り組んで
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いるところでございます。

【山本委員】そういった中で、私にも相談とい

いますか、お聞きすることがあって、なかなか

うまくいっていない事例が耳に入ってきます。

県内のいろんな取組の中で、地域も市も含めて

うまくいっているところと、地域とうまくいっ

ていない、あるいは市とうまくいっていないと

ころの違いはどんなふうに認識されているのか、

お願いします。

【岩松生活衛生課長】うまくいっているところ

は、保健所とか地域のボランティアの方、また

市町の担当課がうまく連携、協力して、地域の

課題ということで地域猫問題に当たっているこ

とが大きいのかなと思います。

逆にうまくいっていないところは、そういっ

た連携があまりうまくいっていない、あとはボ

ランティア自体の数が少なくて、どうやって手

をつけていけばいいのかなといった部分が大き

な課題になっているのかなと思っているところ

でございます。

【山本委員】地域の課題という形でスタートを

していくと、比較的うまくスムーズにいくのか

なと思うんです。私の肌感覚として、以前は町

内会の人が集まると、猫がここに糞をしたとか

というふうな形のものが結構上がってきていた

のが、最近は、ないわけではないんでしょうけ

れども、それが地域の課題、町内会の課題とし

てあまり出てきていないような感じがするんで

す。それが、活動がうまくいっているからなの

か、どうなのかがちょっとわからない、つかめ

ていないんですけれども、いずれにしても地域

の課題として上がってこないと、勝手にやって

いるという話になってみたり、また、地域猫活

動としてやっている人と無責任に餌をやってい

る人が混同されてしまったりというところで、

市としてもなかなか「うん」と言いきりません

よみたいな、そこが何年間か続いているなとい

うふうな感じがしています。

県では、課長からも、県がとにかく主体的に

やっていきますというふうな力強いお言葉もい

ただいておりますし、保健所等も含めてロード

マップをつくってやっていただいていると思っ

ております。

そうすると、今度は市と県の関係ということ

で、市町に対して指導、支援をお願いしたいと

思うんですけれども、その点はどうでしょうか。

【岩松生活衛生課長】動物愛護行政につきまし

ては、今、委員からおっしゃっていただいたと

おり、私どもが先頭に立って進めていくものと

いう理解でおります。ただ、私どもだけでは当

然目標を達成できないと思っておりまして、ボ

ランティアもそうですし、市町の関係各課の

方々との連携も必要だと感じています。各保健

所単位で動物愛護推進協議会を組織して、意見

交換、情報の共有を図りながら、なお事業を進

めていきたいと考えているところです。

【山本委員】市町の場合、どこが担当している

のかというのがですね。動物の事故があったか

ら引き取ってくれとかというところがやってい

るケースであったり、自分のところの本来の業

務があって、それに地域猫の部分も所管になっ

たみたいなところが市町によってはあると思う

んです。だから、市町自体が自分事、その課自

体が自分事として思ってくれないと、なかなか

難しいなと思っておりますので、ぜひ引き続き。

せっかくやっていらっしゃる方が地域の中で

悪者になってしまっているパターンがあるし、

お互いに関係が悪くなって非常にぎくしゃくし

ているというふうなケースが見られますので、

ぜひスムーズに、ちょっと時間がかかるかもし
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れませんけれども、市、町内会であったり、そ

ういった方と連携をして理解を深めていただけ

ればと思いますので、引き続きよろしくお願い

をいたします。以上です。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【外間委員】産業廃棄物税について、確認の意

味でお尋ねをいたします。

先ほど部長がご説明した産業廃棄物税導入、

かれこれ20年たって、5年ごとの更新といいま

すか、その都度その都度、抑制にかかっている

のか、あるいはきちっとリサイクルが進んでい

るのか、こういったことがこの条例によって、

この税金を取ることによって円滑に進んでいる。

そのことによって県の廃棄物行政を円滑に進め

ていくということで、すぐれた条例、税金の取

り扱いであると、これを5年後に改めて検討を

行うことにしているというご説明をいただきま

した。

改めて確認なんですけれども、平成17年に産

業廃棄物税が導入され、越境処理も含めて他県

との関連があるので、同時進行してそれぞれの

県で連携して、この税金を導入した経緯があり

ます。

まず、基本的なこととして、当時の産業廃棄

物税の単価、1トン当たり1,000円という記憶が

あったんですけれども、今現在において、産業

廃棄物の処理にかかる単価と総重量をお示しい

ただけれぱと思います。

【赤澤資源循環推進課長】産業廃棄物税の単価

についてのご質問でございますが、平成17年度

に導入した時と同じで、最終処分場へ搬入する

場合は1トン当たり1,000円、焼却施設に搬入す

る場合は1トン当たり800円という形で設定を

しております。

産業廃棄物の量に関しては、制度導入前の平

成16年では456万1,000トンでしたが、直近令和

4年度の排出量としては492万4,000トンで、排

出量としては約8％ほど増加している状況でご

ざいます。

【外間委員】増加していると、適正に処理をし

ているからこそ数値が上がってきたというふう

に理解してよろしいんでしょうか。

【赤澤資源循環推進課長】排出量につきまして

は確かに8％ほど増加しているところでござい

ますが、一方で再生利用量、原料化量につきま

しては、量・割合ともいずれも増加している状

況でございます。

また、最終処分量に関しましても、導入され

る前の平成16年度で43万トンだったものが、令

和4年度で28万9,000トンと約3分の2まで減少

している状況でございます。

以上のことから、事業者で搬出抑制とかリサ

イクルに一定取り組んでいる効果ではないかと

いうふうに考えております。

【外間委員】今の産業廃棄物税の仕組みが実に

うまくいっているがゆえに、こと問題もなく、

不法投棄もないというふうに、希望していると

ころですけれども。

これは目的税でありますから、税収をがっぽ

り集めようという理由ではなくて、あくまでも

排出規制とかリサイクルを進めていくことによ

って、この目的税を高めていくということであ

るから、たくさん税金が集まったということよ

りも、むしろ適正に処理をされているかという

ことの材料として税金が導入されているという

ふうに理解をしています。

実際に不法投棄を行った業者に対して、廃棄

物処理法違反による刑罰、現在における諸規定

はどのようになっていますか、お聞かせくださ

い。
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【赤澤資源循環推進課長】刑罰に関しましては、

不法投棄はかなり重く、最高で懲役5年という

形になっております。法人であれば両罰規定と

いうことで、法人も罰せられる形になっており

ます。

【外間委員】実は、昭和のころにマニフェスト

という言葉が初めて出てきまして、ごみを出す、

廃棄物を出す排出業者と、それを適正に処理す

る業者の責任というもの、不法投棄を行うと、

排出業者の責任になるという仕組みになってい

るわけですね。それは今でも変わらないと思う

んです。そのことによって、適正に処理をする

業者が信頼をもって選ばれる仕組みになってい

るから、そういう業を、不法投棄をするような

ことは絶対にあってはならないというふうなル

ールで、排出業者に責任を重く与えているおも

しろい仕組みだと思っておりまして、これがう

まくいっているからこそ、20年も、この税金の

導入によってうまくいっているのではないかと

いうふうに、今の課長のご説明を聞いて理解を

したところであります。

私が聞きたい質問は以上で終わりますが、こ

の産業廃棄物税というものの今後推移をしっか

りと見守っていきながら、適正に処理がされて、

そして改めて5年後に検証を行う廃棄物税制度

というものを継続して行うことについて了とし

たいと思います。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【中島委員】 事務事業の評価結果一覧の4ペー

ジ、「施策3 男女が性別にかかわりなく個性

と能力を発揮できる社会づくり」で、主な評価

対象事業のながさき男女共同参画“輝き”プラン

推進事業の実施状況を見ますと、「男女共同参

画推進員や市町の担当者研修会を開催するとと

もに、一般県民も対象とした地域における男女

共同参画推進研修等を実施した。また、男女共

同参画審議会を2回実施した」ということで、

見直しの方向としましては、「男女共同参画地

域リーダー企画実践事業は、実施していない市

町への情報提供や広報啓発を強化し、実施を促

していく」ということです。

男女共同参画地域リーダー企画実践事業を実

施していない市町があるということですけれど

も、どの程度の市町で実施されているんでしょ

うか。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】男女共同

参画地域リーダー企画実践事業というのは、令

和6年度、今年度から始めた事業でありまして、

地域の男女共同参画推進員の方々が、自分たち

で企画して実践する事業を、県が伴走型で支援

するという事業です。今年度は、壱岐市、新上

五島町、南島原市で行っております。来年度以

降は、また違う市町で、毎年3市町ぐらい選び

まして、自主的に行っていただこうと思ってい

ます。

今年度やっていただいた市町については、引

き続き自分たちで行っていただいて、それをこ

ちらは見守ってというか、何かお手伝いするこ

とがあればやっていきたいと思います。

【中島委員】今年度に内容を見直したというこ

とですので、以前も事業内容は似たような感じ

で実施されていたと思うんです。

これからまた内容を見直した中で、毎年3市
町ぐらいを対象にやっていくんでしょうけれど

も、これをずっとやっていく中で、実際に1回
やった市町においては継続してやっていかれる

ということなので、そこの後の流れもしっかり

と確認していただきながら事業を進めていただ

ければ、事業効果もかなり良いほうに向かうの

かなと思いますので、よろしくお願いしたいと



令和６年１１月定例会・観光生活建設委員会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（１２月１１日）

- 105 -

思います。

こういった事業を実施している中で、総合計

画の施策の進捗状況調書の4ページ、成果指標

で、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」と

の考え方に反対の人の割合が、令和5年で54％、

目標値が54.9％ということで、達成率98％とな

っております。

こういった男女参画の事業をする中で、女性

もしっかりと仕事ができる状況とか、世間的に

はある程度、皆さんの中で認識できているのか

なと思うんですけれども、実績値が54％という

ことは、大まかに見ると2人に1人の割合という

ことになるわけです。事業の目標値に対する達

成率が98％ということはわかるんですけれど

も、我々の日常的な感覚としては、ほぼ反対す

る人じゃないのかなという思いがあるんです。

この数値が県民の皆さんに公表された時に、長

崎県ってそんな状況なのかなと、認識が低い印

象を与えてしまうかなと心配するんです。

アンケートの取り方にもよるかと思うんです

が、取り方も含めて、どういった形でこの数字

が出てきたのかをお知らせください。

【松尾男女参画・女性活躍推進室長】アンケー

トにつきましては、県総合計画における数値目

標の実績値を取得するために、毎年、政策企画

課で実施しているものです。県内在住の15歳以

上の男女を対象として、性別、年代、居住地域

について長崎県の実態と等しい割合で1,000人
の回答を集計しております。

設問につきましては、「家庭生活において、

『夫は外で働き妻は家庭を守るべきである』と

いう考え方があります。これについて、あなた

の考えに最も近いものを1つお選びください」

と尋ねておりまして、「賛成」、「どちらかと

いえば賛成」、「どちらかといえば反対」、「反

対」、「わからない」の5つのうち1つを選択し

ていただくものです。

令和5年度のアンケート結果としまして、「反

対」、「どちらかといえば反対」の合計が54％
で、「賛成」、「どちらかといえば賛成」が23.9％
となっております一方で、「わからない」と回

答した方が22.1％もおられました。

年代別に見ると、「賛成」、「どちらかとい

えば賛成」は、10代が最も低く7.3％で、60歳
以上が最も高く30.4％になっております。「反

対」、「どちらかといえば反対」は、10代が73.2％、

30代で60.6％と高くなっております。

【中島委員】 肯定論者が割と少ない、23.9パー

セントですね。そういうのがわかった上でのこ

の数字だったらわかるんです。

今後、こういった数字を公表していく上で、

アンケートのその取り方であると、どうしても

こういう形になると思うんですが、「わからな

い」と答えた方も結構いらっしゃる中で、数字

の操作をせよとまでは言いませんけれども、こ

ういう数字が出てくると、見た時に「こんなも

のなのかな」という思いがするので、何らかの

検討をしていただければと思います。よろしく

お願いしたいと思います。以上です。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

【初手副委員長】 それでは1点質問をさせてい

ただきます。私は、長崎県汚水処理構想2024の
下水汚泥の肥料利用の件で質問させていただき

たいと思います。

汚水処理構想が今年の4月からスタートした

わけですけれども、今から長い目で見て、いろ

んな施策を取り組んでいかれるのだと理解をい

たしております。その中で、下水汚泥の肥料利

用が位置づけられております。これはそれぞれ

地域によって対応も異なるのだろうと思います
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けれども、何点かに分けて質問させていただき

たいと思います。

下水汚泥の肥料利用に向けた経過といいます

か、計画にのせていくに至った経過について、

最初にお尋ねをさせていただきたいと思います。

【佐藤水環境対策課長】昨年度末、県の汚水処

理構想を立てまして、その中に汚泥の堆肥化の

計画を載せております。

これは国土交通省が、下水汚泥を肥料化し、

リンの国内供給率を40％まで引き上げること

を目標とすると令和4年度に打ち出しまして、

国の方向性に基づいた形で、県の汚水処理構想

の中に基本方針として記載をしているところで

ございます。

【初手副委員長】経過的には、大枠的には理解

をいたしました。

肥料化を進めていく工程といいますか、汚泥

から肥料にする流れ、どういった手順を踏んで

肥料化されるのか、その辺の流れについて教え

ていただければと思います。

【千住委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時 ４分 休憩 ―

― 午後 ２時 ５分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開します。

【佐藤水環境対策課長】下水汚泥を肥料にして

いくに当たりましては、下水処理の汚泥は産業

廃棄物になりますので、重金属の含有量とかの

調査をまず実施して、その成分も見極めた中で

堆肥化していきます。

長崎県で民間に2施設ありますが、そちらに

汚泥を持ち込んで、堆肥になるまで3か月ぐら

いかかります。こういう形で堆肥化していく状

況になっております。

【初手副委員長】汚泥を民間業者に頼んで、料

金を取られるのかわかりませんが、肥料化をす

ると。この肥料ができた後、どこかで使わなけ

ればいけないのですが、それはどういったルー

トが考えられるのですか。

【佐藤水環境対策課長】まだ始まったばかりで、

県内の2業者に確認したところによると、一部

農家に引き取ってもらっているものもあるが、

まだまだ下水汚泥の肥料の認知もないというこ

とで、ある意味お試しで配布もしていると、今

はそういう状況でございます。

【初手副委員長】 まだ始まったばかりなので、

その確たるものは、固まったものはこれからだ

と思うのですけれども、民間で販路もそれぞれ、

どこで使っていくかは業者で選択をしていくと

いう理解でいいのかと思います。

そういうことで肥料になっていくのですけれ

ども、今、このシステムといいますか、肥料化

を進めている市町はどれくらいあるのですか。

【佐藤水環境対策課長】県内の下水汚泥の有効

利用、リサイクル率は99.9％となっております。

全国平均が75％ですので、それをはるかに上回

る形で有効利用しております。

令和5年段階で堆肥化率は44.37％になって

おります。令和6年度現在で、民間で堆肥化処

理をしている市町は6自治体となっております。

【初手副委員長】下水汚泥を肥料化している自

治体はどこがあるのかを知りたいのです。

【佐藤水環境対策課長】 令和6年度で、自治体

としましては、長崎市は複数の処理場がありま

すから、その中の一部で実施しております。そ

れと県の流域下水道も堆肥化をしております。

それと大村市がしておりまして、あとは壱岐市、

雲仙市、それと東彼杵町で、県も含めて6自治

体で堆肥化をしております。

【初手副委員長】 重ねてお尋ねします。
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肥料化していく場合のコストといいますか、

焼却するか、乾燥して建設資材、道路用に使う

か、コンポスト化、この3つの方法があると私

は思うのですけど、行政が負担する場合のコス

ト的な面はどうなのですか。それぞれあまり変

わらない状況なのでしょうか。もしお分かりで

あれば教えてください

【佐藤水環境対策課長】下水汚泥の利用としま

しては、堆肥化して肥料にするものと、焼却し

たものを溶融して建設資材に使うと、大まかに

はこの2つでございます。

各下水処理場から汚泥を搬出して、産業廃棄

物として適切に処理をするに当たって、処理費

用と汚泥を毎日運搬する費用がありまして、ど

ちらかというと運搬費のほうがコストに占める

割合が大きいものですから、見積りを取る各自

治体にヒアリングしたところによると、運搬距

離のウエートが大きいので、そこでコストがあ

る程度決まってくるような状況だとお聞きして

います。

【初手副委員長】今からどういうふうな形で浸

透していくか、コスト的な面もあるので、どこ

まで対応できるか、いろいろ出てくると思いま

す。国の方針ということもありますが、県とし

て、肥料化する数値目標は特段設定する必要は

ないのですか、その辺はどうですか。

【佐藤水環境対策課長】県としましては、下水

汚泥は99.9％、ほぼ100％までリサイクルされ

ています。国も堆肥化という方向を打ち出して

おりますので、県としても、各自治体に堆肥化

に対しての検討はしっかりしていただきたいと

思っております。

ただし、下水道も各市町は企業会計で運営し

ておりますので、無理に高いコストを払ってま

でというところはあると思いますので、そこは

各自治体が、下水道事業者が適切にコストを比

較しながら、各事業者における運営方針に基づ

いて決めていくことだと考えておりまして、県

として、今のところ具体的に何パーセントとい

う数値目標まで定めておりません。

【初手副委員長】これからの動きになりますが、

各市町の実情がそれぞれあるかと思いますので、

事業として取り組むことも必要ですけれども、

そういったことも含めながら、今後、私もこの

取組は見守っていきたいと思います。以上で終

わります。ありがとうございました。

【千住委員長】 ほかに質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質問がないようですので、

県民生活環境部関係の審査結果について整理し

たいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時１３分 休憩 ―

― 午後 ２時１３分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、県民生活環境部関係の審

査を終了いたします。

本日の審査はこれにてとどめ、明日は午前10
時から委員会を再開し、交通局関係の審査を行

います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時１４分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１２月１２日

自  午前１０時 ０分

至  午後１１時１６分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 千住 良治 君

副委員長(副会長) 初手 安幸 君

委 員 田中 愛国 君

〃 外間 雅広 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 山本 由夫 君

〃 庭 敦子 君

〃 本多 泰邦 君

〃 大久保堅太 君

３、欠席委員の氏名

  ごうまなみ 君

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

交 通 局 長 太田 彰幸 君

管 理 部 長 岩﨑 良一 君

乗 合 事 業 部 長 柿原 幸記 君

貸 切 事 業 部 長 江頭 興祐 君

文化観光国際部長 伊達 良弘 君

県民生活環境部長 大安 哲也 君

土 木 部 技 監 植村 公彦 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ０分 再開 ―

【千住委員長】 おはようございます。

委員会を再開いたします。

なお、ごう委員から欠席する旨の届が出てお

りますので、ご了承をお願いいたします。

これより、交通局関係の審査を行います。

委員会による審査を行います。

交通局においては、委員会付託議案及び陳情

がないことから、所管事項についての説明を受

けたのち、議案外の所管事務一般について質問

を行います。

まず、交通局長より、所管事項説明を求めま

す。

【太田交通局長】 おはようございます。

観光生活建設委員会関係説明資料、交通局の

1ページをお開きください。

今回、交通局関係の議案はありませんので、

主な所管事項についてご説明いたします。

（交通局の経営状況について）

令和6年度上半期の経営状況は、営業収益に

おいて、乗合バス及び県外高速バスが堅調に推

移しており、また、今年1月からの貸切バスの

運賃改定の効果等もあり、前年度同期に比べ1
億2,000万円の増収となりました。

営業費用については、職員の処遇改善に伴う

人件費の増やバス車両の更新に伴う減価償却費

の増などから、前年度同期に比べ1,200万円の増

加となりました。

この結果、上半期における営業収支（税込）

は、前年度から1億1,000万円改善し、7,800万
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円の黒字となりました。また、営業外収支を加

えた、経常収支においても1億4,000万円の黒字

となっております。

交通局を取り巻く経営環境は、運転士不足や

燃料費の高騰に加え、継続的な車両更新への対

応が求められるなど、厳しい状況にありますが、

経営計画に沿った改善策の着実な実施によって、

路線バス網の維持と経営基盤の強化に努めてま

いります。

（「デンリュウ」ラッピングバスの運行につい

て）

長崎県と株式会社ポケモンにおいては、本県

の魅力発信や観光振興、地域活性化を目的に、

本年6月に連携協定を締結したところであり、

ポケットモンスター「デンリュウ」を「ながさ

き未来応援ポケモン」として就任させ、本県内

において、西肥自動車や長崎電気軌道における

「デンリュウ」ラッピング車両の運行、マンホ

ールの蓋に「デンリュウ」を描いた「ポケふた」

の設置、「デンリュウ」が刻印された長崎カス

テラの販売など、長崎を盛り上げるための様々

な取組が進められております。

交通局においても、空港リムジンバス1台に

「デンリュウ」をラッピングし、去る11月2日
から運行を開始しましたが、運行開始に先立ち

11月1日に実施した出発式においては、ラッピ

ングバスとともに「デンリュウ」の着ぐるみも

登場し、西山台保育園の子どもたちの歓声の中

で執り行われました。また、子どもたちには、

「デンリュウ」バスの初めてのお客様としてご

乗車いただいたところであります。

バスの両側面には、「中華街・めがね橋・グ

ラバー園」及び「長崎の夜景」のデザインとと

もに「デンリュウ」がラッピングされ、また、

車内にも工夫が施されるなど、楽しく、長崎の

魅力を十分に感じていただけるものとなってお

ります。その運行状況については、県営バスホ

ームページに運行予定表を掲出するとともに、

「県営バスナビ」で追跡できるようにしており、

県内外のお客様に長崎の魅力を積極的にPRし

てまいります。

（貸切バスの状況について）

交通局においては、旅行業を活用し、着地型

周遊観光バスツアー「ぶらりん」を令和4年度

から企画・運行しており、去る11月4日及び24
日には「ぶらりん」の新たなコースとして、「大

村湾周遊モニターツアー 湾内クルーズと萱瀬

ダム内部探検！シュシュのバイキング＆映えス

ポット“千綿駅”」を実施したところです。

その内容は、長崎バスターミナルを出発し、

「時津港から琴海を経由して長崎空港までの湾

内クルーズ」、「萱瀬ダム内部の点検用トンネ

ル（監査廊）の探索」、「おおむら夢ファーム

シュシュのランチバイキング」、「東彼杵町の

観光」を経て長崎へ戻るツアーとして企画しま

した。

湾内クルーズについては、長崎県観光連盟と

連携し、「大村湾サイクルージング」において

安田産業汽船が運航する不定期航路に相乗りさ

せていただいたほか、萱瀬ダムの探索では、県

央振興局河港課と連携し、インフラツアーとし

て担当職員による施設案内を実施するなど、部

局間で連携した取組といたしました。

また、今回のモニターツアーには、一般募集

の参加に加えて、長崎市内の観光業者にも参加

いただき、アンケート等を通じてご意見をいた

だいたところであります。

今後、これらのご意見も踏まえながら、商品

のさらなる磨き上げを行い、本県の観光振興に

貢献してまいりたいと考えております。
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追加の1をご覧ください。

（長崎市内路線バス共通チケット「ながさき旅

パス24－hour」の販売について）

交通局においては、長崎自動車株式会社と長

崎電気軌道株式会社の3者で、今年7月から9月
まで「バス・路面電車共通8時間フリーパス」

を販売いたしましたが、その販売実績やお客様

からのご意見を基に、料金や利用時間を見直し、

長崎自動車株式会社との共同で、長崎市内の指

定エリアにおいて路線バスが大人900円で24時
間乗り放題となる「ながさき旅パス24－hour」
を12月20日から販売することとしております。

この乗車券は、「九州MaaS」のプラットフ

ォームとなっているスマホアプリ「my route」
限定のデジタルチケットとなっており、路線バ

ス沿線の観光施設をめぐる周遊コースをSNS
で発信するなど、本県を訪れる多くの方にご利

用いただけるよう努めてまいります。

今後も運行事業者の垣根を越えた共創の取組

を通じて、利用者の利便性向上を図りつつ、持

続的な公共交通ネットワークの構築に取り組ん

でまいります。

以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住委員長】 次に、提出のあった「政策等決

定過程の透明性等の確保などに関する資料」に

ついて説明を求めます。

【岩﨑管理部長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき本委員会に提出させていた

だきました交通局関係の資料について、ご説明

いたします。

1,000万円以上の契約案件につきましては、資

料の2ページに記載のとおり、本年9月から10月
までの実績は1件となっております。

以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【千住委員長】 以上で説明が終わりました。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】質問がないようですので、次に、

議案外所管事務一般について、ご質問はありま

せんか。

【 庭委員】 おはようございます。

何点か質問させていただきたいと思います。

部長説明の中から質問をさせていただきます。

最初に、「デンリュウ」ラッピングバスです

けれども、連携協定をしてから、あちらこちら

で「デンリュウ」も見かけますけれども、こち

らの空港リムジンバスにおいては、どんな効果

を期待しておられるのか、お伺いします。

【柿原乗合事業部長】「デンリュウ」バスにつ

きましてでございます。先ほど委員もおっしゃ

いましたように、今回の取組につきましては、

長崎県と株式会社ポケモンとの連携協定に基づ

きまして、こちらの地域の魅力を発信する取組

の一環として行ったものでございます。したが

いまして、ラッピングバスにつきましては、長

崎県の魅力を発信いたしまして、観光振興、地

域活性化に寄与してまいりたい、そういったこ

とを目的としております。

【 庭委員】 わかりました。
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これによって利用者が増えていくかなという

期待があるのかどうか、お伺いします。

【柿原乗合事業部長】ラッピングバスの運行は

しておりますけれども、既存の長崎～空港を結

ぶ空港リムジンバスを運行しております。ただ、

こうした斬新なと申しましょうか、ある意味、

世界に1台しかないバスでございますので、ポ

ケモンファンというのはたくさん国内外にいら

っしゃいますということでお伺いしています。

そうしたことを目的にお見えになる方もきっと

いらっしゃるんだろうなと、そういったものも

期待しながら、併せて長崎の方にぜひ観光にお

いでいただきたいですし、より多くの方にご利

用いただきたいと思っております。

【 庭委員】 わかりました。

次に、貸切バスの状況について説明してあり、

その後に、アンケートを通じてご意見をいただ

いたということですけれども、このアンケート

の主なご意見とか、わかれば教えてください。

【江頭貸切事業部長】今回の大村湾クルーズと

萱瀬ダムのツアーには、合計で23名の方にご参

加をいただいたのですが、参加者の大半は県内

在住者ということでもあったのですが、大村湾

クルーズとか、萱瀬ダムの監査廊に入っていく

内部探検というのは、なかなかふだんできない

体験ということで、初めての体験ということで

すので、アンケートの内容も、想像以上に新鮮

で、アトラクション的で楽しかったというよう

お声が見受けられました。

また、大村湾クルーズの中では船会社の方に、

ダムでは県央振興局の職員の方に、それぞれ大

村湾のしまじまのことであったり、ダムの仕組

みとか、大村から長崎の浦上水源地まで送水が

毎日なされているということであったり、様々

な案内がありまして、そういったところも興味

深く、勉強になったというようなお声をいただ

いています。

そのほかの見学地においても、千綿駅で熱心

に写真を撮る方がいらっしゃったり、バスガイ

ドの案内を体験する方というのも近年、少なく

なっていますので、バスガイドの案内を聞けて、

すごく新鮮だったというようなお声などもいた

だいております。

全体的に好評だったかなと思っておりますが、

中に、このダムの見学を目的に、中部エリアか

ら参加されるという方がいらっしゃいまして、

その方々からは、ダムのツアーをもうちょっと

たくさんやってほしいと、そういった意見もい

ただいていますので、そういった声をまた活か

して、ツアーつくりをやっていきたいと思って

おります。

【 庭委員】 ありがとうございます。

好評だったということですけれども、この後、

またいろんなツアーを考えられるということで

すが、今、何かもし考えていることがあれば、

教えてください。

【江頭貸切事業部長】今現在、ツアーのコース

としては、女神大橋の登頂なども含めて､8コー

スをやっているところで、現在のところ、その

8コースを引き続き販売をしていくということ

なのですが、新幹線開業に合わせてこういった

ことに取組を初めまして、間もなくもう丸3年
が経過しようとしていますので、この冬の時期

に少し内容をリニューアルして、春に備えたい

というふうに考えております。今後、企画の内

容は具体的に検討してまいりたいと思います。

【 庭委員】ぜひ、いろんな企画を立てていた

だいて、貸切バスもぜひ有効に使っていただけ

ればと思います。

最後に、長崎市内バス共通24時間フリーパス
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発売ということで、今日、もうバスには既に貼

ってあったんですけれども、この発売に当たっ

ての発売目標とか、決められていたら、教えて

ください。

【柿原乗合事業部長】今回の旅パスでございま

す。こちらは、長崎バスさんの方と両社局で共

同して企画をしたものでございます。こちらに

つきましては、長崎を訪れる、より多くの観光

客の皆様等に、ぜひ便利に使っていただきたい

ということで考えておりまして、具体的な数値

目標というのは、特段今のところは立ててござ

いませんけれども、販売の実績の推移であると

か、今後予定をしておりますけれども、利用者

アンケート等を取っていきたいと思っています。

そうした結果等を踏まえまして、適宜振り返り

を行いながら、チケット内容等につきましても

継続して検討し、いい商品として継続してまい

りたいというふうに思っております。

【 庭委員】 その中で、今、観光客を主にとい

うことではございますけれども、デジタルでと

いうことですので、これを使えない方は、観光

に来られてもご利用できないのかなというふう

に思うんですけれども、その辺の使えない方に

とっての対策とかは、何かございますでしょう

か。

【柿原乗合事業部長】委員ご指摘のとおりでご

ざいますけれども、my routeというのはスマホ

アプリになります。おっしゃるとおり、スマホ

をお持ちの方は、確かにアプリをダウンロード

してご利用いただけるところではございますけ

れども、スマホをお持ちでない方というのは、

ご利用することは難しいという現状は確かにご

ざいます。

ただ、今回の旅パスに関しましては、より多

くの方にご利用いただけますようにということ

で、使用が可能な時間、今回、24時間という形

で拡充をいたしまして、なおかつお求めやすい

価格設定というものにこだわって、長崎バスと

協力をして造成した商品でございます。

もちろん紙券がございましたら、スマホを持

たない方もご購入いただけるところではあるん

ですけれども、どうしても紙券を発売しようと

すると、例えば、紙券の作成の経費であるとか、

販売にかかる経費、集札にかかる経費というの

も必要になってきたりということもございます。

なかなか難しかったというところもございまし

て、今回は、特に事業者の垣根を越えて連携し

ていく商品でございましたので、今、九州の交

通事業者で連携をしてやっていこうというとこ

ろでプラットフォームにしていますmy route
を活用して、より多くの方に便利に使っていた

だきたいということで作成させていただいたと

いうような状況でございます。

【 庭委員】 理解しました。

今回これをしたのは、7月から9月までのバ

ス・路面電車共通8時間フリーパスの販売実績

からということですけれども、この実績を教え

てください。

【柿原乗合事業部長】 8時間フリーパスは、先

ほど委員おっしゃられましたように、九州

MaaSのスタートに合わせまして、長崎バスと

県営バスと長崎電気軌道の3社局で企画した試

みになります。長崎バスと県営バスにつきまし

ては指定エリア内、長崎電気軌道につきまして

は全線1,200円で8時間乗り放題になるという

商品構成でございました。

7月から9月までの期間限定で売ったのです

が、売上げの枚数といたしましては、発売期間

3か月ございましたが、合計で122枚ということ

でございました。売上げの推移といたしまして
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は、開始の月の7月で63枚だったのですが、以

降の8月、9月の発売枚数というのが伸び悩んだ

というような状況でございました。

利用者のアンケートを取りまして、こちらの

方は、8時間という時間が短いということであ

るとか、8時間という時間に対しての料金とい

うのが割高だというようなご意見というのを複

数いただいたというような状況でございました。

こうしたものを踏まえまして、この価格に対

して、効果が十分に得られなかったのかなとい

うところを分析して、今回の24時間パスの商品

造成の参考にしていったというようなことでご

ざいます。

【 庭委員】もう少し伸びているのかなという

ふうに思って、それを基に今回企画されたのか

なというふうに思っていたのですが、若干伸び

悩んでいる中で、24時間で900円ということで

すけれども、バスの便も減っておりますし、ど

のような利用をしたらお得なのかなというとこ

ろで、そのお得感が出るような形というのを教

えていただければと思います。

【柿原乗合事業部長】 こちら、8時間パスの時

も、そういったご指摘を頂戴したかと思います。

今回、ながさき旅パスをつくるに当たって、パ

ンフレットなんかを作らせていただきました。

出来上がったばかりということでもありますけ

れども、モデルコースを立てまして、どれくら

いお得ですよということを表示するようにして

おります。

今回、紙面の関係で、王道のコースというこ

とで、24時間という強みを活かしまして、要は、

前日の午後ぐらいから利用されて、足かけ2日
ぐらいのコースというふうな形で設定をした結

果、市内の設定している観光地をそれぞれのバ

スで回ると、私どもの試算では、750円ほどお

得になりますよというふうなところを打ち出し

をさせていただいております。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【山本委員】 1点お伺いしたいんですけれども、

今も貸切バスの状況の、着地型の周遊観光バス

ツアーというのを令和4年度から企画をしてい

るというご説明ですけれども、先ほど、8コー

スおっしゃったんですけれども、この8コース

の中で、長崎市内を越えているコースというの

がありましたら、教えていただけますか。

【江頭貸切事業部長】この周遊観光バスにつき

ましては、先ほど8コースと申し上げましたが、

4コースが市内の観光コース、半日ぐらいの短

い観光になっています。残りの4コースは終日

コースということで、先ほどもちらっと申し上

げましたが、女神大橋を登頂するコースが1つ
と、あと市外に出ていくのは、諫早と西海市の

2コースがございます。今回新たに、大村湾ツ

アーを実施したということになっております。

【山本委員】島原半島、特に島原地区というの

は、今、県営バスさんが来ていないということ

もあって、非常に交通アクセスがよろしくない

んです。だから、例えば、長崎空港に入ってき

ても、マイカーであったり、ほとんどの方はレ

ンタカーという形になるので、そういうものも

ない方というのが非常にアクセスが悪い。そう

いう中で観光といった時に、非常に制限をされ

ているなというのを以前から感じております。

そういう中で、バスツアーの中で島原半島と

か、いろんな観光資源がある、ジオパークもあ

るし、世界遺産もある。そういったツアーとい

うのを検討されたことがあるのか、それが可能

なのか、お尋ねいたします。

【江頭貸切事業部長】この周遊観光を最初に検

討を始めた時は、第3種の旅行業という旅行業
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を交通局として持っておりました。この第3種
の旅行業というのが、長崎市と隣接している近

隣の市町までしかできないということもあって、

現在は、そういうふうなコースづくりになって

いるのですが、この間に、旅行業を2種の旅行

業と、ちょっと格上げさせていただきましたの

で、先ほど、このようにいろいろとリニューア

ルを考えているというふうに申しましたが、そ

の時には、島原半島であったり、県北の方など、

ちょっとエリアを広げて検討したいというふう

に考えております。

【山本委員】ありがとうございます。ぜひご検

討いただければと思います。

それに関連して、貸切りとかではなくて長崎

空港から島原に来る場合に、以前は、島原鉄道

さんが長崎空港から直通バスを走らせていらっ

しゃった。それが難しいということで、長崎空

港から本諫早まで走らせている。本諫早から島

原鉄道に乗り換えるという形をされていらっし

ゃったんですけれども、それも今ないという中

で、例えば、島原に来たいといった時に、長崎

空港で降りて、レンタカーとかでなければ、な

いことはないんですけれども、例えば路線バス

で大村駅に行くなり、諫早駅に行くなりという

ことで、これが飛行機で羽田から長崎に来てい

る時間どころじゃないような時間しかないんで

す。そういう形で、諫早までつなぐ。島原市ま

で直通バスで県営バスが来てくだされば一番い

いんでしょうけれども、それができないという

ことであれば、例えば、諫早駅まで、あるいは

本諫早駅まで、路線バスではないような形で、

リムジンバスみたいな形でできないのかなとい

うふうに思ったりするのですが、その辺はいか

がですか。

【柿原乗合事業部長】空港からのアクセス便と

いうことで、私ども、先ほどお話ありましたけ

れども、長崎市に行くリムジンバスとは別に、

これは高速を通るバスではないのですが、長崎

空港から諫早駅前まで行くバスというものを、

こちらは一日20.5往復運行しております。こう

した既存便というものを利用しながら、直通と

いうのは確かになかなか難しいところではござ

いますけれども、長崎～諫早間のアクセスとい

うのは、現状としては運行しているというよう

な状況でございます。

【山本委員】 ありがとうございました。

まだmy routeとかそういうものではないレ

ベルのいわゆるいろんなネットで検索をする時

に、例えば、長崎空港から島原であったり、島

原駅であったりといった時に、そういうものが

出てこないんですよ。ですから、わからないん

ですよ。だから、行ってみれば、ひょっとした

ら乗れる便もあるかもしれないんだけれども、

検索になんか出てこない。ですから、結局、難

しい。島原鉄道も、今、経営改善をいろいろや

っていらっしゃる中で、在り方検討部会でやっ

ているのですが、それがいい方向に行けば、ま

た新たにという可能性もあるんですけれども、

今は残念ながら、路線をどんどん減らしている

状況の中で、そういったアクセスが理解をされ

ていないということがあるのであれば、その辺

のところもご検討いただければなと。実際に走

っているということであれば、ひょっとしたら

うまく乗れて、行けるのかもしれないんですけ

れども、例えば東京から、旅先から検索をして

も、それがわからないという状況かと思います

ので、お調べいただければと思います。よろし

くお願いいたします。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【深堀委員】 私は、ながさき旅パス24－hour
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について、お尋ねをしたいと思います。

率直な感想としては、ようやくこういったも

のが出てきたなというふうに思っております。

自分たちも全国各地に旅行に行った時に、そう

いうお得な公共交通パスを利用するものですか

ら、もちろん京都はあるし、どこでもあるわけ

です。九州でも、福岡、熊本でも既にこういう

仕組みは持っていますので、そういった意味で

評価をするのですが、長崎市域ですので、もち

ろん観光客をターゲットにしていると思うんで

す。調べてみたら、長崎市の令和5年の観光客

入り数は531万人で、そのうち団体が48万人で、

個人が483万人ということで、この長崎市域の

令和5年の実績でいけば、個人客が9割以上とい

うことですよね。もちろんマイカーで来る人も

いるとは思います。それはこの動向ではわから

ないのですが、そういった意味では、ものすご

く大きな需要があるということ、そういう観点

からお尋ねをしたいのですが、まずこのパスの

確認方法というのは、運転手の方が、スマホの

こういうチケットを目視で確認するということ

で間違いないですか。

【柿原乗合事業部長】 委員おっしゃるとおり、

スマホの画面を運転士に見せて、運転士が目視

で確認をするというような状況でございます。

【深堀委員】全国各地でやっているフリーパス

で、そういう確認をやっているところが多いの

ですか。

【柿原乗合事業部長】全てを網羅しているわけ

ではないのですが、基本的に、そういう例えば

県下をまたいでとか、複数事業者でできる時と

いうのは、電子チケット、紙媒体ともに、目視

で確認する形が多いように思っております。

【深堀委員】変な考え方かもしれないですけれ

ども、大丈夫かなと。スマホの画面で言うなら

ば、スクリーンショットもすぐできるし、複数

人でという悪い方に考えてしまった時に、そう

いうチェックが可能なのか。特に、先ほど言っ

たように、公共交通を使う観光客というのはか

なり多いと。特に、週末であったり、連休、そ

ういった時に、そういう確認ができるのかなと

私は率直に感じたんですけれども、その点の企

業の防衛策としては、何か考えてありますか。

【柿原乗合事業部長】委員ご指摘のとおり、や

はりスマホ等であれば、スクリーンショットで

見せてというようなことは考えられますので、

この商品に限らずではございますけれども、デ

ジタルチケットの場合、どこか画面が動くよう

なことはあっていて、そこを確認すると。だか

ら、全て静止画で、例えば時間であるとか、そ

ういうものが表示をされていて、カウントダウ

ンされているとか、チケットによりけりではあ

りますけれども、どこか稼働している箇所をつ

くって、そういった対策をしているというよう

な状況でございます。

【深堀委員】そうしたら、しっかりそういった

不正使用というのを防ぐための対策は講じてい

るということで理解をしていいですね。わかり

ました。

あと、そういう確認の仕方をした時に、私が

特に気になったのは、複数の事業者で販売をし、

乗ってもらうといった時に、その収益の配分の

仕方です。どういうふうにするのかなと。県営

バスにどれだけ乗ったのか、長崎バスにどれだ

け乗ったのかというのはわからないですよね。

目視で確認するだけの話なので、電子でチェッ

クするわけではありませんから。どういうふう

に収益を配分するのか、その方法について、教

えていただければ。

【柿原乗合事業部長】おっしゃるとおり、目視
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で見るということになるので、利用実績が取れ

るというわけではございませんので、こちらに

つきましては、両者でこの額でというところで

決めて、そういう形でやろうかという話でやっ

ております。

【深堀委員】そこは相互に合意すればいい話な

ので。

これは事前にお話聞いた時に、長崎電気軌道

が入っていないというのは、私はものすごく気

になりました。長崎市内の観光客の動向でいけ

ば、公共交通で移動する際の県営バスさん、長

崎バスさん、電気軌道さんとあるとするならば、

恐らく、電気軌道が一番多いはずなんです。そ

れを考えた時に、観光客をターゲットにしたせ

っかくのいいパスが、その大きな一角を占める

事業者が入らないことによって、この販売の売

行きというのは大きく変わってくると思うんで

す。先ほども、幾つかの自治体の話をしました

が、そういった垣根を乗り越えてやっていると

ころもあるわけです。バスだけじゃなくてね。

そこは非常にもったいないなというふうに感じ

たんですけれども、何で入らなかったか。

【柿原乗合事業部長】ここにつきましては、も

ともと3者でやった8時間フリーパスからの流

れというものがございます。8時間フリーパス

の販売状況、先ほどもお話ししましたけれども、

利用者アンケート等を踏まえまして､3社局で

振り返り等を行って検討してきたという経過が

ございます。特に、利用者アンケートの中で、

8時間という時間設定は割高感があるというご

意見を基に検討したんですけれども、8時間と

いう時間を延ばすことと、料金水準をお求めや

すい設定とすることを両立する商品ができるか

という視点で検討したのですが、なかなか実現

が難しかったという事情がございます。

8時間のケースで申し上げますと、観光地へ

移動する時間と、そこの観光地で行う観光時間

というものを想定いたしますと、どうしてもバ

スを使うと電車が使いづらくなったり、電車を

使うと、逆にバスが使いづらくなったりという

現状がございましたし、そういった状況で時間

を延ばそうといたしますと、なかなか価格を抑

えるということが難しいという状況だったので、

行動範囲として、指定エリアが広いのはバスの

方で、割と観光地というのが指定エリアの端っ

この方に位置していましたので、行動範囲が広

くなる要因であるバス同士を組み合わせて、お

求めやすい価格というものを目指そうというこ

とで、今回の旅パスの設定になったというよう

な状況がございます。

旅パスにつきましてはバスだけのチケットで

はございますけれども、電気軌道様は、電車だ

けの24時間フリーパスというのを別にお持ち

でいらっしゃいますので、そちらも併せてお買

い求めいただきますと、どちらも使えるような

24時間乗り放題ということはできるというふ

うに考えております。

【深堀委員】 わざわざバスの24時間と電車の

24時間を買いますかと考えた時に、セットにな

ったやつを買いたいと普通思うじゃないですか、

可能であるとすればですね。

じゃ、8時間の時に、どういう収益の配分方

法だったのですか。8時間の時、どういう分け

方をしたのですか。

【柿原乗合事業部長】 8時間のフリーパスも、

内容は違えども、やっぱり目視で確認するとい

う形態でしたので、もともとこういう収益でし

ましょうというところで、利用実績によらずに

配分をしていたというような状況でございます。

【深堀委員】そこに問題があったんじゃないん
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ですか。8時間の時は、多分3分の1、3分の1、3
分の1という分け方だったということなんでし

ょう。実際にお客様の動向を詳細には確認でき

ないにしろ、ある程度は実績、想定つくんじゃ

ないですか。そういうところに、今回の24時間

に拡大した時に一緒にできなかった理由がない

とは言い切れんのじゃないかと思いますけれど

もね。

それは利用者にとって一番使いやすいのは、

長崎市内の公共交通をこの一枚のフリーパスで

使えるというのが観光客の皆さんとっては一番

利便性が高いと思うので、それを実現するため

にはどうあるべきかということは、ぜひこれか

ら考えてほしいです。

価格の設定の問題を言われましたけれども、

全国の主要なところを少し見てみましたけれど

も、長崎が設定した900円というのは、私は低

い方だと思います。京都だったら1,100円とか、

福岡のバスだったら1,200円、熊本だったら

1,000円ぐらいになっているので、900円という

設定は、比較的低めに設定できているとは思い

ます。ただ、利便性を上げるための施策、価格

が少し上がってでも、例えば電車も乗れるフリ

ーパスにするとかそういったことも、今回、実

際にスタートして、しっかり検証して、どうい

う形がいいのか。

先ほどの繰り返しになりますが、長崎という

ところには年間に530万人ぐらいの観光客が来

て、そのうちの9割以上が個人のお客様。だか

ら、マイカーで動く人以外は基本的には公共交

通を利用するわけだから、それだけの需要があ

るので、そこをしっかり取り込んでもらうとい

う意味では、今回のスタートするこの24時間の

フリーパス、一定の時期が来たら、その結果を

分析して、よりいいものに改善していただくこ

とをぜひお願いしておきたいと思います。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【田中委員】決算ではないんだけれども、交通

局の経営状況について説明があっているので、

言及しておきたいと思います。

まず、上半期は1億2,000万円の収入がでたと。

収入が増えることはいいことですよね。営業収

支で7,800万円の黒字、経常収支で1億4,000万
円の黒字。そのままいくと、1年間で言うと、

これは2倍できるわけね。これは上半期だけだ

から。そうなると、3億円ぐらいの経常収支が

出てくるから、これは本当に正常な形に戻って

きたかなという感じで報告を受けているんだけ

れども、まだあと何かありそうですか。大体こ

れでいけそうですか。ここ一、二年とかという

感じでいいますと、どんな感じでしょうか、教

えてください。

【岩﨑管理部長】経営状況についてでございま

す。局長説明にもございますとおり、上半期で、

収入ベースで1億2,000万円増えているという

ことなんですけれども、これは大半が運輸収入

が伸びているということで、主なものとしては、

貸切バスの収入、あるいは空港リムジンを含め

た乗合バスの収入が増えているという状況でご

ざいます。

一方、費用面につきましては、こちらも記載

をさせていただいておりますけれども、処遇改

善に伴う人件費の増と、それから減価償却費の

増などがあって、全体としては増加になってい

るという状況でございます。

今年度の上半期の状況でございまして、ここ

から税の計算等も決算ではやりますので、単純

にこの数字が黒字になるかというのは、まだ今

後見ていく必要があるというふうに考えており

ますけれども、今年度当初予算でも約4,000万円
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余りの黒字ということを計上していますので、

そこを目指して、しっかり頑張ってまいりたい

と考えております。

今後につきましては、バスの購入であります

とか、コロナ禍で投資を抑制していた部分がご

ざいますので、こちらについても車両の状況を

しっかり確認しながら、計画的に更新をすると

いうことになりますので、減価償却費の増など

も見込まれますので、そちらについては計画的

に実施してまいりたいと考えております。

【田中委員】今後、頑張ってもらうということ

を頭に置きながら、新たな考え方をひとつ提案

しておきたいと思うんだけれども、今回、高速

バスの佐世保～長崎線のダイヤ改正についてと

いうのを資料としてもらった。減便ということ

で、これは減便とかそういう問題じゃなくして

私の感想を述べさせてもらうと、この高速バス、

不便なんだよ。我々は使えない。なぜかという

と、佐世保駅前から大塔までは使えるけれども、

あそこからは高速に乗ってすっと行ってしまう

んだ。我々早岐の住民としては、大塔まで行っ

て乗り換える。私が長崎に行こうとすると、大

塔まで行って、乗り換えなきゃいかん。それか

ら高速で行く。高速も、諫早からすっと長崎駅

まで来るようなルートになっているような感じ

がしないんだけれどもね。高速で、すっと出島

バイパスで来れば、もっと早くなるんじゃない

かという感じもするんだけれどもね。1時間25
分、この路線はちょっと不便だ。ただ、この路

線しかないから仕方ないけれどもね。

だから、新たな構想として、私は土木部の委

員会で、大村湾構想を今、いろいろお願いして

いるんだけれども、大村湾一周。だから、西彼

杵ルートに一本入れてもらえると便利になる。

35号から202号に入って、最終的には、206号と

思うけれども、を通って長崎駅前までずっと来

てもらうと、平道でも1時間25分はかからない。

だから、西彼杵道路を頑張ってやれば、ハウス

テンボスとジャパネットは30分で結べるルー

トができるよと。今でも、平道でも45分あれば

行けます。

だから、大村湾を挟んで北側というのか、東

側というのか、南側というのか、西側というの

か、それはいいけれども、今、これがあるけれ

ども、もう一つ、佐世保から早岐、高速使わな

くていいんです。35号で行って、早岐、田子の

浦。昔から早岐地域は集まれる要素がある。田

子の浦からハウステンボス通ってでも、パール

ラインに出てくる。そうすると、抜けてもいい

し、202号をそのまま抜けてもいい。

ぜひ、長崎～佐世保間をもう一回考えてほし

いなと。これはだめと言っているわけじゃない。

これも考えながら、こっちの方も考えれば、私

は、十分地元の長崎～佐世保間の交流に寄与す

ると思っているんだけれどもね。

県営バスですから、長崎県内を網羅したよう

な経営方針は、採算が取れないと言えばそれま

でだけれども、私は、取れないわけじゃないと

思うけれどもね。赤字にはならん。それはもう

けるルートじゃないかも。

だから、大村湾を挟んで、今、高速で行き来

する。我々は、下でもいいよと、平道でもいい

よと。202号から、多分206号だと思ったんだけ

れどもね。大瀬戸の方が202号だから、手前の

方の大村湾寄りのね。頭の中では大体想定でき

るでしょう、大村湾を挟んでね。佐世保から大

塔に来て、高速に乗っちゃうんだ、今のルート

は。長崎でも、諫早から、すっと長崎駅前に来

れば近いと思うんだけれども、あちこち乗って

くるんだもの。それはそれとして、こっちはす
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っと平道で長崎～佐世保間。

土木部がつくっている県内2時間構想、佐世

保～長崎1時間構想。これは15年、20年前の話

かもわからんけれども、これだと佐世保～長崎

間は西彼杵ルートなのよ。土木部がつくってい

る道路の県内の構想はね。だから、西彼杵のこ

のルートをもう一度考え直してほしいなと。そ

うすると、長崎～佐世保間がずっとよくなる。

仲よくなる。離れているからいろいろあるんだ。

新幹線も外れ、何も外れて、せめて県営バス

の使命として長崎県内を網羅するとすれば、局

長、ぜひ考えてほしい。検討してほしいという

ことを要望して、終わります。

【太田交通局長】田中委員からご意見いただき

まして、ありがとうございます。

県内の高速路線を考える時に、定時性、定期

的に、時間どおり動けるかどうかというのがま

ず1点。それと、集客をどのようにしていくか

という観点で、長崎市内の需要、それから佐世

保市内の需要をどこで拾っていくかという、こ

の2点を重視していくことになると思います。

今、佐世保線で一番問題なのは、高速道路を

使って来る関係で、西九州道から長崎道に乗っ

てきますので、かなり長くなっております。そ

ういうことで、東彼杵道路それから西彼杵道路

が高速道路体系になってまいりますと、それは

当然、県内の道路を通っていくということで距

離も短くなりますし、時間性も早まります。そ

ういうことで、将来的には大きな課題として、

検討していきたいと思っております。ただ、現

段階では、まず道路が一本道ですので、何か交

通渋滞等が発生しますと、これは定時性はとて

も確保できないわけでございますので、まだ現

段階では、なかなか難しいのではないかという

ふうに思っております。

【田中委員】昨今、私はびっくりするぐらいに

旅行というか、これが復活していますね。ハウ

ステンボスから、朝からバスが10台、15台と連

なって東彼杵道路に向かって走る。あれは長崎

に行くのかなと思うけれどもね。西彼杵に行け

ばもっと楽なのにと私は思うんだけれどもね。

しかし、今おっしゃるような理由で、時間が安

定しているということで、多分そうなんだろう。

ただ、これは余談だけれども、そういうこと

で言うと、針尾橋が朝、右折が、信号が進まん

から3回も4回も待たされる。朝が一番多い。バ

スが10台、15台並ぶと、これは壮観だよ。壮観

だけれども、右折するのは信号待ちが3回、4回
となるんだ。だから、そういうことからすると、

もう少し西彼杵道路を利用する。これは交通局

は関係ないけれども。

それと、もう一つは、あの国道が今まで一本

道だった。しかし、西彼杵道路が3分の1ぐらい

できたので、ここに流れる人たちもあるので、

混雑度合いは少なくなった。3分の1はね。早く

西彼杵道路ができるのが一番なんだけれども、

私は、10年ぐらいで開通してくれよと言ってい

るんだけれどもね。東彼杵道路は、20年ぐらい

先だろうけれどもね。

そういうことで、ぜひ再考してほしいと局長

にお願いをしておきたいと思います。よろしく

お願いします。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

【初手副委員長】 それでは、1点だけ質問をさ

せていただきます。

赤字路線バスの廃止の件が11月2日の新聞で

西肥バスの関係がありましたけれども、黒字の

路線を廃止する理由が、運転手不足と。私は、

補助金を自治体が今まで赤字路線対策というこ

とで出しておりましたので、その分の上積みで
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何とかできないのかと地元の人と話をしたんで

すけれども、そうじゃなくて、とにかく運転手

がいないので廃止せざるを得ないというのが一

番の理由だというふうに聞いたわけですけれど

も、交通局においても、今年の4月にダイヤ改

正等をしながら、いろんな対応をされてきたと

は思うんですけれども、恐らく、今から田舎の

方の関係は、乗り継ぎでカバーできるというこ

ともなかなか無理だと思いますし、そういった

意味では、早急な対応といっても、なかなか人

材を育成するのも大変だと。

それで、経営的な面がありますので、よその

ことを言うに言えないとは思うんですけれども、

県営バスとして、その辺の対応策、運転手育成

とか、そういった面について、現時点でどのよ

うに対応されているのか。ほかの同業者の方も

恐らく共通する課題もあるんじゃないかと思い

ますので、その辺について、ご説明をいただけ

ればと思います。

【岩﨑管理部長】 まず、バス業界を取り巻く、

先ほど副委員長がおっしゃられましたとおり、

今年の4月から、バス運転手の労働規制という

のが強化をされておりまして、それに伴いまし

て、年間の拘束時間でありますとか、翌日の勤

務までの時間を長く取るとか、そういった規制

強化をされたということでございまして、今ま

でよりも、必要な運転手の数というのが多く必

要になっているという制度改正がありまして、

もちろん県営バスもでございますけれども、バ

ス業界全体で運転手の確保というのが非常に大

きな課題になっているという状況でございます。

こうした中、県営バスにおきましては、今年

の4月時点で19名欠員ということで、これは定

数が382名なんですけれども、実員が363名とい

うことで、19名不足をしているという状況でご

ざいまして、年間採用活動に取り組みまして、

12月1日時点では、欠員が10名という状況にな

っております。

人材確保といたしましては、継続して採用試

験を実施するということはもちろんでございま

すけれども、経営状況を踏まえながら、可能な

限り処遇の改善を図るというのも重要というふ

うに考えておりまして、給与等の処遇改善に加

えまして、これまでの嘱託制度を改めまして、

営業所配属時には正規の職員として配属できる

というような制度改正を実施しているというと

ころでございます。

重ねて、若年層の運転手の確保のために、新

高卒、高校を卒業した運転手の方を採用して育

成をするという制度も今年度から実施をしてお

りますし、バスの魅力を知っていただくという

ことで、バスの運転体験会、バスの運転手に興

味はあるけれども、ちょっと敷居が高いんじゃ

ないかと思われている方に、そこを後押しする

ような制度というのも開始をしております。そ

ういうこともございまして、今年の12月までに

は23名新たに配属をしているということでご

ざいます。

年度途中に運行系統の見直し等を行いました

ので、定数が増えて、欠員の解消ということに

は至っておりませんが、引き続き、この欠員解

消に向けて努力をしてまいりたいと考えており

ます。

今後とも、引き続き採用活動に力を入れて、

それによりまして路線を維持していくというこ

とに引き続き努力をしてまいりたいというふう

に考えております。

【初手副委員長】 ありがとうございました。

すぐ改善できるという問題ではないかと思い

ますけれども、何らかの手だてを打っていかな
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ければ解決策も見えないというふうに思います

けれども、バス関係の業界ということで、県の

交通政策課の方で打開策も行政の立場からいろ

いろ県、国とかへの要望をしていく流れになる

と思うんですけれども、バス業界の団体、そう

いうものがあって、そこからの県とか国へのい

ろんな要望をしていくというふうな動きは実際

あっているか、私は把握しておりませんので、

その辺の状況はどうなのでしょうか。

【岩﨑管理部長】県内のバス業者で構成します

長崎県バス協会というのがございまして、そち

らの方と県の交通政策課の方と、現状等につい

てやり取りをしながら施策構築等をいただいて

おりまして、今年度、県の交通政策課の方では、

バス、トラック、タクシーの合同の企業説明会

を企画いただいておりまして、今年度は2回開

催をさせていただいております。交通局も2回
とも参加をさせていただきまして、そのうち、

参加された方が交通局の面接に来ていただいて、

実際採用に至ったということもございますので、

そういった面では非常に効果が出ているという

ことでございます。

対国への施策要望ということでありますと、

日本バス協会というのがございますので、こち

らを通じて、これは補助金の制度も含めた要望

というのを実施させていただいているというこ

とでございます。当然ながら、運転士確保のた

めに、そういった要望をしているという状況で

ございます。

【初手副委員長】 ありがとうございました。

先ほど申しましたように、すぐ改善できると

いう問題ではありませんし、県南、県央、県北

と分けても、交通局の分は県央から県南の方に

行くと思います。県北も当然同じ県であります

ので、そういった意味では、同じ業界というこ

とで、いろんな対応策というのは今後も協力し

ながらぜひやっていただければというふうにお

願いをしておきまして、要望して、終わりたい

と思います。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

委員長を交代します。

【千住委員長】今回が最後の委員会でございま

すので、私も質問させていただきたいと思いま

す。

まず、今、路線バス、なかなか運転手不足も

あったり、乗降客も伸び悩みといったところも

あると思うんですけれども、様々な路線がある

中で、大体でいいんですけれども、一つの路線

の損益分岐といいますか、何人ぐらいのお客さ

んが乗って、どの辺がというところがあれば教

えていただきたいと思うんですけれども、いか

がでしょうか。

【柿原乗合事業部長】路線ごとの損益分岐とい

うことでございますが、路線ごとに状況が異な

ってまいります。また、路線バスの場合で申し

上げますと、それぞれのバス停の乗降がござい

まして、お客様も、1区間乗る方もいらっしゃ

れば、3区間乗る方もいらっしゃる、始発から

終点まで乗られるような方もいらっしゃるとい

うことで、収受運賃が異なるということで、な

かなか一概には申し上げにくいのですが、ただ、

こうした状況を踏まえて、実際にご乗車されて

いる利用者とは少し離れるのですが、概念的な

もので、仮に、全てのお客様が始発から終点ま

でご乗車をされたというふうに仮定をする平均

乗車密度という指標がございます。こちらの方

で大体路線なんかの営業成績というのを計数化

いたしまして、例えば、国の補助であるとか、

県の補助なんかでもそうですけれども、そうい

ったものが基準になっているのが多うございま
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す。

そうしたところでいきますと、大体平均乗車

密度というところで5人とかとなった時に、こ

の時点でも、まだ補助金をいただくということ

になりますので、このあたりでも、まだ赤字の

状況ということで、損益分岐には至っていない

ということだと思います。

果たして、どこがそこになるのかということ

で申し上げますと、すみません、ここは本当に

なかなか一概に申し上げづらくて、これは事業

者によっても異なりますし、路線ごと、系統の

距離でありますとか、そのご利用の人数、あと

は乗車のパターンであったり、また各事業者ご

とに設定している運賃水準なんかでも異なって

まいります。ですから、はっきりとしたお答え

をできずに大変恐縮ですが、路線の状況として

は、こういうような状況でございます。

【千住委員長】 ありがとうございました。

距離があったりとか、様々要因があるとは思

うんですけれども、片や運賃等もあるんですけ

れども、実際、様々なお取組をずっとなされて

きているというのは私も承知をしております。

一昨年もこの委員会でいろいろお話を伺わせて

いただきまして、最近、私もバスナビをよく利

用するんですけれども、非常に便利になったな

というふうに感じております。また、ニモカの

カードも、非常に便利になったなと、回数券が

なくなって、ニモカでもいいなと思っているわ

けですけれども、実際運賃の改定が平成9年に

行われて以来されていないと、27年間更新がさ

れていないということ。なくてはならないバス

です、実際黒字も出ているということでありま

すけれども、物価高騰であったり、車両更新の

話も前回の議会でも出ておりました。また、運

転手さんの処遇改善であったり、人件費も上げ

ていかないとというのもありますので、そうい

った中、このバス事業がなくなるというのは非

常に困りますので、補助金も大分自治体から入

っておりますので、運賃の改定を27年やってい

ないということを考えますと、距離数でいきま

すと全国的に非常に安価な料金でされていると

いうところで、かなり経営で努力されているの

はわかるんですけれども、そろそろ見直しの時

期が来てもいいんじゃないかというふうには正

直、利用する方からしても、より安全なバスで

あってほしいし、より便利になってほしいとい

うのがありますので、そういったところでは、

利用者側の負担というのも見直す時ぐらいに来

ているんじゃないかと思うんですけれども、そ

のあたりのご意見はいかがでしょうか。

【太田交通局長】 これまでも委員会の中でも、

いろんな形で交通局の課題についてご指摘をい

ただいております。1つは、運転士の確保の問

題、それともう一つは、車両の更新の問題、こ

れは非常に大きな課題だと考えております。

今、千住委員長からご指摘をいただきました

けれども、運賃改定をどうかというふうなお話

ですが、これまで、令和2年から始まりました

コロナ禍で大幅にお客様が減りまして、それに

対して、適正な便数にしていこうということで、

いろんな形で路線の再編、それから減便も含め

まして、便数の調整を行ってまいりました。こ

れでお客様にとっては、これまでよりも相当便

数が減っている現状はございます。そういうこ

とで、非常にご不便をおかけしております。

ただ、先ほども出ましたように、一定これが

落ち着きましたので、これから先は、運転士の

確保のためにも、やはり処遇改善をしないとい

けません。それから、車両の更新を数年ストッ

プしておりましたので、これは待ったなしで進
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めないといけないという状況にあります。そう

いうことを踏まえますと、近い将来、運賃の改

定というのも視野に検討していきたいというふ

うに思っております。

【千住委員長】 ありがとうございます。

本当に今までかなり経営努力もされて、女性

の運転手さんを募集するために、また施設もい

ろいろ必要になってくるというようなお話もあ

りますので、なかなかそういった時期に来てい

るんじゃないかなというふうに私は思っており

ます。

そういった中で、私は諫早なんですけれども、

今回、V・ファーレン長崎がこちらの方にホー

ムが移転しまして、諫早の方からも大分ピース

スタジアムの方に来るということになっており

ます。観客も、今までは、トランスコスモスで

あっていた時は8,000人だったのが、今回1万
9,000人ほどになっているということのお話が

あっておりました。

そういった中で、シャトルバスというのが非

常に便利だと私は思っているんですけれども、

そういった中で、せっかく来期から完全にこち

らでホームゲームになりますので、あるいはヴ

ェルカの試合もありますので、そういったとこ

ろの宣伝といいますか、シャトルバスの上手な

宣伝もお願いしたいと思うんですけれども、い

かがでしょうか。

【柿原乗合事業部長】 高速シャトルのご利用、

本当にありがとうございます。高速シャトルは、

委員長おっしゃいましたように、諫早～長崎間、

あと大村～長崎間でもございますけれども、高

速経由で、速達性も含めた路線だと思っており

ますので、今回スタジアムシティができて、V・

ファーレンであるとか、ヴェルカ、観戦をされ

るお客様というのは多くなると思いますので、

まだまだ周知不足かなと思いますので、こちら

の方はSNS等も活用しながら周知を図って、ご

利用の促進を図ってまいりたいというふうに考

えております。

【初手副委員長】 委員長を交代します。

【千住委員長】 ほかに、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】ほかに質問がないようですので、

交通局関係の審査結果について、整理したいと

思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時 ９分 休憩 ―

― 午前１１時 ９分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退席のため、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時 ９分 休憩 ―

― 午前１１時１０分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動等について協議したいと

思いますので、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時１０分 休憩 ―

― 午前１１時１１分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【千住委員長】それでは、正副委員長にご一任

願いたいと存じます。

委員改選前の定例会における委員会は、本日
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が最後となりますので、閉会にあたり理事者の

出席を求めております。

理事者入室のため、しばらく休憩いたします。

― 午前１１時１１分 休憩 ―

― 午前１１時１２分 再開 ―

【千住委員長】 委員会を再開いたします。

委員改選前の定例会における委員会は、これ

が最後となりますので、閉会にあたりまして、

一言ご挨拶を申し上げます。

本年2月に委員長を仰せつかりまして、本日

まで、委員会の審査及び現地調査などを実施し

てまいりました。

この間、初手副委員長をはじめ、委員の皆様

方にはご助言、ご協力を賜り、また理事者の皆

様方には誠意あるご対応をいただきまして、お

かげをもちまして、委員長としての重責を果た

すことができました。

私自身、負託されました委員会としての責任、

委員長報告の重みを認識し、務めてきたつもり

であります。

また、裏方として支えていただきました川下

書記、髙栁副書記におかれましては、お2人の

おかげで私も委員長職を集中して行うことがで

きました。本当にありがとうございました。感

謝申し上げます。

さて、本委員会におきましては、文化、観光

やスポーツの振興、安全・安心な生活の確保、

環境の保全、社会資本整備、公共交通の維持な

ど、県民の生活に直結した事業を審査する大変

重要な委員会でございました。スタジアムシテ

ィの開業など、百年に一度の改革の中で、長崎

のまちも大きく変わってきております。

そういった中で、理事者の皆さんと共に、県

議会が一緒になって、「新しい長崎県づくり」

のビジョンを実現したいと思っております。

最後になりますけれども、県勢の今後ますま

すのご発展並びに委員の皆様及び理事者の皆様

の一層のご健勝とご活躍を祈念いたしまして、

私のご挨拶とさせていただきます。

本当にありがとうございました。お世話にな

りました。（拍手）

次に、理事者側を代表して、大安県民生活環

境部長からご挨拶を受けることといたします。

【大安県民生活環境部長】観光生活建設委員会

の閉会に当たりまして、理事者を代表して一言

ご挨拶を申し上げます。

千住委員長、初手副委員長はじめ、委員の皆

様には、委員会におけるご審議や現地調査など

において、観光生活建設全般にわたる重要課題

に終始熱心にご議論をいただくとともに、様々

な観点から貴重なご意見等をいただきましたこ

とに対しまして、心よりお礼を申し上げます。

私ども4部局では、当委員会でいただきまし

たご指導、ご意見を今後の施策に反映させてい

くとともに、引き続き、「新しい長崎県づくり」

のビジョンとなる「未来大国」や長崎県総合計

画、各部局の個別計画に基づき、県民の皆様に

安全・安心で快適な暮らしの実現、地域の特徴

や資源を活かしたまちづくりに向けて、取組を

進めてまいります。

委員の皆様におかれましては、今後とも、観

光生活建設分野における県政の推進につきまし

て、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう

お願い申し上げます。

最後になりましたが、委員の皆様におかれま

しては、お体に十分ご留意をされ、ますますご

活躍をいただくことを祈念いたしまして、挨拶

とさせていただきます。

どうもありがとうございました。（拍手）
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【千住委員長】 ありがとうございました。

以上をもちまして、観光生活建設委員会及び

予算決算委員会観光生活建設分科会を閉会いた

します。

お疲れさまでした。

― 午前１１時１６分 閉会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年１２月１９日

自  午前１０時 ９分

至  午前１０時３８分

於  委 員 会 室 ３

２、出席委員の氏名

分 科 会 長 千住 良治 君

副 会 長 初手 安幸 君

委 員 田中 愛国 君

〃 外間 雅広 君

〃 深堀ひろし 君

〃 中島 浩介 君

〃 ごうまなみ 君

〃 庭 敦子 君

〃 本多 泰邦 君

〃 大久保堅太 君

３、欠席委員の氏名

山本 由夫 君

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

県民生活環境部長 大安 哲也 君

生 活 衛 生 課 長 岩松  尚 君

水環境対策課長 佐藤 貞夫 君

自 然 環 境 課 長 田中 順子 君

土 木 部 長 中尾 吉宏 君

土 木 部 技 監 植村 公彦 君

土 木 部 次 長 吉田 弘毅 君

土 木 部 参 事 監
(まちづくり推進担当)

椎名 大介 君

監 理 課 長 高稲 稔也 君

建 設 企 画 課 長 金子 哲也 君

都市政策課長(参事監) 田坂 朋裕 君

道 路 建 設 課 長 北原 雄一 君

道 路 維 持 課 長 田﨑  智 君

港 湾 課 長 松本 伸彦 君

河 川 課 長 小川 秀文 君

河 川 課 企 画 監 岩永  彰 君

砂 防 課 長 田中 良一 君

住宅課長(参事監) 森   泉 君

盛 土 対 策 室 長 真鳥 喜博 君

６、審査事件の件名

○予算決算委員会（観光生活建設分科会）

第117号議案

令和6年度長崎県一般会計補正予算（第5号）

（関係分）

第119号議案

令和6年度長崎県流域下水道事業会計補正予

算（第2号）

７、審査の経過次のとおり

― 午前１０時 ９分 開会 ―

【千住分科会長】 おはようございます。

ただいまから、予算決算委員会観光生活建設

分科会を開会いたします。

なお、山本委員から、欠席する旨の届けが出

ておりますので、ご了承をお願いいたします。

それでは、これより議事に入ります。

本日上程されました予算議案につきましては、

予算決算委員会に付託されておりますので、予

算議案の関係部分を観光生活建設分科会におい

て審査することとなっております。



令和６年１１月定例会・予算決算委員会（観光生活建設分科会）（１２月１９日）

- 127 -

本分科会として審査いたします案件は、第

117号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予算

（第5号）」のうち関係部分ほか1件であります。

なお、理事者の出席につきましては、付託議

案に関係する範囲とし、お手元に配付しており

ます配席表のとおり決定したいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。

また、本日審査する議案は、国の「国民の安

心・安全と持続的な成長に向けた経済総合対策」

に伴うものであり、明日の予算決算委員会及び

本会議において審議することとなっております

ので、ご協力をお願いします。

それでは、予算議案を議題といたします。

まず、県民生活環境部長より予算議案の説明

を求めます。

【大安県民生活環境部長】おはようございます。

県民生活環境部関係の議案について、ご説明

いたします。

今回、ご審議をお願いしておりますのは、第

117号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予算

（第5号）」のうち関係部分、第119号議案「令

和6年度長崎県流域下水道事業会計補正予算

（第2号）」の2件であります。

今回の補正予算は、国において決定された「国

民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経

済対策」に沿った国の補正予算に適切に対処す

るため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。

はじめに、第117号議案「令和6年度長崎県一

般会計補正予算（第5号）」のうち関係部分に

ついてご説明いたします。

歳入予算について、国庫支出金6,000万円の増、

計6,000万円の増。

歳出予算について、環境保全費1億2,043万円

の増、計1億2,043万円の増を計上いたしており

ます。

次に、補正予算の内容についてご説明いたし

ます。

公衆浴場対策費について。

エネルギー等の物価高騰の影響を受けた事業

者のうち、物価統制令の適用を受け独自の価格

転嫁が困難である一般公衆浴場に対し、経営の

健全化や衛生水準の維持・向上を図るため、事

業に必要な燃油等の価格高騰分に相当する経費

を支援するために要する経費であります。

国立公園雲仙八万地獄復興対策事業費につい

て。

令和3年8月豪雨により被災した国立公園雲

仙八万地獄」地区における復旧工事に要する経

費であります。

続きまして、繰越明許費についてご説明いた

します。

国の補正予算を活用する国立公園雲仙八万地

獄復興対策事業について、年度内に適正な工期

が確保できないことから、自然公園管理費1億
2,000万円について、繰越明許費を設定するもの

であります。

次に、第119号議案「令和6年度長崎県流域下

水道事業会計補正予算（第2号）」についてご

説明いたします。

資本的収入では、国の経済対策補正に伴う国

庫補助金の増等に伴い4,200万円の増、資本的支

出では、国の経済対策補正に伴う建設改良費の

増に伴い4,200万円の増を計上いたしておりま

す。

これは、大村湾南部流域下水道における大村

湾南部浄化センターの高度処理化工事等を実施

するための経費であります。

以上をもちまして、県民生活環境部関係の説

明を終わります。
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よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住分科会長】次に、土木部長より予算議案

の説明を求めます。

【中尾土木部長】土木部関係の議案についてご

説明いたします。「予算決算委員会観光生活建

設分科会関係議案説明資料（経済対策補正）」

の資料をご覧ください。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第117号議案「令和6年度長崎県一般会計補正予

算（第5号）」のうち関係部分であります。

今回の補正予算は、国において決定された「国

民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経

済対策」に沿った国の補正予算に適切に対処す

るため、必要な予算を追加しようとするもので

あります。

土木部関係の令和6年度補正予算は記載のと

おりであり、歳出予算は、合計287億9,934万
8,000円となっております。

次に、補正予算の主な内容についてご説明い

たします。

道路新設改良費88億1,710万9,000円の増、交

通安全施設費19億9,027万5,000円の増、橋りょ

う補修費15億8,865万円の増、港湾改修費13億
4,295万円の増、総合流域防災費22億6,275万円

の増、堰堤改良事業費15億9,460万2,000円の増、

急傾斜地崩壊対策費15億6,240万円の増、市町

村施行の都市計画事業について、都市計画事業

県費補助金1,948万9,000円の増を計上いたし

ております。

なお、4ページに記載しておりますが、繰越

明許費につきましては記載のとおりでございま

す。

以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【千住分科会長】次に、生活衛生課長より補足

説明を求めます。

【岩松生活衛生課長】長崎県公衆浴場燃油等価

格高騰対策支援金についてご説明をいたします。

「予算決算委員会 観光生活建設分科会 補足説

明資料 県民生活環境部」の3ページをお開きく

ださい。

エネルギーなどの物価高騰の影響を受けた事

業者のうち、一般公衆浴場、いわゆる銭湯の入

浴料金につきましては、物価の安定を確保し、

国民生活の安定を図ることを目的として制定さ

れました物価統制令の適用を今なお受けていま

して、入浴料金上限価格が定められており、独

自の価格転嫁が困難であることから、その経営

の健全化や衛生水準の維持・向上が不可欠であ

るということから、燃油などの価格高騰の一部

を支援するものでございます。

補助対象施設につきましては、公衆浴場の許

可を得て、物価統制令の統制額、上限額は400
円でございますが、この指定を受ける10か所の

民営施設でございます。支援対象経費につきま

しては、物価高騰以前、令和3年度の浴場経営

に必要な燃油、電気代、それぞれに物価の高騰

率を掛け合わせまして、その4分の1を支援する

ものとしています。この経費として43万円を計

上しています。

以上で補足説明を終わります。よろしくご審

議いただきますようお願いいたします。

【千住分科会長】次に、自然環境課長より補足

説明を求めます。

【田中自然環境課長】国立公園雲仙八万地獄復

興対策事業費についてご説明をいたします。県

民生活環境部の補足説明資料4ページをご覧く
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ださい。

本補正予算は、令和3年8月の豪雨により被災

した国立公園雲仙の八万地獄における復旧工事

を実施するための予算でございます。

補正の理由といたしましては、国の総合経済

対策を活用して予算を増額し、令和7年度以降

着実に工事を進めていくためのものでございま

す。予算額は1億2,000万円、環境省の交付金で

補助率2分の1、国費6,000万円ということにな

っております。

工事の状況でございますが、地質調査や対策

工法の検討を令和3年度に、測量・実施設計を

令和4年度から令和5年度にかけて実施し、現場

は、工事用仮設道路の設置工事を本年8月に終

了したところでございます。

斜面対策工事については、グランドアンカー

工法を採用して、3段に分けて実施することに

しております。現在は、一番上の1段目を施工

中で、令和7年3月の完成を目指して進めており

ます。さらに今回の補正予算を活用いたしまし

て今年度中に2段目の発注を予定しており、引

き続き令和7年度には3段目の発注を予定して

おります。引き続き、地元の関係者の皆様にも

丁寧にご説明をしながら工事を進めていきたい

と思っております。

説明は以上でございます。ご審議のほど、よ

ろしくお願い申し上げます。

【千住分科会長】次に、水環境対策課長より補

足説明を求めます。

【佐藤水環境対策課長】長崎県流域下水道事業

会計の補正予算について、補足してご説明をい

たします。補足説明資料の5ページをご覧くだ

さい。

県が管理しております大村湾南部流域下水道

において令和7年度に実施予定の工事2件につ

いて、予算を前倒しして確保しようとするもの

でございます。

1件目の工事は、下水汚泥を脱水処理するこ

とで発生する脱水ケーキを搬出するベルトコン

ベアを更新する工事となります。このベルトコ

ンベアは平成12年度から使用しており、約24年
が経過しております。老朽化のため、修繕を繰

り返しながら使用してきましたけれども、更新

したほうが効率的かつ経済的であると判断した

ことから、更新工事を実施しているものでござ

います。

この工事は、令和6年度と令和7年度の2か年

にわたる債務負担行為で実施しておりまして、

このうち令和7年度の予算額に当たる1,200万
円を今回の補正予算として計上しているもので

ございます。

2件目の工事は、水処理施設の第3系列を高度

処理対応に更新をするものでございます。水処

理施設は全体で6系列ございますが、これまで

にその半分に当たる3系列を高度処理へ変更し

ております。今回が4系列目ということでござ

います。

閉鎖性水域である大村湾の水質を改善する目

的で、窒素やリンを除去することができるステ

ップ流入式多段硝化脱窒法という高度処理の方

式に変更するために行う土木工事となっており

ます。この工事は、令和7年度から令和8年度の

2か年にわたる債務負担行為で実施する予定と

しておりまして、そのうち令和7年度の予算額

に当たる3,000万円を今回の補正予算として計

上しているものでございます。

以上で流域下水道事業会計の補正予算に関す

る補足説明を終わります。ご審議のほど、よろ

しくお願い申し上げます。

【千住分科会長】次に、監理課長より補足説明
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を求めます。

【高稲監理課長】繰越明許費についてご説明い

たします。土木部の補足説明資料3ページをご

覧ください。

表の縦の区分が款・項・目の予算科目、横の

区分が繰越明許費の理由別内訳となっておりま

す。

今回ご審議をお願いします繰越明許費は、一

般会計453件、272億6,429万1,000円で、その全

額が国の経済対策補正予算に対応したものとな

ります。これは、年度内に適正な工期が確保で

きないため、公共事業費及び単独事業費につい

て、補正予算額と同額を繰越明許費として計上

しているものです。

なお、県の補正予算の編成作業時には、国の

経済対策補正予算が審議中でありましたことか

ら、公共事業費、単独事業費、国直轄事業負担

金につきましては内示見込み額で予算を計上し、

それに対応した繰越明許費を計上しております。

予算の執行に当たりましては、経済対策の趣旨

を踏まえ、早期発注に努めてまいります。

以上で説明を終わらせていただきます。ご審

議のほど、よろしくお願いします。

【千住分科会長】以上で説明が終わりましたの

で、これより予算議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【深堀委員】公衆浴場の燃油等の支援金の話を

ちょっとお尋ねしたいんです。この支援は、今

回が初めてじゃないですよね。前回、直近の支

援の算定方法等とこれは違うのかどうか、その

あたりの説明をお願いできませんか。

【岩松生活衛生課長】算定の方法自体は変わり

ございませんが、補助率につきましては、令和

4年度と令和5年度は高騰分の2分の1、今回は4
分の1ということで算定をしています。

【深堀委員】前回よりもちょっと支援が薄くな

ったということですね。

この資料を見ていて少し気になったことを幾

つかお聞きしたいんですが、これはボイラー等

燃料使用施設の5施設が、8万円と6,000円とい

うふうになっているわけですね。これは固定で

すよね、どの施設も。

ということは、浴場の規模をどういうふうに

評価するのかわからないですけど、例えば、小

さな施設もあれば大きな施設もあって、当然そ

こにかかる燃料費は、当たり前ですけど、違う

わけですよね。そこはどういうふうに考えてい

るんですか。

【岩松生活衛生課長】今回の支援の対象の公衆

浴場は、いわゆる銭湯、個人経営のところばか

りでございまして、いわゆるスーパー銭湯とか、

そういったものは対象外になっておりますので、

規模について大きな差はないものと考えており

ます。

また、支援金ということで一括して支援する

ことで、支援までの期間の短さ、また申請者に

大きな負担をかけないといったことを考慮いた

しまして、昨年度からこのような形で支援をさ

せていただいております。

【深堀委員】了解です。ほとんどの一般的な銭

湯だから、そんなに規模の多寡はないというこ

とは理解しました。

算定根拠の式が、説明資料の中でありますね。

燃料代については、令和3年の燃油代実績掛け

20.7％で4分の1という考え方です。その下の電

気代については、令和3年電気代実績の月額掛

ける10.1。
ここの算定方法が違うのは、何か意味がある

んですか。

【岩松生活衛生課長】月によって大きく使用量
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が異なる、気温とか水温で大きく差が出ないよ

うにということで、燃油については年額の総額、

電気については月額を聞き取りまして、その平

均を12か月分、1年分ということで算定をして

いるところでございます。

【深堀委員】ということは、電気代については

聞き取りをしたわけですね。各事業者の方々に

令和3年度の金額がどれだけだったかと聞き取

って、平均の月額を出して掛けていったと。

そうしたら、別に平均を出さなくても、令和

3年度の電気代実績でよかったんじゃないです

か。だって、そういうことでしょう。何が違う

んですかね。

【岩松生活衛生課長】 令和3年度が実績に応じ

た補助金という形で出していましたので、その

時に、各施設の実績を申請していただきました。

この時は、いろんな書類のやりとりとかがあり

まして、補助までに時間がかかったということ

もございました。電気代については、月にそれ

ほど大きく変動がないということで、このよう

な計算式になっております。

【深堀委員】本当に細かい話で申し訳ないんで

すけど、今説明されていることは、燃料代の算

定式と一緒でも何ら問題はないわけでしょう。

ね、一緒でしょう。だって、平均して、それを

また12倍するわけだから、年間の使用料に対し

て値上がり分を掛けていくだけの話だから。な

んでわざわざ、わかりにくいというか、そうい

う算式にするのかという意味が理解できないん

ですけどね。

それは算定式の話だから、いいんですけど、

これが適正な、値上がり分の4分の1かどうかな

んですよ、要は。そのあたりについては自信を

もって、これは適正に上がった部分の4分の1を
補填しているというふうに我々は理解していい

ですか。

【岩松生活衛生課長】委員がおっしゃるように、

適正な高騰分について、その4分の1を支援する

というふうに考えております。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

【大久保委員】 1点お尋ねいたします。

今回の補正予算、経済対策や物価高騰対策等、

本当にありがたいなというふうに県民も思われ

ると思います。その中で、土木費についてお尋

ねをいたします。

そもそも国の補正予算に対しての予算は、国

に対して事業を積み上げた中で要望をし、そし

て当初予算、そして補正予算と、国が見ながら

つけられているものだと私は思っているんです

けれども、それで間違いないんですかね。

【高稲監理課長】委員のおっしゃるとおりでご

ざいます。

【大久保委員】 そうであれば、今回の予算は、

要望に対して件数と費用、どれぐらい実際にか

なったものなのか、おりてきたものなのかを確

認させていただきたいと思います。

【高稲監理課長】 今回の要望額は、約508億円

でございました。件数は、すみません、手元に

資料がございません。

先ほどご説明いたしましたように、予算計上

額につきましては、まだ内示がわかりませんで

したので、見込み額という形で算出しておりま

したが、一昨日、国の補正予算の成立を受けま

して内示がございまして、内示額としましては

約251億円でございました。したがいまして、

要望額に対しての内示の割合としては50％近

くとなっております。

【大久保委員】 約50％ということですが、こ

れは例年と比べてどうなのか、厳しくなってい

るのか、例年どおりなのか。
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また、全国的に内示率は大体50％ぐらいなの

か、そのあたりの状況をお尋ねいたします。

【高稲監理課長】 過去の状況でございますが、

毎年度、国の総額、各県のいろんな事業の状況

によりまして若干の変動がございますが、昨年

度の経済対策補正の内示額としては約261億円

でございました。その前の令和4年度は230億
9,000万円でございました。

全国の状況でございますが、一昨日、国が公

表しております都道府県ごとの公共事業内示の

結果では、市町事業も含めた額で県の事業部分

だけというのは数字が判明しないんですけれど

も、あくまでも参考としまして、市町も含めた

県全体の内示額としては全国で18番目、九州で

2番目となっている状況でありまして、内示率

につきましては数字がございません。

【大久保委員】他県と比べても悪くはないとい

うことですね。必要性だとか、政治力だとか、

いろんな要因があって、こういった内示があっ

ていると思っております。

必ずしも100％を目指すというか、なるべく

多くの事業を補正としていただくことはありが

たいですけれども、100％だったら逆に、もう

少し玉出しが必要だったんじゃないかと思って

しまうので、そのあたりは必ずしも100％をい

ただくのを目指すというふうには思ってはいな

いんですけれども、その中でも国に対して、必

要性だとか緊急性を含めて今後ともしっかりと

資料づくり、要望ということでいただければと

思っておりますので、よろしくお願いします。

【千住分科会長】 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】ほかに質疑がないようですの

で、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】討論がないようですので、こ

れをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第117号議案のうち関係部分及び第119号議

案については、原案のとおり可決することにご

異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【千住分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

審査結果について整理したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１０時３７分 休憩 ―

― 午前１０時３７分 再開 ―

【千住分科会長】 分科会を再開いたします。

以上で、本分科会関係の議案審査は全て終了

いたしました。

これをもちまして、予算決算委員会観光生活

建設分科会を閉会いたします。

お疲れさまでした。

― 午前１０時３８分 閉会 ―
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契約の締結について 原 案 可 決

契約の締結の一部変更について 原 案 可 決

和解及び損害賠償の額の決定について 原 案 可 決

計  ６件  (原案可決  ６件）

第 113 号 議 案

観光生活建設委員会審査結果報告書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。

令和6年12月12日

記

番　　号 件　　　　　　　　　　　　　　　　名

第 96 号 議 案

第 100 号 議 案

第 101 号 議 案

第 111 号 議 案

第 112 号 議 案

－133 －



委  員  長      

副 委 員 長      

署 名 委 員     

署 名 委 員      

書  記   川 下  彩 香

書  記   髙 栁  雄一郎

速  記   (有)長崎速記センター


